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1. 交通まちづくりアクションプラン『総合交通戦略編』について 
1.1 総合交通戦略とは 

進展する少子・超高齢社会への対応、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減等のた

め、過度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、自転車、公共交通等の各モードが連携し適

切な役割分担のもと、望ましい都市・地域像の実現を図る観点から、地方公共団体を中心として、

関係機関・団体等が相互に協力し、都市・地域が抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とま

ちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るものであり、もって魅力と活力が

あふれる都市・地域の整備を行うことを目的としています。 

※資料：都市・地域総合交通戦略要綱（平成 21(2009)年 3 月 16 日、国土交通省都市・地域整備局長）

に基づく 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
資料：都市・地域総合交通戦略のすすめ【総合交通戦略策定の手引き】 

（国土交通省都市局 令和 4(2022)年 5 月） 

図 1-1 総合交通戦略の取組みのイメージ 

 

1.2 計画の目的 

「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【総合交通戦略編】」は、平成 30(2018)年度に策定

した「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画編・総合交通戦略編】」が令和 4(2022)

年度をもって計画期間が終了することから、この計画を総括するとともに、社会構造の変化や新

たな動向を踏まえ、次期計画として策定するものです。 

【総合交通戦略編】は、【基本計画編】で定めた基本理念「元気に生活・活動し、安心・快適

に移動ができる交通インフラの形成」を目指すため、これまでの施策の進捗状況や効果を検証し

た上で、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図る施策パッケ

ージ等をとりまとめています。 
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1.3 総合交通戦略の位置づけ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 総合交通戦略の位置付け 

 

 

 

 

 

現行計画〔総合交通戦略編〕 
（平成 31（2019）年２月策定） 

次期計画〔総合交通戦略編〕 

・これまで取り組んできた施策・事業の方向性を確認しつつ、新たな課題等に対応

した「交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策」を推進

します。 

将来ビジョン・岸和
田（岸和田市総合計

画） 
（令和 5(2023)年 

●月） 

“新・岸和田”づくり
（都市計画マスター
プラン） 

（令和 5(2023)年 
●月） 

自転車活用推進法の施行 
（平成 29(2017)年 

5 月施行） 

高齢者、障害者等の移動等の 
円滑化の促進に関する法律 
（バリアフリー法）の改正 

（令和 3(2021)年 
4 月施行） 

地域公共交通活性化再生法の
改正 

（令和 2(2020)年 
11 月施行） 

現行計画における目標値の

達成状況や施策事業の進捗

状況を踏まえた課題 

関連法の施行・改正 

上位計画の見直し 

（基本計画編 P●参照） 

岸和田市公共施設 
最適化計画に基づく 

個別施設計画 
（令和 3(2021)年 

策定） 

都市・地域交通戦略推進事業
制度要綱の改正 

（令和４(2022)年４月施行） 
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2. 前計画〔総合交通戦略編〕の評価 
2.1 前計画〔総合交通戦略編〕の概要 

 岸和田市では、平成 29（2017）年 11 月に「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本

計画編・総合交通戦略編】」（計画期間：令和元（2019）年度～令和 4（2022）年度）を策定し、

この計画に基づいた取組みを実施しています。 
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2.2 公共交通に関する方針と方針を達成するための公共交通に関する施策 

この計画では、本市の目指すべきまちの姿である「元気あふれる躍動都市岸和田」を踏まえる

とともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念を実現するため、以下の 4

つの戦略目標を掲げ、これを達成するための 8 の施策パッケージと 18 の施策を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本計画編≫ 
基本理念（目指す交通インフラの姿） 

基本方針 

 

≪総合交通戦略編≫ 

戦略目標Ⅰ 
誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

 
（１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策 1：幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出 
施策 2：自転車利用環境の向上 
施策３：バス交通サービスの拡充 

 
（２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づ

くり 
施策 4：移動環境におけるバリアフリー化の推進 
施策 5：子どもや高齢者の交通安全 

戦略目標Ⅱ 
拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

 
（３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアク

セス機能の強化 
施策 6：鉄道駅等へのアクセス道路の整備推進 
施策 7：公共交通による拠点へのアクセス改善 

 
（４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

施策 8：駅前広場の整備推進 
施策 9：交通結節機能の拡充 

 

 

 

基本方針①  
子どもから高齢者ま
でいきいきと健康に
暮らせる 
まちを支える交通 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を支
える交通 

戦略目標Ⅲ 
人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワーク
の形成 

 
（５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させ

る交通体系の構築 
施策 10：都市計画道路の整備推進 
施策 11：公共交通網の拡充 
施策 12：災害時における交通ネットワークの確保 

 
（６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づ

くり 
施策 13：交差点等における交通混雑の緩和 
施策 14：市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交

通情報の充実 

基本方針③  
定住化や来訪機会を
促す魅力あるまちを
支える交通 

戦略目標Ⅳ 
地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

 
（７）地域性に応じた生活交通の確保 

施策 15：地域住民主体による持続可能な公共交通体系
の確立 

施策 16：協働による地域バス等の導入検討 
 

（８）地域に優しい生活道路の創出 
施策 17：生活道路等における歩行者の安全な通行の確保 
施策 18：地域住民による通学路等での安全確保 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える持続
可能な交通 

元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 
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2.3 目標値の達成状況  

評価指標は、定量的な指標とあわせて、市民の意識や満足度の指標を設定し、施策の実施によ

る効果や目標値に対する達成状況を確認するものとして、定量的な指標と市民の意識や満足度の

指標の 2 つを設定しています。 

評価指標の達成状況を以下に示します。 

表 2-1 定量的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③の目標値の達成状況は、人口に対する市内全域の路線バス利用者割合や、鉄道駅乗車人

員が占める割合について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、実績値が減少しており、

また地域の公共交通を考える協議会の開催実績が目標値に達していない等、新たな生活様式に対

応した交通体系の構築が求められています。 

 

 

 

 

  

※各年の実績値下部の（数値）は目標値（R4(2022)）達成に必要な年別目標値を示す。 

現況値（H29年）

H29年 H30年 R01年 R02年 R03年

24.4% 24.5% 19.8% 20.5%
( 24.5% ) ( 24.9% ) ( 25.2% ) ( 25.6% )

1.73% 1.66% 1.32% 1.26%
( 1.95% ) ( 1.99% ) ( 2.02% ) ( 2.06% )

1件 1件 1件 1件
( 1.2 件 ) ( 2.4 件 ) ( 3.6 件 ) ( 4.8 件 )

実績値

毎年

② 人口に対するバス乗車人員が占める割合 1.91%（H28） 2.10% 毎年

③ 地域住民による地域の公共交通を考える検討会の開催実績 0件（H29） 6件 毎年

評価指標
目標値
（R4）

データ
更新頻度

定
量
的
な
指
標

① 人口に対する鉄道駅乗車人数が占める割合 24.1%（H28) 26.0%
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表 2-2 間接的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④は、平成 30(2018)年以降において目標値を達成しています。 

⑤は、平成 30(2018)年以降において目標値を達成しています。 

⑥は、目標値に達成していないものの、令和 2(2020)年において目標値達成に必要な年別目標値

を達成しています。路線バス及びローズバス路線の再編、南海岸和田駅～JR 東岸和田間のヘッド

ダイヤの導入等の取組みにより、実績値が増加していることから、更なる鉄道駅間を結ぶバスネ

ットワークの構築が必要と考えられます。 

⑦は、令和元年以降において目標値を達成しています。 

⑧は、目標値に達成しておらず、令和元年から令和 2 年にかけて概ね増加傾向にあります。観

光入込客数は、令和元年まで概ね 300 万人/年で推移していたことも踏まえ、令和元年から令和 2

年にかけて、実績値が増加しているものと推測されます。 

⑨については、平成 30(2018)年以降において目標値を達成しています。 

 

 

 

 

  

※ピンク色着色部分は目標値達成を示す。 
※オレンジ着色部分は目標値（R4(2022)）達成に必要な年別目標値の達成を示す。 

※各年の実績値下部の（数値）は目標値（R4(2022)）達成に必要な年別目標値を示す。 

現況値（H29年）

H29年 H30年 R01年 R02年 R03年

24.1% 23.0% 28.0% 26.5%
( 22.3% ) ( 22.3% ) ( 22.3% ) ( 22.3% )

8.3% 8.1% 10.7% 8.4%
( 6.7% ) ( 7.0% ) ( 7.4% ) ( 7.7% )

34.1% 33.3% 36.1% 35.3%
( 32.6% ) ( 33.7% ) ( 34.8% ) ( 35.9% )

17.2% 19.0% 20.4% 17.2%
( 15.3% ) ( 16.0% ) ( 16.6% ) ( 17.3% )

13.7% 11.4% 15.1% 14.0%
( 14.9% ) ( 15.9% ) ( 17.0% ) ( 18.0% )

27.8% 27.2% 30.0% 28.6%
( 25.3% ) ( 25.3% ) ( 25.3% ) ( 25.3% )

実績値

⑧ 岸和田が多くの観光客でにぎわい、観光の振興が十分な状態
で
　  あると感じている市民の割合

13.9％（H29） 19.0% 毎年

8.0% 毎年

⑥ 市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合

⑨ 子どもが地域で安全に遊べると感じている市民の割合 25.3％（H29） 25.3% 毎年

31.5％（H29) 37.0% 毎年

⑦ 鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合 14.6％（H29） 18.0% 毎年

評価指標
目標値
（R4）

データ
更新頻度

市
民
の
意
識
や
満
足
度
の
指
標

④ 安心して歩道を通行することができると感じている市民の割合 22.3%（H29) 22.3% 毎年

⑤ ユニバーサルデザイン化が進んでいると感じている市民の割
合

6.4％（H29)
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2.4 施策事業の達成状況 

2.4.1 戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、全 16 事業中、スケジュール通り

に事業が完了しているのが 8 事業、スケジュール通りに事業が実施されているのが 6 事業、一部

がスケジュール通りに事業が実施されているのが 2 事業となっています。 

今後とも、現在、事業が実施されている 8 事業の推進を図っていく必要があります。 

さらに、子どもから高齢者までが安全に外出しやすい交通環境づくりに向けては、徒歩を中心

とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保、先進技術・次世代モビリティやパーソナ

ルモビリティへの対応が求められています。 

 

 全 16 事業中、 スケジュール通り事業完了：8 事業（◎）、 

スケジュール通り事業実施：6 事業（○） 

一部スケジュール通り実施：2 事業（△）、 

未実施         ：0 事業（×） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施時期 進捗 事業概要

戦略目標Ⅰ　誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築

（１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築

①幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出

①-1　歩車道分離による歩行空間の整備

市道久米田東西線（大阪臨海線～堺阪南線） ～2018 ◎ 事業完了

府道岸和田港塔原線（土生～土生交番前） 2018～2020 △ 大阪府にて事業中

府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町） 2018～ ○ 大阪府にて事業中

②自転車利用環境の向上

②-1　自転車走行空間の確保

岸和田駅東停車場線 ～2018 ◎ 青矢羽根施工

堺阪南線 ～2018 ◎ 大阪府にて青矢羽根施工

②-2　自転車ネットワーク計画の策定に向けた検討

自転車ネットワーク計画の策定 2020～2022 ◎ 2022年に自転車活用推進計画策定

③バス交通サービスの拡充

③-1路線定期運行バスの利便性向上

路線バスのルート見直し及びダイヤ改正 2018～ ○ 2021年に福田線ダイヤ改正実施

ローズバスの路線再編及びダイヤ改正 2018～ ○ 2021年にローズバス修正実施

ローズバス料金体系の適正化 2018～ ○ 2019年に料金体系の見直し実施

（２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり

④移動環境におけるバリアフリー化の推進

④-1　岸和田市交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路のバリアフリー化

岸和田駅東停車場線 ～2018 ◎ 事業完了

市道久米田東西線（大阪臨海線～堺阪南線） ～2018 ◎ 事業完了　再掲

府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町） 2018～ △ 事業中　再掲

④-2　鉄道駅舎等の公共交通機関のバリアフリー化

南海本線蛸地蔵駅 2018 ◎ 2018年に内方線ブロック設置

JR阪和線下松駅 2020 ◎ 2020年に内方線ブロック設置

⑤子どもや高齢者の交通安全

⑤-1　小学生や高齢者を対象とした交通安全教室の実施

こども交通安全教室等の実施 2018～ ○ 交通安全街頭指導を実施

高齢者の交通安全教室の実施 2018～ ○ 2021年は高齢者交通安全事業はコロナ禍により中止

戦略目標・
施策

パッケージ
施策
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2.4.2 戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、全 16 事業中、スケジュール通り

に事業が完了しているのが 6 事業、スケジュール通りに事業が実施されているのが 10 事業とな

っています。 

現在、事業が実施されている 10 事業については、事業完了を目指して事業の促進を図る必要が

あります。 

 

 全 16 事業中、 スケジュール通り事業完了：6 事業（◎）、 

スケジュール通り事業実施：10 事業（○） 

一部スケジュール通り実施：0 事業（△）、 

未実施         ：0 事業（×） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施時期 進捗 事業概要

戦略目標Ⅱ　拠点の活力促進に向けた交通環境の充実

（３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化

⑥鉄道駅等へのアクセス道路の整備推進

⑥-1　アクセス道路整備

市道東岸和田駅東停車場線 ～2018 ◎ 事業完了

（仮称）市道久米田駅西停車場線 2018～2022 ○ 事業中

久米田駅西側歩行者等通路 2018～2022 ○ 事業中

市道春木駅大宮駅線 2018～2022 ○ 事業中

⑦公共交通による拠点へのアクセス改善

⑦-1　公共交通によるアクセスの改善

路線バス東岸和田駅広場への乗入れ 2019 ◎ 事業完了

バス・バス乗継割引 2018～2022 ◎ 事業完了

路線バスのルート見直し及びダイヤ改正 2018～2022 ○ ○ 2021年に福田線ダイヤ改正、2022年に福田線ルート変更実施　再掲

ローズバスの路線再編及びダイヤ改正 2018～2022 ○ ○ 2021年にローズバス修正、2022年に両廻り改正実施

ローズバス料金体系の適正化 2018～2022 ○ 〇 2019年に料金体系の見直し実施　再掲

（４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化

⑧駅前広場の整備推進

⑧-1　駅前広場の整備

東岸和田駅前東側交通広場 2018～2020 ◎ 事業完了

東岸和田駅（西側）附属街路整備 2018～2020 ◎ 事業完了

久米田駅前（東側）道路整備・広場機能含む 2018～2022 ○ 事業中

久米田駅前（西側）道路整備・広場機能含む 2018～2022 ○ 事業中

⑨交通結節機能の拡充

⑨-1　機能拡充に向けた整備推進

久米田駅西側改札の整備 2018～2022 ○ 事業中

東岸和田駅での駐輪場整備 2018 ◎ 事業完了

バスの乗継環境拡充に向けた検討 2018～ ○ 2021年にローズバスと福田線の乗継ダイヤ改正実施

施策
戦略目標・

施策
パッケージ
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2.4.3 戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、全 21 事業中、スケジュール通り

に事業が完了しているのが 7 事業、スケジュール通りに事業が実施されているのが 5 事業、一部

がスケジュール通りに事業が実施されているのが3事業、未実施の事業が6事業となっています。 

現在、事業が実施されている 8 事業の事業促進を図るとともに、未実施事業については早期の

事業着手を図る必要があります。 

特に、都市計画道路泉州山手線の道路整備の推進による広域連携軸の形成を目指していくこと

が必要とされています。 

 全 21 事業中、 スケジュール通り事業完了：7 事業（◎）、 

スケジュール通り事業実施：5 事業（○） 

一部スケジュール通り実施：3 事業（△）、 

未実施         ：6 事業（×） 

 

 

 

 

 

 

  

実施時期 進捗 事業概要

戦略目標Ⅲ　人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成

（５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築

⑩都市計画道路の整備推進

⑩-1　広域幹線道路の整備推進 

都市計画道路泉州山手線 2020～ △ 磯上山直線～岸和田中央線までの区間を事業着手段階

大阪南部高速道路 2021～ ○
大阪南部高速道路事業化促進協議会への参画、R3.6大阪府新広域交通道路計画にお
ける「高規格道路・調査中路線」に位置づけ

⑩-2　市内幹線道路の整備推進

岸和田港福田線（田治米畑町線～包近流木線） ～2019 ◎ 事業完了

岸和田中央線（中央区画～尾生久米田区画） 2019～ × 未着手

田治米畑町線（春木岸和田線～星和上松台） 2019～ ○ 2020年に事業認可取得

大宮常盤線（春木岸和田線～田治米畑町線） 2019～ × 未着手

⑪公共交通網の拡充

⑪-1　公共交通機関の連携強化

路線バスによる鉄道駅間の乗継利便性の向上 2018～ △ ヘッド運行を実施（鉄道ダイヤの連携は図れていない）

高速バス路線の拡充に向けた検討 2018～ × VIPライナーとSPAラインのみ

泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸の検討 2018～ ○ 大阪府公共交通戦略に岸和田市が構想している路線として記載

⑫災害時における交通ネットワークの確保

⑫－１　広域緊急交通路や地域緊急交通路の整備推進

岸和田港福田線（田治米畑町線～包近流木線） ～2019 ◎ 事業完了

岸和田中央線（中央区画～尾生久米田区画） 2019～ × 未着手

田治米畑町線（春木岸和田線～星和上松台） 2019～ ○ 2020年に事業認可取得　再掲

大宮常盤線（春木岸和田線～田治米畑町線） 2019～ × 未着手

（６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり

⑬交差点等における交通混雑の緩和

⑬-1　主要渋滞箇所等における交差点改良等の推進

市道並松上松線（東岸和田北三踏切） ～2019 ◎ 事業完了

府道岸和田港塔原線（東岸和田南一踏切） ～2020 ◎ 事業完了

⑭市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実

⑭-1　公共交通情報誌による情報提供

バスマップの作成・配布 2019～ △ ローズバスのバスマップ作製・配布のみ実施

行政情報誌（「暮らしの便利帳」の活用） 2020 ◎ 事業完了

各施設HP情報 ○ 2020年に各施設アクセス情報にバス停などの情報を追加

⑭-2　スマートフォンアプリ等による情報提供

祭都きしわだnaviの活用 2018～ × 祭都きしわだnaviの廃止

バスロケーションシステムの導入 2018～ ◎ 事業完了

NAVITIME・ジョルダンへの情報提供 ◎ ローズバス情報を追加

戦略目標・
施策

パッケージ
施策
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2.4.4 戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、全 11 事業中、スケジュール通り

に事業が完了している事業はなく、スケジュール通りに事業が実施されているのが 9 事業、一部

がスケジュール通りに事業が実施されているのが 2 事業となっています。 

現在、完了している事業がないことから、今後とも事業が実施されている 11 事業の推進を図っ

ていく必要があります。 

さらに、地域主体の交通手段導入サポートの仕組みづくりなど、自動車がなくても生活できる

持続可能な公共交通体系の確立が求められています。 

 全 11 事業中、 スケジュール通り事業完了：0 事業（◎）、 

スケジュール通り事業実施：9 事業（○） 

一部スケジュール通り実施：2 事業（△）、 

未実施         ：0 事業（×） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施時期 進捗 事業概要

戦略目標Ⅳ　地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保

（７）地域性に応じた生活交通の確保

⑮地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確立

⑮-1　地域主導による交通体系の構築に向けた取組み

住民が活動しやすい環境づくり支援 2018～2019 ○ 地域バス導入に向けた手続き資料の作成

地域で公共交通を守り、育てる意識の醸成 2018～ △ 連合会長を対象とした公共交通利用促進に係る意見交換を実施

⑯協働による地域バス等の導入検討

⑯-1　持続可能な地域バス等の導入検討

試験運行の実施 2018～ △
2019年に塔原～相川間での地域バス試験運行実施、2020年より両町会との意見交換を
継続

ＡＩオンデマンド交通の調査研究 2021～ ○ 2021年に春木・大芝地区にてAIオンデマンド導入に向けた検討を実施

（８）地域に優しい生活道路の創出

⑰生活道路等における歩行者の安全な通行の確保

⑰-1　交通安全対策の実施

路側帯の設置等 2018～ ○ 毎年、要望にあわせて実施

ゾーン30の拡充 2018～ ○ その都度、警察と協議のうえ、要望にあわせて実施

通学路交通安全プログラムの作成・対策実施 2018～ ○ 要望によってその都度実施

グリーンベルト等による路側帯のカラー化 2018～ ○ 毎年、計画によって実施

⑱地域住民による通学路等での安全確保

⑱-1　通学路等における子どもの見守り活動の推進

子どもの安全見守り隊 2018～ ○ 登録者3,285人、344箇所

安心・安全メール「こども99番」 2018～ ○ 登録者1,910人、配信数66件

子ども見守りボランティア 2018～ ○ 17小学校・ボランティア登録者39人

戦略目標・
施策
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2.5 現行計画における課題 

現行計画の評価・検証の結果を踏まえ、次期戦略目標として引き継ぐものとします。 

 

戦略目標 課題 

戦略目標Ⅰ 

誰もが暮らしやすく、 

外出・移動しやすい 

交通体系の構築 

○誰にもやさしく歩いて暮らせる多様な移動手段が連携したまちづ
くりの推進 

○歩行者が安全で快適に利用できる歩行空間整備や、自転車活用推進
計画に基づく安心かつ安全な自転車環境整備の推進 

○自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系の構築 
○先進技術・次世代モビリティ、パーソナルモビリティ等への対応 
○子どもや高齢者の交通安全対策の推進 
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による新たな生活様式に対

応した交通体系の構築 

戦略目標Ⅱ 

拠点の活力促進に向けた 

交通環境の充実 

○選択と集中による効率的で効果的な道路整備など交通基盤整備の
推進 

○拠点への公共交通によるアクセス機能の拡充、交通結節点における
乗継利便性の向上（バス待合環境や情報提供等） 

○拠点への来訪を促すとともに回遊性向上とにぎわいの創出に寄与
する歩行者優先の交通環境の整備 

○多様なモビリティとの乗り換え利便性の向上等に向けた取組みの
推進 

戦略目標Ⅲ 

人流・物流や都市の 

魅力づくりを支える 

交通ネットワークの形成 

○選択と集中による効率的で効果的な道路整備による交通ネットワ
ークの形成 

○近隣市町や交通事業者等との連携による新たな広域公共交通ネッ
トワーク構築の推進 

○災害時にも機能する道路ネットワーク構築によるリダンダンシー
（多重性）の確保 

○バス交通等の情報提供の充実に向けた取組みの推進 
○更なる観光交流の促進に向けた利用しやすく分かりやすい公共交

通の検討・取組の推進 

戦略目標Ⅳ 

地域とともにすすめる 

安心・安全な交通環境の

確保 

○多様な移動手段を地域が選択でき、社会全体で支えるしくみ作りが
必要 

○地域や目的に応じた適切な交通手段が利用できる公共交通体系の
検討 

○安心・安全な生活道路など交通環境の充実に向けた取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・今回の評価・検証の結果や SDGs（持続可能な開発目標）の要素を踏まえ、 

次期戦略目標として引き継ぐものとする。 

・平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「SDGs（Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標））」の目標達成と持続可能な社会の実現
に向けた交通体系の構築が求められる。 

【上位計画】 
・将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
・“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
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【参考】SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs（持続可能な開発目標）は、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年までの国際目標であり、

国内でも積極的に取り組んでいます。 

政府（SDGs 推進本部）が定めた「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針改訂版（令和元(2019)

年 12 月）」では、地方自治体においても積極的な取組を推進するため、各種計画に SDGs の要素

を反映することが期待されています。 

上位計画である「第 5 次岸和田市総合計画（令和 4（2022）年策定予定）」では、4 つの視点の

一つとして、SDGs の考え方を取り入れるとしており、本市は取組をさらに進めていくことが求

められます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1  SDGs（持続可能な開発目標）における 17 の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 本計画と特に関り深い目標 

  

出典：国連広報センター（UNIC）ホームページ 
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3. 戦略目標の設定 
3.1 将来都市像』の設定について 

上位計画である「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」や「“新・岸和田”づくり（都

市計画マスタープラン）」において、設定されているまちづくりの構想を踏まえ、【総合交通戦略

編】では、本計画の基本理念「元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの

形成」の実現に向けて、都市軸や都市核を担う都市の機能を向上させるため、市民、交通事業

者、関係機関、行政が連携を図りながら、誰もが円滑に移動できる交通環境づくりを進めていく

ものとし、『将来都市像』を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市軸の交流拠点を都市核とし、階層的につなぐ多極集約・ネットワーク型のまちづくり 
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≪基本計画編≫ 

≪総合交通戦略編≫ 

  
元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 

基本方針①  
子どもから高齢者まで
いきいきと健康に 
暮らせるまちを 
支える交通 

基本理念（目指す交通インフラの姿） 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を 
支える交通 

基本方針③  
定住化や来訪機会を 
促す魅力あるまちを 
支える交通 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える 
持続可能な交通 

戦略目標 I 
誰もが暮らしやすく、外出・移動しやす
い交通体系の構築 

戦略目標 II 
拠点の活力促進に向けた交通環境の充
実 

戦略目標 IV 
地域とともにすすめる安心・安全な交通
環境の確保 

戦略目標 III 
人流・物流や都市の魅力づくりを支える
交通ネットワークの形成 

基本方針 

3.2 戦略目標 

本市の目指すべきまちの姿である「個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田」を

踏まえるとともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念・基本方針を踏ま

え、基本方針を実現するための戦略目標を以下に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 戦略目標 
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基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 歩行者・自転車・自動車等の通行空間の分離やバリアフリー化を推進
する。 

・ 幅広い世代の方が外出しやすくするために、各交通モード間の役割分
担や連携を強化する。 

・ 交通事故予防のため、子どもから高齢者を対象とした交通安全教室等
の実施を推進する。 

・ 既存交通の維持・充実を図りながら、将来を見据えた新たな公共交
通サービスとなる先進技術、次世代モビリティ及びパーソナルモビ
リティ等の導入に向けた検討をする。 

・ 新しい生活様式に対応した交通行動変容を支援する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 I                （キーワード：階層・レイヤー） 

  誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

・ 徒歩を中心とした多様な移動手段の連携と選択可能なモビリティの確
保。 

・ 多様な移動目的に対応した安心・安全に移動できる自転車・歩行者空
間の確保やバリアフリー化された移動空間・交通環境の整備。 

・ 運転免許証を持たない方や自動車を利用できない方も活動的で健康的
な生活を促進するために、自動車がなくても生活できる公共交通体系
の構築。 

・ 自動運転技術や MaaS などの先進技術、次世代モビリティ及びパ
ーソナルモビリティ等の活用による利便環境や利便性向上を図る
とともに既存交通システムとの連携を強化する。 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式に合わせた
新たな交通サービスの取り組みが必要。 

 

※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 拠点となる鉄道駅周辺における高質な公共空間の形成を図る。 
・ 公共交通の利用のしやすさ向上や公共交通相互及び公共交通と他の交

通手段との連携強化を図る。 
・ 交通結節点での各交通手段間の乗り継ぎのための公共交通情報の提供

を行う。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広

場等を整備。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 II                （キーワード：拠点・ベース） 

  拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

・ 拠点へのアクセス改善による自動車交通の円滑化など交通基盤の整
備。 

・ 鉄道駅周辺の拠点施設等への公共交通によるアクセス性の向上や乗り
継ぎ利便性の向上。 

・ 回遊性を高める歩行者優先の交通環境の充実。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広場等

を整備。 
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※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 広域圏や近隣圏の交通ネットワークの機能強化を図り、都市間の連携
強化、各拠点間のアクセス性の向上、災害時における緊急輸送や救助活
動などの応急対策活動の確保を図る。 

・ 交通渋滞の緩和、円滑な自動車移動を図るため、道路網の効率的な整備
や交差点改良等を推進する。 

・ 市民や来訪者にわかりやすい公共交通情報を提供する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 III              （キーワード：網・ネットワーク） 

  人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

・ 広域アクセス機能を持つ広域幹線道路や市内拠点間を結ぶ市内幹線道
路の整備による交通ネットワークの形成。 

・ 観光客などの来訪者が市内の観光施設等どこにでも移動しやすくわか
りやすい公共交通の整備。 

・ 災害時における緊急輸送や避難でのリダンダンシー（多重性）の確保。 
・ 泉州山手線等の広域連携軸の整備と連携した新たな公共交通体系の整

備。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 自動車から公共交通への転換をはじめ、地域住民がハード・ソフト面か
らもまちづくりや交通について考え、協働で取組みを進めるしくみづ
くりや取組みを推進し、公共交通の必要性や各自の役割を担う意識の
向上を図る。 

・ 既存の公共交通サービスが十分でない地域では、地域・関係事業者・行
政が連携して、地域主導による地域公共交通の導入に向けた検討を進
める。 

・ 地域の安全・安心のため交通安全対策や通学路の見守り活動等を推進
する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 IV                （キーワード：地域・リージョン） 

  地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

・ 地域住民、交通事業者、行政等が協働で、地域の交通に関する課題に取
組み、社会全体で支えるという共通認識の確立。 

・ 公共交通の利用意識向上や地域にふさわしい公共交通体系の検討。 
・ 子どもから高齢者までが安心して通行ができる交通環境の充実。 
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4. 戦略目標の達成に必要な施策 
4.1 施策の体系 

将来都市像を実現するために前述で設定した戦略目標に基づき、都市交通の課題に適切に対応

し、関係者が共通の目標のもとに連携・協働し、ハード・ソフト施策を総合的に組み合わせて推

進する取組みが必要です。 

将来都市像を実現するために前述で設定した 4 つの戦略目標に基づき、主な施策を整理します。 

 

表 4-1 戦略目標Ⅰにおける施策の体系 

戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策１：幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出 

・ 幹線道路において、誰もが安全に安心して歩くことができる歩行空間の整備を推進します。 

施策２：自転車利用環境の向上 

・ 公共交通と連携しながら効率的に自転車を利用できる環境づくりを進めるため、自転車ネ

ットワークの形成をはじめとする【自転車活用推進計画編】に掲げた施策を推進します。 

施策３：公共交通ネットワークの再編 

・ 泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整

備を進め、市内及び市外の鉄道駅や主要施設等を結び、広域連携軸や地域連携軸の役割を

担う路線バスを今後も維持するため、利便性向上を図ります。また、中心市街地を巡回し

移動サービスを担うローズバスは、既存路線バスとの役割分担を図り、利用者のニーズや

需要に応じた運行の見直しを行います。また、各交通手段の役割の整理を行い、ローズバ

スの運賃体系についても適正化を図ります。 

施策４：スマートシティ実現に向けた取組みの推進 

・ AI オンデマンドの交通など先進技術や新たなモビリティ等の活用に向けた検討や、広域連

携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がスムーズなまちづくり」の実

現の取り組みを行います。 

施策５：移動環境におけるバリアフリー化の推進 

・ 歩行空間や公共交通施設（鉄道・バス等）のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン＊化を

進め、安全で安心な移動環境を創出します。また移動の妨げになる違法駐車・路上駐輪を

なくすため、啓発や駐車場・駐輪場の確保を推進します。 

施策６：子どもや高齢者の交通安全 

・ 高齢化の進展に伴う、高齢者事故の増加の防止や交通安全意識の向上と交通ルールの遵守

を図るために、交通安全啓発活動や小学生や高齢者を対象とした交通安全教室や自転車安

全教室などの交通安全教室を継続的に展開します。 

 

  



  

18 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

総
合
交
通
戦
略
編 

表 4-2 戦略目標Ⅱにおける施策の体系 

戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策７：アクセス道路整備 

・ 市内の拠点として、交通結節点である鉄道駅へのアクセス機能を有する道路の計画的な整

備を進めます。また、鉄道駅へのアクセスが改善されることで、路線バスが駅前まで乗入

れが可能になる等、公共交通を支える幹線道路として期待できます。 

施策８：公共交通による拠点へのアクセス改善 

・ 路線バスの駅前までの乗入れや、乗継割引の導入、ダイヤ改正により、移動時間の短縮、

料金負担の低減をめざし、公共交通によるアクセスの改善を図ります。また、なにわ筋線

の整備によって期待される効果を高めるため、関係機関との協議を進めます。 

施策９：交通結節点の整備推進 

・ 市内には、市内には、暫定供用や未整備の駅前広場があり、バス停が離れている箇所もあ

るため、公共交通の広域連携軸や地域連携軸の役割を担う路線バスと鉄道との乗継拠点と

なる交通結節点において駅前広場の整備や自動車・自転車駐車場の適正な確保を推進しま

す。 

施策１０：交通結節機能の拡充 

・ 交通結節機能を充実させるため、居心地が良くあるきたくなるまちなかの創出に向けた取

組の視点から高齢化・多言語化に対応した分かりやすいサインや情報案内などの整備を推

進します。 

 

表 4-3 戦略目標Ⅲにおける施策の体系（1/2） 

戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策１１：都市計画道路の整備推進 

・ 岸和田市の都市計画道路の整備率は、令和３(2021)年時点で 59.7％となっています。岸

和田市の交通ネットワークを形成するためには、岸和田市と近隣都市間を結ぶ南北方向の

広域幹線道路と、市内の中心部及び拠点などへのアクセス性を高める東西方向の市内幹線

道路の整備が不可欠です。そのため、今後さらに、自動車交通を円滑にする都市計画道路

の整備を推進します。 

施策１２：都市・拠点間を連絡する公共交通ネットワークの拡充 

・ 既存公共交通機関の連携強化を図り、公共交通ネットワークの再編、鉄道の延伸、高速バ

ス路線の拡充及び新たな公共交通サービスの導入等により、公共交通網の充実を図り、広

域拠点へのアクセス性の向上、都市間の連携強化を推進します。 

施策１３：災害時における交通ネットワークの確保 

・ 緊急交通路の幅員の拡大や改良等を推進するとともに、これらと交通、輸送及び災害対策

等の拠点へのアクセス道路を有機的に連絡させて、緊急交通路ネットワークの多重化を図

ります。またインフラ大量更新時期の到来に対応するため、計画的な舗装更新に努めると

ともに、予防保全的に修繕を行うことにより施設の長寿命化を図ります。 
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表 4-4 戦略目標Ⅲにおける施策の体系（2/2） 

戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策１４：交差点等における交通混雑の緩和 

・ 市内の主要渋滞箇所に選定されている交差点や踏切における交通混雑を緩和するため、交

差点や踏切におけるハード面及びソフト面の対策を推進します。また、「緊急に対策の検討

が必要な踏切＊」に指定されている市内 7 箇所の踏切のうち、対策が行われていない踏切

を対象に、今後の対策の実施に向けた関係機関との協議・調整・対策の実施を推進します。 

施策１５：市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実 

・ 観光やビジネスなどの来訪者をはじめ、岸和田市民の回遊性の向上を図るために、市内の

公共交通の乗り継ぎ方法等の公共交通に関する案内をはじめ、目的地までのルートや岸和

田市内の観光施設やイベント情報等の情報提供を行います。 

 

表 4-5 戦略目標Ⅳにおける施策の体系 

戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策１６：地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確立 

・ 公共交通が継続的に運行され、また、利用されていくためには、公共交通を地域全体で支

えあい、持続可能なものするための取組みが必要と考えられます。そこで、持続可能な公

共交通体系の確立を図るために、地域住民と交通事業者、市の連携による取組みを実施し

ていきます。 

施策１７：協働による地域バス等の導入検討 

・ 地域住民が主体となって地域の実情に合ったまちづくりや交通について考え、地域住民と

交通事業者、市が共創して新たな交通サービスの導入を検討します。 

施策１８：生活道路等における歩行者の安全な通行の確保 

・ 密集した市街地では、開発許可制度や道路後退、また市民参加によるまちづくり手法を活

用した狭あい道路の改善等を図ります。また、生活道路における歩行者等の安全な通行を

確保するため、路側帯の設置・拡幅やゾーン規制の設定等により交通安全対策を実施しま

す。また、抜け道として利用されやすい通学路や小学校周辺地域などでは、児童の登下校

時の安全性の確保を図るために、教育委員会と道路管理者等が連携して合同点検を実施し、

歩道の整備・路側帯のカラー化のほか、安全柵の設置等の交通安全対策施設を整備します。 

施策１９：地域住民による通学路等での安全確保 

・ 通学路や小学校周辺地域などにおいて、通学児童の見守り活動、交通指導取締り、交通安

全教育、ドライバーに対する思いやり運転の呼びかけ等の地域住民・企業等による自主活

動の推進を図ります。 

 

 

  



  

20 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

総
合
交
通
戦
略
編 

5. 評価指標・数値目標の設定 
5.1 評価指標の設定 

本計画では、将来都市像を実現するために前述で設定した戦略目標の達成を目指し、目標

値を定めるとともに、戦略目標の達成に必要な施策の着実な実施とその検証のために評価指

標を設定します。評価指標については、定量的な指標とあわせて、市民の意識や満足度の指

標を設定し、施策の実施による効果や目標値に対する達成状況を確認します。また、施策の

実施による効果や目標値に対する達成状況の確認の際、交通手段分担率や外出率等の指標は、

現況値の把握が可能となった段階で追加するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 戦略目標と評価指標の関係 
  

 

 
 

市内をスムーズに移動でき

ると感じている市民の割合 

〔戦略目標：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

戦略目標 期待される効果 評価指標 
  

  
  

  

戦略目標 I 
誰もが暮らしやすく、 
外出・移動しやすい 
交通体系の構築 

戦略目標 II 
拠点の活力促進に 
向けた交通環境の充実 

戦略目標 III 

人流・物流や都市の 
魅力づくりを支える 
交通ネットワークの形成 

戦略目標 IV 

地域とともにすすめる 
安心・安全な交通環境の
確保 

ユニバーサルデザイン化が

進んでいると感じている市

民の割合 

〔戦略目標：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〕 

安心して歩道を通行するこ

とができると感じている市

民の割合 

〔戦略目標：Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ〕 

人口に対するバス乗車人員

が占める割合 

〔戦略目標：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〕 

 

岸和田が多くの観光客でに

ぎわい、観光の振興が十分

な状態であると感じている

市民の割合 

〔戦略目標：Ⅱ、Ⅲ〕 

地域住民による地域の公共

交通を考える検討会の開催

実績 

〔戦略目標：Ⅳ〕 

人口に対する鉄道駅乗車人

員が占める割合 

〔戦略目標：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ〕 

鉄道駅周辺の市街地に活気

があると感じている市民の

割合 

〔戦略目標：Ⅱ、Ⅲ〕 

子どもが地域で安全に遊べ

ると感じている市民の割合 

〔戦略目標：Ⅳ〕 

 

⑧地域住民による地域の公共

交通に対する意識醸成が図ら

れる 

⑨地域主体による取組みによ

り、日常生活に必要な移動手

段が確保される 

④鉄道駅アクセス道路や駅前

広場の整備により、公共交通

をはじめとした移動手段で拠

点へのアクセスがしやすくな

る 

②路線バスやローズバスのル

ート見直しやダイヤ改正によ

り、公共交通の利便性が向上

し、利用しやすくなる 

③交通安全の啓発活動等によ

る交通マナーの向上により、

安心・安全に移動ができる 

①歩行空間・自転車走行空間

の整備やバリアフリー化等に

より安心・安全に移動できる 

⑦公共交通の情報案内によ

り、公共交通が利用しやすく

なる 

⑤鉄道駅アクセス道路や駅前

広場の整備により、歩行者が

安心して回遊でき、にぎわい

が創出される 

⑥道路網整備や公共交通網の

充実により、隣接市や市内の

移動が便利になる 

⑩地域住民による通学路の見

守り等による安全確保や生活

道路の歩行空間の整備によ

り、安心・安全に移動できる 
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5.2 評価指標における数値目標の設定 

本計画の戦略目標を達成するため、各評価指標について目標値を次のように設定します。 

 

表 5-1 評価指標の現況及び目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状値 目標値

1.26％
（R3）

2.10％
（R8）

20.5％
（R3）

26.0％
（R8）

1件
（R3）

6件

0件
（R3）

2件

36.1％
（R4）

39.0％
（R8）

13.4％
（R4）

15.0％
（R8）

165万人
（R4）

257万人
（R7）

27.8％
（R4）

30.0％
（R8）

50.0％
（R4）

54.0％
（R8）

100.0％
（R3）

増加
（R7）

2.57％
（R3）

減少
（R7）

4.2トン
（R1）

3.9トン
（R12）

評価指標

（4）市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合

（5）鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合

（6）１年間の主要観光施設及びイベント等への観光見込客数

（7）岸和田は子供を産み育てやすいと感じている市民の割合

人口に対する市内全域の路線バス（ローズバスを含む）利用者が占める割合

人口に対する市内鉄道駅乗車人員が占める割合

地域住民による地域の公共交通を考える検討会の開催実績

地域主体による協議会の設立実績

直
接
的
な
指
標

間
接
的
な
指
標

（8）生きがいを感じることがある65歳以上の市民の割合

（9）拠点における滞在人口の増加率

（10）交通事故の年間人口一人当たり発生率

（11）市民1人当たりの年間温室効果ガス排出量
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5.3 施策実施状況の評価指標及び目標値の設定 

各施策の実施状況の評価については、必要に応じて評価指標を設定するものとします。 

その評価指標の設定にあたっては、総合交通戦略が多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィの実現に向けた立地適正化計画と両輪として位置付けられており、公共交通は多面的な

「クロスセクター」効果を有するという考え方を踏まえ、それに沿ったＰ13 の将来都市像

を実現することを目的としていることから、基本計画編Ｐ75 の 2.3.2 課題抽出にあたって

の視点における「都市構造の評価に関するハンドブック」の資料に基づき、①生活利便性、

②健康・福祉、③安心・安全、④地域経済、⑤行政運営、⑥エネルギー／低炭素施策の評価

を行うこととします。 

なお、目標値についても、各施策で必要に応じて設定するものとします。 

表 5-2 主な評価指標の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市構造の評価に関するハンドブック(基本計画編Ｐ○○から再掲) 

評価分野 評価軸 主な評価指標の例

①
生
活
利
便
性

◎都市機能や居住機能を
適切に誘導することに
より、歩いて行ける範
囲に、日常生活に必要
な、医療、福祉、商業
などの生活機能と公共
交通機能が充足した街
を実現すること

■適切な居住機能の誘導
－ 都市機能誘導区域など生活利便性の高い区域及びそ

の周辺に居住が誘導され、徒歩圏で必要な生活機能
等を享受できること

・ 居住を誘導する区域における人口密度
・ 日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能等を徒歩圏で享受できる人口の総人

口に占める比率（医療、福祉、商業及び公共交通）

■都市機能の適正配置
－ 都市機能が生活の拠点など適切な区域に立地、集積

していること
・ 日常生活サービス施設の徒歩圏における平均人口密度

■公共交通サービス水準の向上
－ 公共交通のサービス水準が高まり利用率が向上して

いること

・ 公共交通の機関分担率
・ 公共交通沿線地域の人口密度

②
健
康・
福
祉

◎市民の多くが歩いて回
遊する環境を形成する
ことにより、市民が健
康に暮らすことのでき
る街を実現すること

■徒歩行動の増加と健康の増進
－ 高齢者等の社会活動が活発化し、徒歩等の移動が増

大すること
－ それにより市民の健康が増進すること

・ メタボリックシンドロームとその予備軍の受診者に占める割
合

・ 徒歩、自転車の機関分担率

■都市生活の利便性の向上
－ 日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能や公共交通ｻｰﾋﾞｽが徒歩圏域で

充足していること

・ 福祉施設を中学校区程度の範囲内で享受できる高齢者人
口の割合

・ 保育所の徒歩圏に居住する幼児人口の総幼児人口に占め
る割合

■歩きやすい環境の形成
－ 歩行者空間が充実し,公園緑地も住まいの近くに配置さ

れるなど歩きやすい環境が整備されていること

・ 歩行者に配慮した道路延長の割合
・ 高齢者徒歩圏内に公園がない住宅の割合

③
安
心
・
安
全

◎災害や事故等による被
害を受ける危険性が少
ない街を実現すること

■安全性の高い地域への居住の誘導
－ 災害危険性の少ない地域等に適切に居住が誘導され

ていること
・ 防災上危険性が懸念される地域に居住する人口の割合

■歩行環境の安全性の向上
－ 都市内において安全な歩行者環境が確保されている

こと
・ 歩行者に配慮した道路延長の割合

■市街地の安全性の確保
－ オープンスペースの適切な確保など、市街地の災害や

事故に対する安全性が確保されていること

・ 公共空間率
・ 最寄り緊急避難場所までの平均距離
・ 人口あたりの交通事故死亡者数

④
地
域
経
済

◎都市サービス産業が活
発で健全な不動産市場
が形成されている街を
実現すること

■市街地の荒廃化の抑制
－ 空き家等が減少し、荒廃化や治安悪化が抑制されてい

ること
・ 空き家率

■ビジネス環境の向上とサービス産業の活性化
－ 都市機能誘導区域における昼間人口等の集積が高ま

り、医療、福祉、商業等のサービス産業が活性化する
こと

・ 従業者一人あたりの第三次産業売上高
・ 従業人口密度

■健全な不動産市場の形成
－ 地価や賃料水準が維持、向上し、空き家など未利用不

動産の発生が抑制されること
・ 平均住宅宅地価格

⑤
行
政
運
営

◎市民が適切な行政サー
ビスを享受できるよう、
自治体財政が健全に運
営されている街を実現
すること

■都市経営の効率化
－ 人口密度の維持、公共交通の持続性向上、高齢者の

外出機会の拡大などにより行政経営の効率化が図ら
れていること

・ 市民一人あたりの行政コスト
・ 居住を誘導する区域における人口密度

■安定的な税収の確保
－ 医療、福祉、商業等の第三次産業が活発となること
－ 地価が維持、増進すること

・ 市民一人あたりの税収額
・ 従業者一人あたりの第三次産業売上高
・ 平均住宅宅地地価

⑥
エ
ネ
ル
ギ
ー

／
低
炭
素

◎エネルギー効率が高く、
エネルギー消費量、二
酸化炭素排出量が少な
い街を実現すること

■運輸部門における省ネ化低炭素化
－ 公共交通の利用率が向上するとともに、日常生活にお

ける市民の移動距離が短縮すること

・ 市民一人あたりの自動車ＣＯ
２
排出量

・ 公共交通の機関分担率

■民生部門における省エネ化・低炭素化
－ 民生部門におけるエネルギー利用効率が向上し、エネ

ルギー消費量が減少すること

・ 家庭部門における市民一人あたりのＣＯ
２
排出量

・ 業務部門における従業者一人あたりのＣＯ
２
排出量
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6. 施策パッケージの設定 
6.1 施策のパッケージ化 

施策実施のより高い効果を得るため、各施策が連携・連動し、相乗効果を発揮するように施策

を組み合わせ、「施策パッケージ」として位置付けることにより戦略的に取り組んでいくこととし、

以下に取組むべき施策パッケージを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 目標達成に必要な施策のパッケージ化 

  

戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

（１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

（３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化 

（７）地域性に応じた生活交通の確保 

戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

（６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり 

（２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり 

（５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築 

（４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

施策パッケージ 

施策パッケージ 

施策パッケージ 

施策パッケージ 
（８）地域に優しい生活道路の創出 



  

24 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

総
合
交
通
戦
略
編 

6.2 施策のパッケージの概要 

戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

・ 日常生活で外出や移動を容易にするため、歩行者や自転車の通行空間の整備とともに、公共

交通サービスの改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり 

・ バリアフリー化や交通安全に係る施策を総合的に推進することで、子どもから子育て世代、

妊産婦、障害のある人、高齢者等のすべての人が外出・移動しやすい交通環境づくりを進

めます。 

 

 

 

 
 

 

戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化 

・ 鉄道駅周辺等における拠点の活性化に向けて、歩行者・自転車が快適に移動できる空間整備

や公共交通利用によるアクセス性の向上を進めます。 

 

 

 

 

 

 

戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

・ 岸和田市の公共交通ネットワークの要となる駅前広場等の整備推進や鉄道とその他の交通

手段との乗継利便性の向上を図るため、交通結節機能の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

施策 5：快適な移動環境の整備 

施策 6：子どもや高齢者の交通安全 

施策 7：アクセス道路整備 

施策 8：公共交通による拠点へのアクセス改善 

施策 9：交通結節点の整備推進 

施策 10：交通結節機能の拡充 

施策 1：幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出 

施策 2：自転車利用環境の向上 

施策３：公共交通ネットワークの再編 

施策４：スマートシティ実現に向けた取組みの推進 
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築 

・ 都市間や市内拠点間を結ぶ道路ネットワークや公共交通ネットワークをはじめ、大規模災害

時の交通ネットワークの確保を図ることで、活力と魅力あるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり 

・ 市民や来訪者がともに分かりやすく、移動しやすい交通環境の充実を推進することで、活力

と魅力あるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （７）地域性に応じた生活交通の確保 

・ 地域主体による地域にふさわしく持続可能な交通体系の構築を支援し、生活交通の確保を図

ります。 

 

 

 

 
 

 

戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （８）地域に優しい生活道路の創出 

・ 通学路等の生活道路での交通安全対策施設の設置や、子どもの見守り活動、交通規制等の施

策を推進することで、生活道路における人優先の安心・安全な通行空間の確保を図ります。 

 

 

 

 

 
 

  

施策 11：都市計画道路の整備推進 

施策 12：都市・拠点間を連絡する公共交通ネットワークの拡充策 1 ワークの拡充 

施策 13：災害時における交通ネットワークの確保 

施策 14：交差点等における交通混雑の緩和 

施策 15：市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実 

施策 16：地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確立 

施策 17：協働による地域バス等の導入検討 

施策 18：生活道路等における歩行者の安全な通行の確保 

施策 19：地域住民による通学路等での安全確保 
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表 6-1 戦略目標に基づく施策パッケージと施策の体系 

 

 

  

施策１ 幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出

施策３ 公共交通ネットワークの再編

施策４ スマートシティ実現に向けた取組みの推進

施策６ 子どもや高齢者の交通安全

施策７ アクセス道路整備

施策８ 公共交通による拠点へのアクセス改善

施策９ 交通結節点の整備推進

施策１０ 交通結節機能の拡充

施策１２ 都市・拠点間を連絡する公共交通ネットワークの拡充

施策１３ 災害時における交通ネットワークの確保

施策１４ 交差点等における交通混雑の緩和

施策１６ 地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確立

施策１７ 協働による地域バス等の導入検討

施策１８ 生活道路等における歩行者の安全な通行の確保

施策１９ 地域住民による通学路等での安全確保

戦略目標 施策パッケージ 施策

I　誰もが暮らしやすく、
外出・移動しやすい交
通体系の構築

（１）多様な交通手段により移動し
やすい交通体系の構築

施策２ 自転車利用環境の向上

（２）子どもから高齢者が安全で外
出しやすい交通環境づくり

施策５ 快適な移動環境の整備

II　拠点の活力促進に
向けた交通環境の充実

（３）拠点での回遊性を高めるにぎ
わい空間の創出やアクセス機能の
強化

（４）拠点における交通結節機能の
強化や連携強化

Ⅲ　人流・物流や都市
の魅力づくりを支える交
通ネットワークの形成

（５）泉南地域の中心都市としての
魅力を維持・向上させる交通体系
の構築

都市計画道路の整備推進

（６）市民や来訪者が分かりやすく
使いやすい交通環境づくり

施策１５ 市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実

IV　地域とともにすすめ
る安心・安全な交通環
境の確保

（７）地域性に応じた生活交通の確
保

（８）地域に優しい生活道路の創出

施策１１
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7. 実施プログラム 
7.1 実施事業と実施スケジュール 

岸和田市交通まちづくりアクションプランの計画期間は、基本計画編の第 1 章で示したとおり、

「令和 5(2023)年度から令和 16（2034）年度」です。この限られた時間と厳しい財政状況の中に

おいて、本計画の基本理念を実現するためには、市民・交通事業者・行政の 3 者が協働のもと、

それぞれが自らの役割を認識しながら一体となって取り組むとともに適切な進行管理を行うこと

が不可欠であり、以下の実施プログラムに基づき、各施策の取組みを推進していきます。 

 

 

 戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

 
  
 
 戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

 

 

 

 

  

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策１
幹線道路における安心・
安全な歩行空間の創出

1-1
歩車道分離による歩行空間の整備
推進

● ○ ○ ○

施策２ 自転車利用環境の向上 2-1 自転車通行空間の確保 ● ○ ○ ○

施策３
公共交通ネットワークの
再編

3-1 公共交通ネットワークの再編 ● ○ ○ ○

4-1
先進技術や新たなモビリティ等の
活用に向けた検討

● ○ ○ ○

4-2

広域連携軸の整備や拠点の形成
に合わせたスマートシティ「移動が
スムーズなまちづくり」の実現の取
り組み

● ○ ○ ○

5-1
岸和田市交通バリアフリー基本構
想に基づく特定経路のバリアフリー
化

● ○ ○ ○

5-2 公共交通のバリアフリー化 ● ○ ○ ○

施策６
子どもや高齢者の交通安
全

6-1
小学生や高齢者を対象とした交通
安全教室の実施

● ○ ○ ○

I　誰もが
暮らしや
すく、外
出・移動し
やすい交
通体系の
構築

（１）多様な交通手
段により移動しや
すい交通体系の
構築

施策４
スマートシティ実現に向け
た取組みの推進

（２）子どもから高
齢者が安全で外
出しやすい交通環
境づくり

施策５ 快適な移動環境の整備

戦略目標 施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策７ アクセス道路整備 7-1
鉄道駅等へのアクセス道路の整備
推進

● ○ ○ ○

施策８
公共交通による拠点への
アクセス改善

8-1 公共交通によるアクセスの改善 ● ○ ○ ○

9-1 駅前広場の整備推進 ● ○ ○ ○

9-2 交通広場の利活用 ● ○ ○ ○

9-3 きめ細やかな街路空間の形成 ● ○ ○ ○

施策１０ 交通結節機能の拡充 10-1 機能拡充に向けた整備推進 ● ○

施策９ 交通結節点の整備推進

戦略目標 施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

II　拠点の
活力促進
に向けた
交通環境
の充実

（３）拠点での回遊
性を高めるにぎわ
い空間の創出や
アクセス機能の強
化

（４）拠点における
交通結節機能の
強化や連携強化
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 戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

 
 
 

 戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

11-1 広域幹線道路の整備推進 ○ ○ ○

11-2 市内幹線道路の整備推進 ● ○ ○ ○

施策１２
都市・拠点間を連絡する公
共交通ネットワークの拡充

12-1 公共交通機関の連携強化 ● ○ ○ ○

施策１３
災害時における交通ネット
ワークの確保

13-1
広域緊急交通路や地域緊急交通路の
整備推進

○ ○ ○

施策１４
交差点等における交通混雑
の緩和

14-1
主要渋滞箇所等における交差点改良
等の推進

● ○ ○ ○

15-1 公共交通情報誌による情報提供 ○ ○ ○

15-2 スマートフォンアプリ等による情報提供 ● ○ ○ ○

15-3 自発的な公共交通利用の促進 ● ○ ○ ○

施策１５
市民や来訪者にとっても利
用しやすい公共交通情報の
充実

施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

（５）泉南地域の中
心都市としての魅力
を維持・向上させる
交通体系の構築

施策１１ 都市計画道路の整備推進

（６）市民や来訪者
が分かりやすく使い
やすい交通環境づく
り

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策１６
地域住民主体による持続可
能な公共交通体系の確立

16-1
地域主導による交通体系の構築に向
けた取組み

○ ○ ○

施策１７
協働による地域バス等の導
入検討

17-1 持続可能な地域バス等の導入検討 ○ ○ ○

施策１８
生活道路等における歩行者
の安全な通行の確保

18-1 交通安全対策の実施 ● ○ ○ ○

施策１９
地域住民による通学路等で
の安全確保

19-1
通学路等における子どもの見守り活動
の推進

● ○ ○ ○

実施時期

（７）地域性に応じた
生活交通の確保

（８）地域に優しい生
活道路の創出

施策パッケージ 施策
実施中
の施策
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7.2 実施事業の概要 

 

〔実施事業 1-1〕歩車道分離による歩行空間の整備推進｛継続｝ 

岸和田市と大阪府の歩道整備事業の基本的な考え方は、交通量が多い路線や通学路指定道路、

バリアフリー法に基づく特定道路などを対象に、市と府の連携・協力のもと、地域状況等を総合

的に勘案し優先整備区間を定めて実施することとしています。交通状況に応じて車道と歩道の幅

員構成を見直すなど、道路空間の再配分も視野に、歩行空間の確保に向けた検討を進めます。 

 

◆府道岸和田港塔原線（土生～土生交番前）【大阪府】 

・ ＪＲ阪和線との交差部は主要渋滞箇所に選定されてお

り、渋滞解消のためＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化

事業を実施しています。また、周辺には小学校や中学

校、専門学校等があり歩行者の通行量も多いため、道

路拡幅に合わせて歩道設置を行ないます。 

 

 
 

 

 

○道路整備のイメージ 

 

 

 

 

 
 

※大阪府資料をもとに作成（単位ｍｍ） 

 

 

◆府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町）の事業推進【大阪府】 

・ 南海本線岸和田駅から泉南府民センターや岸和田保健所への特定経路であり、周辺には中学校

や高校もあるため歩行者の通行量が多い状況です。また、幹線道路でもあり車の交通量も多い

ため、車道拡幅に合わせて歩道設置を行ないます。 

 

  

戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策１ 幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、大阪府 

16000

10000 3000
（歩道）

3000
（歩道）

1500
（自転車

レーン）

3250
（車道）

3250
（車道）

1500
（自転車

レーン）

500
（中央帯）
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実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

府道岸和田港塔原
線（土生～土生交
番前） 

○   

府道岸和田港塔原
線（岸和田駅南～
野田町） 

○   
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戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策２ 自転車利用環境の向上 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、大阪府、岸和田警察署 

〔実施事業 2-1〕自転車通行空間の確保 ｛継続｝ 

◆自転車活用推進計画に基づく事業推進 

・平成 29(2017)年 5 月に施行された「自転車活用推進法」に基づき、新たな観点から自転車活

用を総合的かつ計画的に進めるため、同法第十一条に規定する「岸和田市交通まちづくりアク

ションプラン【自転車活用推進計画編】」を令和 4(2022)年 3 月 31 日に策定しました。 

・この「自転車活用推進計画」に基づき、自転車通行空間の確保に関連する事業の推進を図りま

す。 

 

○自転車ネットワーク整備路線 

 

出典：岸和田市自転車ネットワーク整備計画 

  

※整備する区間は、

協議状況により変更

となります。 
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○自転車ネットワークの整備形態 

・自転車通行区間の整備形態には、①自転車道、②自転車専用通行帯、③車道混在の 3 つがあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

①自転車道              ②自転車専用通行帯          ③車道混在 

 

・整備予定路線として選定した市道の整備形態は、平成 28(2016)年 7 月に国が作成した「安全

で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」や「大阪府自転車通行空間 10 か年整備計画（案）」

を踏まえ、下記に示す考え方に基づき決定することを基本とします。 

 

出典：岸和田市自転車ネットワーク整備計画 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

堺阪南線 ○   

その他の路線 ○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策３ 公共交通ネットワークの再編 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、南海ウイングバス㈱ 

〔実施事業 3-1〕公共交通ネットワークの再編を実施【継続】 

◆泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整備 

・「広域連携型都市構造」の実現（将来ビジョン・岸和田）に向けた岸和田市の山手を支える広域

連携軸である都市計画道路泉州山手線の延伸や拠点の形成に合わせて公共交通ネットワークの

再編を進め、拠点に形成される交通結節点を中心に地域特性を活かした人・物・情報が行き交

う地域拠点、広域交流拠点の形成を促進し、公共交通による市内外のアクセス改善を図ります。 

・その第１弾として、令和 4（2022）年 11 月から和泉中央駅と道の駅愛彩ランドを結ぶ新た

な路線バスの運行を開始や既存路線の改良、新たな拠点となる山直東における新拠点交通広場

を整備しています。 

【都市計画道路泉州山手線延伸による交通結節点のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域交流拠点の中心的な施設である

山直東交通広場を開設 

福田線の改良 

和泉中央駅と広域交流拠点（山直東）、

道の駅愛彩ランドを結ぶ新たな路線バ

スの運行を開始 
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実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 
拠点の形成に合わ
せた公共交通ネッ
トワークの再編 

○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策 4 スマートシティ実現に向けた取組みの推進 

実施主体 

・関係機関 

岸和田市、大阪府、国土交通省、西日本旅客鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、 

南海ウイングバス㈱ 

〔実施事業 4-1〕先進技術や新たなモビリティ等の活用に向けた検討 ｛新規｝ 

◆AI オンデマンドの交通の導入検討 

・AIオンデマンド交通の導入については、市民生活の質の向上に向け、本市内の様々な日常生

活圏域に合わせ、新たなモビリティ等の活用の具体策を検討します。 

 

○AI オンデマンド交通の導入検討単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（岸和田市 令和 5(2023)年●月） 
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〔実施事業 4-2〕広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がスムーズ

なまちづくり」の実現の取り組み【継続】 

◆スマートシティ実現に向けた取り組み 

・ＯＳＰＦの幹事企業等と連携し、「移動がスムーズなまちづくり」の実証実験を令和３年度に実

施しました。実証実験で得た知見を踏まえ、引き続き、実装に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来ビジョン・岸和田（案）第１期基本計画にかかる重点事業である未来志向の都市経営 

「岸和田市版スマートシティ構想」への位置付けを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

広域連携軸の整備、拠点の形成に合わ

せて「移動がスムーズなまちづくり」の

実現の取り組みを進める 

山直東地区 

（広域交流拠点） 

ゆめみヶ丘岸和田 

（地域拠点） 
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◆スマートフォン等を活用した乗車券（モバイルチケット等）の導入に向けた検討・実施 

・利用者の移動に関わる利便性向上のほか、設備投資の低減による運行経費が改善に資する脱磁

気化に向けた検討・実施を進めます。 

○モバイルチケットの事例（南海バス㈱） 

・南海バス㈱では、スマートフォンの画面を見せるだけで全路線が乗り放題となるモバイルチケ

ット「全線 1日フリーパス（大人¥1,050 / 小児¥530）」を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海バス株式会社 HP 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

AI オンデマンド
の交通の導入検討 ○ ○ ○ 

スマートシティ実
現に向けた取り組
み 

○ ○ ○ 

スマートフォン等
を活用した乗車券
（モバイルチケッ
ト等）の導入に向
けた検討・実施 

○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり 

施策 5 移動環境におけるバリアフリー化の推進 

実施主体 

・関係機関 

岸和田市、大阪府、国土交通省、西日本旅客鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、 

南海ウイングバス㈱ 

〔実施事業 5-1〕岸和田市交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路のバリアフリー化 ｛継続｝ 

◆府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町）の事業推進【大阪府】（再掲） 

 

〔実施事業 5-2〕公共交通のバリアフリー化 ｛継続｝ 

◆ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの導入推進 

・ 高齢者・障害者・子育て世代等すべての市民が移動しやすい利用環境を形成するため、ノンス

テップバス及びユニバーサルデザインタクシー等の導入を推進します。 

○岸和田市内で運行するバス車両の状況 

・ 市内を運行する路線バスは、低床バスである床の高さが地上から約 60cm と低く、乗降口の段

差が 1 段のワンステップバスで運行しています。 

・ また、ローズバスは、高齢者・障がい者の方々が安心して乗り降りできるように、床の高さが

地上から約 30cm と低く、乗降口の床面は段差をなくしたノンステップバスで運行していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆鉄道駅トイレのリニューアル推進 

・鉄道利用者の快適性と利便性向上を図るため、快適で、やさしく、きれいなトイレの
リニューアルを推進します。 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 
ノ ン ステ ップ バ
ス・ユニバーサル
デザインタクシー 

○ ○ ○ 

鉄道駅トイレのリ
ニューアル推進 ○   

  

・ローズバス（ノンステップバス）の乗降口 ・路線バス（ワンステップバス）の乗降口 
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戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

施策パッケージ （２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり 

施策 6 子どもや高齢者の交通安全 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、岸和田警察署 

〔実施事業 6-1〕小学生や高齢者を対象とした交通安全教室の実施 ｛継続｝ 

◆こども交通安全教室等の実施【岸和田警察署・岸和田市】 

・ 小学生等の子どもを対象とした交通安全教室を実施します。 

 【これまでの取組み】こども交通安全教室（小学校等） 

 小学校等からの依頼を受け、岸和田警察署と協力し、

児童等を対象とした交通安全教室を実施しています。 

 

 

 
 

 
 

◆高齢者交通安全教室の実施【岸和田警察署・岸和田市】 

・ 高齢者を対象とした交通安全教室を実施する。 

・ また、高齢者運転免許証自主返納サポート制度＊の PR 等も合わせて行います。 

 【これまでの取組み】ワンデー・スクール（岸和田自動車教習所） 

 全国交通安全運動期間中に、岸和田自動車教習所で高

齢者を対象に交通安全教室を実施しています。 

 

 

 

 

 
 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 
こども交通安全教
室 ○ ○ ○ 
高齢者交通安全教
室 ○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化 

施策 7 アクセス道路整備 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市 

〔実施事業 7-1〕鉄道駅等へのアクセス道路の整備推進 ｛継続｝ 

◆都市計画道路春木久米田線、市道春木駅大宮駅線、大町 19 号線の事業推進 

・これまでに策定した春木駅周辺まちづくり基本構想や久米田駅周辺まちづくり基本構想を踏ま

え、回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

大町 19 号線 ○   

都市計画道路春
木久米田線   ○ 

市道春木駅大宮
駅線 〇   

  

都市計画道路春木久米田線 

大町 19 号線 

市道春木駅大宮駅線 
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戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス機能の強化 

施策 8 公共交通による拠点へのアクセス改善 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、南海ウイングバス㈱ 

〔実施事業 8-1〕公共交通によるアクセスの改善 ｛継続｝ 

◆利用者ニーズに応じた路線再編の検討・実施 

・拠点形成等による利用者ニーズの変化に対応した路線再編の検討・実施を推進します。 

○天神山・一の宮循環バス運行の事例 

・岸和田駅前から天神山・一の宮を連絡する循環バスを平成29(2017)年4月より運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29(2017)年第 1 回岸和田市地域公共交通協議会（資料 6 公共交通サービスに関する連絡について） 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

利用者ニーズに
応じた路線再編
の検討・実施 

○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

施策 9 交通結節点の整備推進 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、西日本旅客鉄道㈱、南海電気鉄道㈱ 

〔実施事業 9-1〕駅前広場の整備推進 ｛継続｝ 

◆JR 久米田駅前東西駅前広場、南海春木駅西側駅前広場の整備事業推進 

○JR 久米田駅前東西駅前広場の整備事業の概要 

・久米田駅周辺の鉄道高架化や都市計画道路及び駅前広場の整備などについては、長い期間と多

額の費用が必要です。 

・そのため、これらの将来計画のうち、市民ニーズを踏まえ、事業の緊急性や関係者との合意形

成の状況、実現性などを勘案し、早期に効果が発現できる第一次整備を推進し、喫緊の課題で

ある久米田駅東西アクセスの改善を図っている状況であり、これら取組みを着実に進めます。 

 

◇東側アクセス道路（駅前広場機能含む） 「(都)久米田駅東側交通広場」の一部 

◇西側アクセス道路（駅前広場機能含む） 「(都)久米田駅西停車場北線」の全線 

「(都)久米田駅西側交通広場」の一部 

 

資料：久米田駅東西アクセス改善基本構想～久米田駅周辺まちづくり基本構想第一次整備計画～ 

（平成 29 (2017)年 6 月 岸和田市） 

【西側交通広場イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○南海春木駅西側駅前広場の整備事業の概要 

・これまで、春木駅周辺では、岸和田北部地域の将来像の実現のため、様々なまちづくりの取り

組みを実施してきましたが、各種個別計画(鉄道の連立事業、再開発事業、土地区画整理事業等)

については事業化には至っておらず、都市基盤の整備など様々な課題を抱えています。 
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・このため、これまでの各種個別計画と社会情勢の変化を踏まえた課題を再抽出し、再度まちづ

くりの方向性等を整理するため「春木駅周辺まちづくり基本構想」を策定しました。 

・この中で、春木駅西側駅前広場については、 (都)春木駅西停車場北線からアクセスする整備を

計画しており、事業化に向けた検討を進めます。 

 

〔実施事業 9-2〕交通広場の利活用 ｛継続｝ 

◆都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた交通結節点の整備（山直東・新拠点交通広

場の整備） 

・令和 4（2022）年度に、都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた山直東・新拠点交通

広場を供用しました。 

・今後は都市計画道路泉州山手線の延伸等に合わせ、交通結節点となる拠点での都市交通施設の

整備を行ないます。 

○（仮称）新拠点交通広場の整備事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「岸和田市 100 周年記念事業」 

〔実施事業 9-3〕きめ細やかな街路空間の形成 ｛新規｝ 

◆地区総合戦略の策定 

・「まちなか」等においては、自動車交通本位の街路空間を歩行者優先の空間に再構築し、民

間のまちづくり活動と呼応ながら、人間中心の都市空間の形成やエリアの価値向上を目指すこ

とが重要です。このため、拠点形成にあたっては、適宜、限定したエリアにおけるまちづくり

の方向性と解像度の高い交通政策を位置付ける「地区総合戦略」の策定を検討し、きめ細やか

な街路空間づくりを戦略的に進めます。 
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実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

JR 久米田駅前
東西駅前広場の
整備事業推進 

○   

南海春木駅西側
駅前広場の整備
事業推進 

○ ○ ○ 

都市計画道路泉
州山手線の道路
整備進捗に合わ
せた交通結節点
の整備 

○ ○ ○ 

地区総合戦略の
策定 ○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

施策パッケージ （４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

施策 10 交通結節機能の拡充 

実施主体 

・関係機関 
西日本旅客鉄道㈱、南海ウイングバス㈱、岸和田市 

〔実施事業 10-1〕機能拡充に向けた整備推進 ｛継続｝ 

◆交通結節点の整備検討 

○JR 久米田駅の西側改札の整備 

・現在、JR阪和線久米田駅は、改札が東側にしかないため、朝夕ラッシュ時には、駅前が駅利用

者や送迎の車で混雑し、付近の踏切でも渋滞が発生して危険な状況となっています。 

・この状況を改善するために、朝夕ラッシュ時の混雑、渋滞緩和、駅西側のアクセスが向上を図

るため、JR 西日本と連携して駅西側改札の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

JR 久米田駅の
西側改札の整備 ○   
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築 

施策１１ 都市計画道路の整備推進 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、大阪府 

〔実施事業 11-1〕広域幹線道路の整備推進 ｛継続｝ 

◆府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山手線〕（都市計画道路磯之上山直線～国道 170 号）

の事業推進 

・広域圏では、大阪都市圏レベルの広域的な活動の基盤として、交流と連携を高める交通ネット

ワークづくりが求められています。広域的な観点から、泉南地域の中心都市として岸和田市の

魅力を維持・向上させる交通体系の構築をめざし、府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山

手線〕の整備事業を推進します。 

 

◆大阪南部高速道路（藤井寺市～岸和田市）事業化の推進 

・南河内周辺の大阪南部地域は大阪府で数少ない高速道路の空白地域であり、大阪外環状線(国

道 170 号)・国道 309 号・国道 310 号等はすでに交通容量が飽和状態にあり、慢性的な混雑と

渋滞を引き起こしています。 

・このため、大阪府版及び近畿ブロック版の「新広域道路交通計画」において、高規格道路の調

査中路線として位置づけられている大阪南部高速道路の事業化に向けた活動を大阪南部高速道

路事業化促進協議会において事業化に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪南部高速道路事業化促進協議会 HP のパンフレット（R3(2021)年 9 月作成） 
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〔実施事業 11-2〕市内幹線道路の整備推進 ｛継続｝ 

◆交通処理機能の強化に必要な路線の整備【岸和田市】 

・ 市内の幹線道路については、現在、都市計画道路田治米畑町線（府道春木岸和田線～星和上、

松台）の事業を進めています。 

・ 岸和田市の交通ネットワークの形成を進めるには、市内の幹線道路の中でも、現在の交通状況

や広域幹線道路の整備などに合わせて効率的に整備することが重要であると考えられます。 

・ そのため、現在の交通状況及び広域幹線の整備に合わせて、渋滞緩和機能や広域幹線への接続

機能といった交通処理機能の強化が期待できる都市計画道路（岸和田中央線、大宮常盤線）の

事業化に向けた取り組みを推進します。 
 

○交通処理機能の強化に必要な路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

田治米畑町線 ○   

岸和田中央線、 
大宮常盤線 ○ ○ ○ 

  

岸和田中央線 
（第二阪和国道中央土地区画整理区域界 

～尾生久米田土地区画整理区域界） 

田治米畑町線 
（府道春木岸和田線～星和上松台） 

大宮常盤線 
（府道春木岸和田線～田治米畑町線） 

：整備予定路線

：交通処理機能の強化に必要な路線

：都市計画道路泉州山手線
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築 

施策１２ 都市・拠点間を連絡する公共交通ネットワークの拡充 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、バス事業者 

〔実施事業 12-1〕公共交通機関の連携強化 ｛新規｝ 

◆AI オンデマンド交通の導入検討（再掲） 

 

◆泉北高速鉄道延伸事業化の推進 

・泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸の検討 

○泉州山手線とともに広域連携軸を担うことが期待される泉北高速鉄道和泉中央駅から

の鉄道延伸の検討については、令和 4 年 11 月より実証運行する路線バス山直線、泉州

山手線の整備促進及び広域交流拠点の形成に取り組み、需要の喚起を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「【参考】北大阪急行線延伸事業）」 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

AI オンデマンド
交通の導入検討 ○ ○ ○ 

泉北高速鉄道延
伸事業化の推進 ○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通体系の構築 

施策１３ 災害時における交通ネットワークの確保 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、大阪府 

〔実施事業 13-1〕広域緊急交通路や地域緊急交通路の整備推進 ｛継続｝ 

◆府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山手線〕（都市計画道路磯之上山直線～国道 170 号）

の事業推進（再掲） 

 

◆交通処理機能の強化に必要な路線の整備【岸和田市】（再掲） 

 

◆泉北高速鉄道延伸事業化の推進（再掲） 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

府道大阪和泉泉
南線〔都市計画道
路泉州山手線〕
（都市計画道路
磯之上山直線～
国道 170 号）の
事業推進（再掲） 

○ ○ ○ 

交通処理機能の
強化に必要な路
線整備の促進【岸
和田市】（再掲） 

○ ○ ○ 

泉北高速鉄道延
伸事業化の推進
（再掲） 

○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施 策 パ ッ ケ ー

ジ 
（６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり 

施策１４ 交差点等における交通混雑の緩和 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、大阪府、国土交通省 

〔実施事業 14-1〕主要渋滞箇所等における交差点改良等の推進 ｛継続｝ 

◆次期整備対象箇所における事業推進 

・主要渋滞箇所にける対策等の実施に向けた検討を進めます。 

 

○主要地方道 岸和田港塔原線の整備（ＪＲ東岸和田駅付近高架化事業） 

・JR 阪和線東岸和田駅付近高架化事業は、大阪府・岸和田市・JR 西日本で事業を実施し、平成

27(2015)年に和歌山方面行き、平成 29(2017)年に大阪方面行きの高架線を供用開始しています。 

・この高架化事業により、７箇所の踏切を廃止するとともに、府道岸和田港塔原線などの交通渋

滞の緩和と歩行者通行の安全確保が図られました。（令和元(2019)年度事業完了）。 

・引き続き、府道岸和田港塔原線（大阪和泉泉南線～市道流木水源池線）の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

市内一円渋滞箇
所 ○ ○ ○ 

 

  

＜岸和田港塔原線４車線供用後＞ 
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戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

施策パッケージ （６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり 

施策１５ 市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実 

実施主体 

・関係機関 
岸和田市、南海ウイングバス㈱ 

〔実施事業 15-1〕公共交通情報誌による情報提供 ｛継続｝ 

◆バスマップ等の作成による公共交通情報の提供 

・新たな技術やサービスを活用した、分かりやすく使いやすい公共交通情報の提供を推進しま

す。 

○公共交通マップの作成・配布事例（豊中市） 

・豊中市では、「マイカーに頼らなくても移動できる交通体系の整備」に取り組んでおり、バスを

はじめとした公共交通を身近な移動手段として利用してもらうため、路線バスや豊中市乗合タ

クシー「Mina Notte（みなのって）」などの情報を掲載した公共交通マップを作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：豊中市 HP 
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〔実施事業 15-2〕スマートフォンアプリ等による情報提供 ｛継続｝ 

◆スマートフォンアプリ等による情報提供（Bus-Vision for 南海バス㈱の活用）の周知を実施 

・ 路線バスやローズバスの運行状況や停留所への到着時間等をスマートフォンアプリやメール

により提供するバスロケーションシステムの導入に向けた検討を行います。 
 
【事例】バスロケーションシステムによる運行情報の提供（南海バス(株)等） 

平成 29(2017)年 4 月 1 日より、南海バス㈱、南海ウイングバス金岡㈱（現南海ウイングバ

ス㈱）において、バス利用者への運行情報提供の充実や多言語化（英語）等のインバウンド対

応の向上を目的として、「バスロケーションシステム」を導入しています。 

○スマートフォン専用アプリによる運行情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：スマートフォン専用アプリ「Bus-Vision for 南海バス㈱」 
 

 

◆バス停でのバスロケーションシステムを活用したバス位置情報の提供を実施 

（※バス停標柱に QR コードを添付し、スマートフォンでバス位置情報を取得） 

 

○停留所で確認できるバス接近情報の提供（大阪シティバス） 

・大阪シティバスでは、バスロケーションシステムによるバス接近情報をインターネットやアプ

リケーションを活用して行っています。利用者がより便利にバスを利用できるように、停留所

で簡単にバス接近情報が確認できる「i・ma・do コード」のサービスを令和 3(2021)年 8 月か

ら開始しています。停留所標柱に設置している QRコードを読み取るだけで、停留所検索を行

わずに、その停留所に到着するバスの接近情報が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大阪シティバス HP 
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〔実施事業 15-3〕自発的な公共交通利用の促進 ｛新規｝ 

◆ナッジを活用した効果的な公共交通の利用促進手法の検討 

・これまでの取組みに加え、自分でより良い選択・行動がとれるような心理的方略の充実を図り

ます。 

○「ナッジ」を活用した効果的な公共交通利用促進策等に関する調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省中国運輸局 HP 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

バスマップ等の
作成による公共
交通情報の提供 

○ ○ ○ 

スマートフォン
アプリ等による
情報提供（Bus-
Vision for 南海
バス㈱の活用）の
周知を実施 

○ ○ ○ 

バス停でのバス
ロケーションシ
ステムを活用し
たバス位置情報
の提供を実施 

○ ○ ○ 

ナッジを活用し
た効果的な公共
交通の利用促進
手法の検討 

○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （７）地域性に応じた生活交通の確保 

施策１６ 地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確立 

実施主体 

・関係機関 
市民、岸和田市、南海ウイングバス㈱、市内タクシー事業者 

〔実施事業 16-1〕地域主導による交通体系の構築に向けた取組み ｛継続｝ 

◆コミュニティを核としたくらし目線の交通体系を構築するため、地域住民が主体となって地域

の実情に合ったまちづくりや交通について考える仕組みづくりと関係者による支援体制の強化

を図ります。 

○コミュニティ交通に関する取組み事例（西宮市） 

・西宮市では、鉄道駅や路線バスの停留所が自宅近くにない地域、駅や停留所からの高低差が

大きい地域などの公共交通不便地域において、地域住民の方が主体的に取り組む生活移動手

段の確保を目的とした乗合交通（コミュニティ交通）について、地域で検討を行う協議会や

関係諸機関との協議調整等の支援とともに、試験運行費用に対する助成金交付を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西宮市 HP 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

地 域 住 民 が 主
体 と な っ た 交
通 シ ス テ ム 導
入 検 討 の 仕 組
み づ く り と 支
援体制の構築 

○ ○ ○ 
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〔実施事業 17-1〕持続可能な地域バス等の導入検討 ｛継続｝ 

◆持続可能な地域公共交通の実現を図るため、地域住民と交通事業者、市の共創による地域バス

などの新規導入や運行改善をする場合、高齢社会に応じた地域コミュニティ活動を支えるため

の自宅周辺の身近な行動単位等に合わせて、地域発案型で市民が主体となって検討する仕組み

づくりを構築します。 

 

 ※導入検討単位のイメージ 

第 3 次生活圏である６つ圏域を基本としながらも、葛城の谷地域や牛滝の谷地域のエリアは、

身近な行動範囲となる２㎞以上の圏域となっており、高齢社会に応じた地域コミュニティ活動を

支えるためには、きめ細やかな圏域設定が必要であるため、平成 28（2016）年 3月に策定した

「岸和田市公共施設最適化計画」においては、人口が集中する市街地と人口が少なく高齢化率の

高い山手地区の集落に、これまで地域の活動場所として使われている地区公民館等を中心にした

半径 1㎞の「15 圏域」を導入検討単位とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （７）地域性に応じた生活交通の確保 

施策１７ 協働による地域バス等の導入検討 

実施主体 

・関係機関 
市民、南海ウイングバス㈱、市内タクシー事業者、岸和田市 



  

56 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

総
合
交
通
戦
略
編 

○ぐるっと生瀬の取組み事例（西宮市） 

・平成 21(2009)年に実施したボランティア輸送をきっかけとして設立された地域住民主体の

「ぐるっと生瀬」運行協議会では、平成 27(2015)年 10 月 1 日からコミュニティ交通「ぐるっ

と生瀬」の本格運行を開始しています。 

・さらに、「ぐるっと生瀬」では、会報の定期発行や自治会毎の座談会、ホームページ・SNS を

活用した PR、保育所・幼稚園・小中学校でのモビリティマネジメント教育、地域の各種行事

の支援、清掃活動、空家対策など、多種多様な利用促進の取組みを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西宮市 HP 

 

 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

持 続 可 能 な 地
域 バ ス 等 の 導
入検討 

○ ○ ○ 

 

  

■コミュニティ交通「ぐるっと生瀬」の運行状況 
・運⾏期間：H27(2015).10.1〜 
・運⾏時間：8:30〜17:26 
・運賃：大人 300 円、小人 200 円、 

小学生未満は無料 
・起終点：阪急・JR 宝塚駅 
・⾞両：14 人乗り小型バス(常用)、 

10 人乗りｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ(予備) 
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戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （８）地域に優しい生活道路の創出 

施策１８ 生活道路等における歩行者の安全な通行の確保 

実施主体 

・関係機関 
岸和田警察署、岸和田市、大阪府、国土交通省 

〔実施事業 18-1〕交通安全対策の実施 ｛継続｝ 

◆生活道路等における歩行者の交通安全対策の実施 

【岸和田警察署・岸和田市・大阪府・国土交通省】 

・ 生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、路側帯の設置・拡幅や道路中央線を

抹消することで、自動車の走行速度を抑制し、歩行者の通行空間を確保します。 

・ 対策エリアを対象に、車両の最高速度を時速 30 ㎞に規制するほか、地域の協力を得て、抜け

道として通行する行為の抑制などを行い、生活道路の安全を確保します。 

 

○市内のゾーン 30整備済み地域 

・土生町地区          ・尾生町地区         ・葛城町地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 教育委員会や道路管理者、交通管理者等が連携している「岸和田市通学路安全推進会議」にお

いて、通学路の安全を確保するために実施している合同点検により、対策必要箇所について対

策の実施を検討し通学路交通安全プログラムを作成して実施します。 

・ スクールゾーン内の歩道が整備されていない道路等の路側帯を緑色に着色して、車のドライバ

ーが車道と路側帯を視覚的に、より明瞭に区分できるようにして、車両の速度を抑制させると

ともに、歩行者との接触事故を防ぐことを目的としたグリーンベルト等による路側帯のカラー

化を行ないます。 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

市 内 の ゾ ー ン
30 整備 ○ ○ ○ 
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戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

施策パッケージ （８）地域に優しい生活道路の創出 

施策１９ 地域住民による通学路等での安全確保 

実施主体 

・関係機関 
市民、岸和田市、岸和田警察署 

〔実施事業 19-1〕通学路等における子どもの見守り活動の推進 ｛継続｝ 

◆大阪府警安まちアプリ 

・大阪府警察安まちアプリは、ひったくり情報、不審者情報等の犯罪等の発生

情報や防犯対策情報等を、警察署からタイムリーに届ける情報提供サービ

スです。①安まちメールをアプリで受け取ることが出来る、②防犯マップを

確認できる、防犯パトロールで安全・安心なまちづくりに参加できる、④い

ざというときに痴漢撃退・防犯ブザーの役割を果たすなどの特徴を活用し

ます。 

 

◆青色防犯パトロール 

・青色防犯パトロール活動は、青色回転灯を点灯させながら

市内を走行し、犯罪や事故を防ぐとともに、子どもを狙っ

た犯罪の抑止と子どもの登下校時の安全を確保するため

に行っています。自動車で活動を行うので、広範囲を巡回

することができるのが特徴となっています。 

・本市では公用車を用いて活動しています。そのほかにも、

防犯ボランティアとして、市民協議会等でも、青色防犯パ

トロールが行われています。これら活動を継続します。 

 

資料：西宮市 HP 

 

実施 

スケジュール 

【短期】 【中期】 【長期】 

R５(2023) 
～R8（2026） 

R9(2027) 
～R12（2030） 

R13(2031) 
～R16（2034） 

○ ○ ○ 

大 阪 府 警 安 ま
ちアプリ ○ ○ ○ 

青 色 防 犯 パ ト
ロール ○ ○ ○ 

 

  

青色防犯パトロール車と青色回転 
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7.3 将来都市像の実現に向けた施策の展開 
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（白紙 ※写真掲載予定） 
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8. 推進体制 
8.1 進捗管理 

実際に移動を行う主体となる市民代表をはじめ、鉄道・バス・タクシー等の交通事業者、

交通管理者である警察、国・府・市の道路管理者等の多様な関係機関などから構成される「岸

和田市地域公共交通協議会」を通じて、「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【総合

交通戦略編】」の進捗管理を行います。 

 

8.2 施策推進における基本的な考え方 

「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【総合交通戦略編】」における目標達成に必

要な施策・事業の推進にあたっては、「市民」、「交通事業者」、「行政」の三者が協働・連携に

よる取組みを行うことが重要であるため、以下の考え方に基づき、各施策・事業の推進に取

り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 施策推進における基本的な考え方 

 

● 公共交通に対する理解、積極的な利用 
● 市民主体となった公共交通の運営・維

持に向けた取組み 
● 交通マナーの向上       等 

● 施策の計画・推進 
● 情報提供及び効率的な業務運営 
● 利用促進に向けた取組み  等 

● 施策の計画・推進 
● 市民ニーズの把握・検証 
● 広報・啓発活動及び地域活動や

運営に対する支援     等 

市民 

交通 
事業者 

行政 
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8.3 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

岸交通まちづくりアクションプラン〔基本計画編〕の基本理念の実現に向けて、施策の進

行を管理し、進捗状況や社会情勢による変化に応じて、計画の見直しを行うことが必要です。 

ＰＤＣＡサイクル（立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action））に基づい

て、アクションプランの基本理念の実現や柔軟な見直しによる進行管理を行います。 

施策実施状況の評価は、岸和田市地域公共交通協議会において毎年実施し、アクションプ

ランの目標達成度の評価は「将来ビジョン・岸和田 基本構想」の中期的な戦略シナリオで

ある「基本計画」の計画期間である 4 年に 1 回実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進・評価 

 

 

 

  

① 目標達成度の評価（概ね４年に１回実施） 

・ 計画の目標達成度合の把握と総合的な見直しを検証 

② 施策実施状況の評価（年に１回実施） 

・ 実施プログラムの進捗状況とそれに伴う効果について、確認を行い必要に応じて改

善を実施 
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（白紙 ※写真掲載予定） 

 

 

 



次期総合交通戦略編の施策（案）
誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築

施策１
幹線道路における安心・安全な歩行空
間の創出

1-1 歩車道分離による歩行空間の整備推進 継続
・府道岸和田港塔原線（土生～土生交番前）

・府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町）の事業推進

施策２ 自転車利用環境の向上 2-1 自転車通行空間の確保 継続 ・自転車活用推進計画に基づく事業推進

施策３ 公共交通ネットワークの再編 3-1 公共交通ネットワークの再編 継続
・泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点
の整備

4-1 先進技術や新たなモビリティ等の活用に向けた検討 新規 ・AIオンデマンドの交通の導入検討

5-1
岸和田市交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路のバリアフリー
化

継続 ・府道岸和田港塔原線（岸和田駅南～野田町）の事業推進【施策1-1再掲】

5-2 公共交通のバリアフリー化 継続
・ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの導入推進
・鉄道駅トイレのリニューアル推進

施策６ 子どもや高齢者の交通安全 6-1 小学生や高齢者を対象とした交通安全教室の実施 継続
・こども交通安全教室等の実施
・高齢者交通安全教室の実施

拠点の活力促進に向けた交通環境の充実

施策７ アクセス道路整備 7-1 鉄道駅等へのアクセス道路の整備推進 継続 都市計画道路春木久米田線、市道春木駅大宮駅線、大町19号線の事業推進

施策８ 公共交通による拠点へのアクセス改善 8-1 公共交通によるアクセスの改善 継続 ・利用者ニーズに応じた路線再編の検討・実施

9-1 駅前広場の整備推進 継続 ・JR久米田駅前東西駅前広場、南海春木駅西側駅前広場の整備事業推進

9-2 交通広場の利活用 継続
・都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた交通結節点の整備（山直東・新
拠点交通広場の整備）

9-3 きめ細やかな街路空間の形成 新規 ・地区総合戦略の策定

施策１０ 交通結節機能の拡充 10-1 機能拡充に向けた整備推進 継続 ・交通結節点の整備検討

・スマートシティ実現に向けた取組み
・スマートフォン等を活用した乗車券（モバイルチケット等）の導入に向けた検討・実施

施策概要

施策パッケージ

（４）拠点における交通
結節機能の強化や連携
強化

施策

移動環境におけるバリアフリー化の推進施策５

スマートシティ実現に向けた取組みの推
進

（１）多様な交通手段に
より移動しやすい交通
体系の構築

（２）子どもから高齢者が
安全で外出しやすい交
通環境づくり

施策４

4-2
広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がス
ムーズなまちづくり」の実現の取り組み

施策パッケージ 施策 区分

（３）拠点での回遊性を
高めるにぎわい空間の
創出やアクセス機能の
強化

新規

施策９ 交通結節点の整備推進

区分 施策概要

戦略目標Ⅰ

戦略目標Ⅱ

資料２-２-１

1 / 2 



次期総合交通戦略編の施策（案）
人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成

11-1 広域幹線道路の整備推進 継続
・府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山手線〕（都市計画道路磯之上山直線～国
道170号）の事業推進
・大阪南部高速道路（藤井寺市～岸和田市）事業化の推進

11-2 市内幹線道路の整備推進 継続 ・交通処理機能の強化に必要な路線の整備

施策１２
都市・拠点間を連絡する公共交通ネット
ワークの拡充

12-1 公共交通機関の連携強化 新規
・AIオンデマンド交通の導入検討【施策4-1再掲】
・泉北高速鉄道延伸事業化の推進

施策１３ 災害時における交通ネットワークの確保 13-1 広域緊急交通路や地域緊急交通路の整備推進 継続

・府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山手線〕（都市計画道路磯之上山直線～国
道170号）の事業推進【施策11-1再掲】
・交通処理機能の強化に必要な路線の整備【施策11-2再掲】
・泉北高速鉄道延伸事業化の推進【施策12-1再掲】

施策１４ 交差点等における交通混雑の緩和 14-1 主要渋滞箇所等における交差点改良等の推進 継続 ・次期整備対象箇所における事業推進

15-1 公共交通情報誌による情報提供 継続 ・バスマップ等の作成による公共交通情報の提供

15-2 スマートフォンアプリ等による情報提供 継続

・スマートフォンアプリ等による情報提供（Bus-Vision for 南海バス㈱の活用）の周知を
実施
・バス停でのバスロケーションシステムを活用したバス位置情報の提供を実施
（※バス停標柱にQRコードを添付し、スマートフォンでバス位置情報を取得）

15-3 自発的な公共交通利用の促進 新規 ・ナッジを活用した効果的な公共交通の利用促進手法の検討

地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保

施策１６
地域住民主体による持続可能な公共交
通体系の確立

16-1 地域主導による交通体系の構築に向けた取組み 継続
・コミュニティを核としたくらし目線の交通体系を構築するため、地域住民が主体となって
地域の実情に合ったまちづくりや交通について考える仕組みづくりと関係者による支援
体制の強化

施策１７ 協働による地域バス等の導入検討 17-1 持続可能な地域バス等の導入検討 継続
・持続可能な地域公共交通の実現を図るため、協働による地域バス等の新規導入や運
行改善をする場合、岸和田市内の様々な日常生活圏域に合わせ、地域発案型で市民
が主体となって検討する仕組みづくりを構築

施策１８
生活道路等における歩行者の安全な通
行の確保

18-1 交通安全対策の実施 継続
・生活道路等における歩行者の交通安全対策の実施

施策１９ 地域住民による通学路等での安全確保 19-1 通学路等における子どもの見守り活動の推進 継続
・大阪府警安まちアプリ
・青色防犯パトロール

（６）市民や来訪者が分
かりやすく使いやすい交
通環境づくり 施策１５

市民や来訪者にとっても利用しやすい公
共交通情報の充実

（５）泉南地域の中心都
市としての魅力を維持・
向上させる交通体系の
構築

施策１１ 都市計画道路の整備推進

（８）地域に優しい生活
道路の創出

施策パッケージ 施策 区分 施策概要

（７）地域性に応じた生
活交通の確保

区分 施策概要施策パッケージ 施策

戦略目標Ⅲ

戦略目標Ⅳ
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地域公共交通計画編の施策（案）

方針 区分 施策概要

公共交通ネットワークの再編 継続 ・泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整備

公共交通ネットワークの再編【施策①再掲】 継続 ・泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整備

利便性向上に向けたダイヤ編成の検討 継続 ・さらなる利便性向上に向けたダイヤ改正の実施に向けた検討

利用者ニーズに応じた路線再編の検討・実施 継続 ・拠点形成等による利用者ニーズの変化に対応した路線編成の検討・実施

新たな交通システムの導入によるバス路線の見直しを検討・実施 継続 ・多様な移動ニーズに対応するための新たな交通システムの導入によるバス路線の見直しの検討・実施

ローズバスのルート再編 継続 ・利用者ニーズに応じた両廻りルート等の再編に向けた検討・実施

交通系ICカード利用による割引制度の普及促進 継続 ・交通系ICカードの普及促進とともに、現在交通事業者が取り組んでいるバス乗り継ぎ割引サービスの周知を実施

広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がスムーズ
なまちづくり」の実現の取り組み

継続
・OSPFの幹事企業等と連携し、「移動がスムーズなまちづくり」の実証実験を令和3年度に実施し、実証実験で得た知見を踏まえ、引き続
き、実装に向けた取組みの推進

他分野との輸送サービスの連携に向けた検討 新規
・コミュニティを核としたくらし目線の交通体系を構築するため、地域住民が主体となって地域の実情に合ったまちづくりや交通について考
える仕組みづくりと関係者による支援体制の強化

駅前広場の整備推進 継続 ・JR久米田駅前東西駅前広場の整備事業の推進

山直東・新拠点交通広場の整備を実施 継続 ・都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた交通結節点の整備（山直東・新拠点交通広場の整備）

サイクル&バスライド環境の整備 新規 ・交通結節点及びバス停周辺の公共施設等を活用した駐輪空間確保・整備の検討

広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がスムーズ
なまちづくり」の実現の取り組み 【施策⑤再掲】

継続
・OSPFの幹事企業等と連携し、「移動がスムーズなまちづくり」の実証実験を令和3年度に実施し、実証実験で得た知見を踏まえ、引き続
き、実装に向けた取組みの推進

公共交通案内マップ等の作成 継続 ・ローズバスのバスマップ作製・配布を継続

スマートフォンアプリ等を活用した情報提供 継続
・スマートフォンアプリ等による情報提供（Bus-Vision for 南海バス㈱の活用）の周知
・バス停でのバスロケーションシステムを活用したバス位置情報の提供を実施

交通バリアフリー化の取組み推進 継続
・交通結節点等での道路等のバリアフリー化の推進
・鉄道駅トイレのリニューアル推進

南海本線とJR阪和線間を結ぶバス路線の機能強化 継続 ・鉄道駅間を結ぶバス路線のダイヤを可能な限り整理することによる鉄道間利用の利便性向上

施策④ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系ICカードの普及促進

目標②　拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形成

施策⑥ 交通結節点等の整備等による乗継の機能強化

施策⑦ 公共交通情報の充実

施策⑧ 移動環境におけるバリアフリー化の推進

施策⑤ 新たなモビリティサービス等の活用に向けた検討・導入

施策

施策⑨ 鉄道路線間の連携

目標①　多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供

施策① 公共交通ネットワークの再編

施策② 路線バスのダイヤ改正・利便性向上

施策③ ローズバスのダイヤ改正・利便性向上

資料２ｰ３ｰ１

1 / 2 



地域公共交通計画編の施策（案）

方針 区分 施策概要

都市計画道路泉州山手線の道路整備による新たな基幹軸の機能強化 継続 ・都市計画道路泉州山手線の整備事業の推進

泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸促進 継続 ・泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸の検討

公共交通ネットワークの再編を検討 【施策①再掲】 継続 ・泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整備

高速バス路線等の拡充検討 継続 ・交通人口の拡大に向けたまちづくりを図るために、他都市とのアクセス機能向上に向けた高速バスネットワークの構築

スマートフォンアプリ等を活用した情報提供 【施策⑦の再掲】 継続
・スマートフォンアプリ等による情報提供（Bus-Vision for 南海バス㈱の活用）の周知
・バス停でのバスロケーションシステムを活用したバス位置情報の提供を実施

来訪者も利用可能な企画乗車券等の導入 新規 ・スマートフォン等を活用した乗車券（モバイルチケット等）の導入に向けた検討・実施

地域主体のあり方検討や交通手段導入サポート体制の構築 継続 ・各地域における地域住民が主体となった交通システム導入検討の仕組みづくりと支援体制の構築

自発的な公共交通利用の促進 新規 ・ナッジを活用した効果的な公共交通の利用促進手法の検討

地域主体による持続可能な地域バスや乗合タクシー等の導入検討 継続 ・地域バス等の新規導入や運行改善にあたっての地域発案型の市民主体となった検討の仕組みづくりの構築

交通事業者との連携による乗務員確保の取組み 新規
・バス・タクシー乗務員の確保を図るための乗務員募集PRの工夫、二種免許取得の支援補助、地域と連携した運転手の確保の推進
・タクシーの相乗りサービス制度の導入に向けた検討・実施

施策⑬ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働の取組み

施策⑭ バス・タクシー乗務員の確保・支援

目標④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備

目標③　市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する公共交通体系の構築

施策⑩ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進

施策⑪ 高速バスの利便性向上

施策⑫ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実

施策

2 / 2 
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1. 交通まちづくりアクションプラン『地域公共交通計画編』について 
1.1 地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マ

スタープラン」としての役割を果たすものです。国が定める「地域公共交通の活性化及び再生の

推進に関する基本方針」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集めて「活性化

再生法に基づく協議会」を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等との個別協議を重ねながら

作成しています。 

※資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（第 3 版（令和 4(2022)年 3 月）国土交通省に基づく 

 

1.2 計画の目的 

岸和田市交通まちづくりアクションプラン『地域公共交通計画編』は、平成 29(2017)年度に策

定した「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画編・公共交通編】」が、令和 4(2022)

年度をもって計画期間が終了することから、この計画を総括するとともに、地域旅客運送サービ

スの持続可能な提供の確保を図るため、次期計画として策定するものです。 

【地域公共交通計画編】は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法

律」（令和 2(2020)年 11 月）等が施行され、【基本計画編】で定めた基本理念「元気に生活・活動

し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成」の実現を目指すため、公共交通の果たすべ

き役割を明らかにし、「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」を実現するマスタープラ

ンとして、とりまとめるものとします。 

岸和田市における公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、地域全体の公共交通のあ

り方を検討し、持続可能な公共交通ネットワーク形成のために、公共交通の役割と将来像、そし

て、行政、市民、交通事業者の役割について定めるものとします。 

 

1.3 公共交通の果たすべき役割・位置付け 

岸和田市の公共交通は、近年の人口減少の本格化、高齢者の運転免許の返納の増加、運転手不

足の深刻化、コロナ禍を契機としたテレワークや宅配利用等の「新たな生活様式（ニューノーマ

ル）」の定着、公共交通を確保・維持するための公的負担の増加等により、公共交通の維持は容

易ではなくなってきています。また、これまで続いてきた「民間の交通事業者が収益を確保でき

る形で公共交通を担う」という構造が難しくなってきている中で、地方公共団体が中心となり、

多様な関係者が連携することで、地域の暮らしと産業を支える移動手段を確保することがますま

す重要となっています。 

地域公共交通に関する評価については、利用者数や収支などで評価してきました。然しなが

ら、地域における移動手段の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観

光振興、健康、福祉、教育、環境等の様々な分野において多面的な効果が挙げられます。今後

は、公共交通を支える意義を適切に評価し、多様な行政分野におけるコストの軽減に資する効果

も定量的分析していく必要があると考えられます。 

このような観点も踏まえ、「将来ビジョン・岸和田（第５次岸和田市総合計画） 基本構想」

に掲げた目指すまちの姿「個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田」の実現に向け、

交通面からの施策を推進するため、【地域公共交通計画編】を策定します。  
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図 1-1 公共交通の有する多面的な効果  

資料：クロスセクター効果「地域公共交通 赤字＝廃止でいいの？」 

（国土交通省近畿運輸局） 
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1.4 岸和田市における「公共交通」の考え方 

岸和田市の公共交通は、鉄道、路線バス、ローズバス、タクシーがあります。 

公共交通は、自家用車での移動が困難な高齢者や学生等を中心とした移動手段を持たない方の

日常の移動手段確保、交通不便地域のニーズへの対応が強く求められます。 

高齢者や障がい者が自立的に生活できる環境整備の一環として、移動手段を確保することによ

って、外出機会の創出による健康増進、地域活性化への寄与も期待されます。 

なお、利便性や効率性の視点から、必要に応じて、特定多数を対象とする福祉交通や利用目的

が限定的な民間送迎サービスや道路運送法上の許可・登録を要しない輸送（無償輸送（ボランテ

ィア輸送））との連携や、グリーンスローモビリティや次世代モビリティ、パーソナルモビリティ

についても検討を進めます。 

 

 
資料：国土交通省 

図 1-2 各交通機関の特徴  

基幹公共交通軸を担う交通システムは、一定以上の速達性、定時性、輸送力が要求され、鉄

道、モノレール、LRT、BRT、路線バス等があります。 
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資料：国土交通省 

図 1-3 都市交通における交通手段の適応範囲 

 

このほか、上記に関連した動向として、令和4年7月に国土交通省は、国土交通省所管の鉄道事

業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会の提言書（「地域の将来と利用者

の視点に立ったローカル鉄道のあり方に関する提言～地域戦略の中でどう活かし、どう刷新する

か～」）を発表しました。 

ローカル鉄道については、地域公共交通活性化再生法の既存のスキームに加え、新たに、国の主

体的な関与により、都道府県を含む沿線自治体、鉄道事業者等の関係者からなる協議会（特定線

区再構築協議会（仮称））を設置し、「廃止ありき」「存続ありき」といった前提を置かずに協議

する枠組みを創設することが適当であり、具体的には、以下の a)及び b)の要件を満たす線区（＝

「特定線区」）について、鉄道事業者又は沿線自治体の要請を受けて、新たに協議会を設置する

等の内容が示されています。（自治体との連携が比較的取りやすい第三セクター鉄道線区は除く） 
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図 1-4 利用特性と輸送形態による公共交通手段の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乗合タクシー

コミュニティバス

路線バス

路面電車

鉄道

自家用有償旅客運送
（公共交通空白地有償運

送・福祉有償運送）

スクールバス
・企業送迎バスなど

【
利
用
者
特
性】

〔
特
定
〕

〔個別輸送〕
（輸送密度：低）

【輸送形態】 〔乗合輸送〕
（輸送密度：高）

〔
不
特
定〕

タクシー

道路運送法上の
許可・登録を
要しない輸送

新たな輸送手段

その他既存輸送手段マイカー
（送迎など）

LRTBRT

グリーン
スロー

モビリティ

超小型
モビリティ自転車

電動キック
ボード

カーシェア
シェアサイクル

ライド
シェア 既存公共交通

さらに新たな輸送手段

個別交通

※地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き入門編（国土交通省）をもとに加筆 
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1.5 地域公共交通計画の位置づけ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 地域公共交通計画の位置付け 

  

現行計画〔公共交通編〕 
（平成 31（2019）年２月策定） 

次期計画〔地域公共交通計画編〕 

・これまで取り組んできた施策・事業の方向性を確認しつつ、新たな課題等に対応

した「地域旅客運送サービスの持続可能な提供」を確保します。 

将来ビジョン・岸和
田（岸和田市総合計

画） 
（令和 5(2023)年 

●月） 

“新・岸和田”づくり
（都市計画マスター
プラン） 

（令和 5(2023)年 
●月） 

自転車活用推進法の施行 
（平成 29(2017)年 

5 月施行） 

高齢者、障害者等の移動等の 
円滑化の促進に関する法律 
（バリアフリー法）の改正 

（令和 3(2021)年 
4 月施行） 

地域公共交通活性化再生法の
改正 

（令和 2(2020)年 
11 月施行） 

現行計画における目標値の

達成状況や施策事業の進捗

状況を踏まえた課題 

関連法の施行・改正 上位計画等の見直し 

岸和田市公共施設 
最適化計画に基づく 

個別施設計画 
（令和 3(2021)年 

策定） 

都市・地域交通戦略推進事業
制度要綱の改正 

（令和４(2022)年４月施行） 
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1.6 根拠法の改正 

1.6.1 地域公共交通活性化再生法の改正 

令和 2（2020）年 11 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を改正しています。 

これにより、公共交通事業者を対象とした持続可能な地域公共交通網の形成という「地域公共

交通網形成計画」の目的が、地域全体の輸送資源を対象とした地域旅客運送サービスの持続可能

な提供の確保と改正され、併せて当該計画の名称も「地域公共交通計画」に改められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 地域公共交通活性化再生法等の一部改正（令和 2（2020）年 11 月施行）の概要 

  

資料：持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律等の一部を改正する法律（令和 2（2020）年法律第 36号）概要（国土交通省） 
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2. 前計画〔公共交通編〕の評価 
2.1 現行計画〔公共交通編〕の概要 

岸和田市では、平成 29（2017）年 11 月に「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本

計画編・公共交通編】」を策定し、この計画に基づいた取組みを実施しています。 

 

2.2 公共交通に関する方針と方針を達成するため施策 

この計画では、本市の目指すべきまちの姿である「元気あふれる躍動都市岸和田」を踏まえる

とともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念を実現するため、以下の 4

つの方針を掲げ、これを達成するための 11 の施策を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本計画編≫ 
基本理念（目指す交通インフラの姿） 

 

基本方針 ≪公共交通編≫ 

方針① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい
公共交通サービスの提供 

 
施策① 路線バスの再編 
施策② ローズバスのダイヤ改正・利便性向上 
施策③ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系 IC

カードの普及促進 
 

方針② 駅の拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援
する環境に配慮した公共交通環境の形成 

 
施策④ 交通結節点の整備 
施策⑤ 公共交通情報の充実 
施策⑥ JR 阪和線東岸和田駅付近高架化事業の推進 
施策⑦ 鉄道路線間の連携 

 

 

 

 

基本方針①  
子どもから高齢者ま
でいきいきと健康に
暮らせる 
まちを支える交通 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を支
える交通 

方針③ 市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて
楽しいまちを支援する公共交通体系の構築 

 
施策⑧ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進 
施策⑨ 高速バスの利便性向上 
施策⑩ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の

充実 
 

基本方針③  
定住化や来訪機会を
促す魅力あるまちを
支える交通 

方針④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う
持続可能な公共交通の整備 

 
施策⑪ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協

働の取組み 
 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える持続
可能な交通 

元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 
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2.3 目標値の達成状況  

評価指標は、「公共交通の施策を実施することによる効果が分かりやすく表現されるもの」、「デ

ータが容易でかつ継続的に入手可能なこと」、「公共交通のほかまちづくりなど広い視点も考慮さ

れていますもの」等の点を考慮し、（1）～（3）の直接的な指標、（4）～（7）の間接的な指標及

び（8）～（11）のまちづくりの指標の 3 つを設定しています。評価指標の達成状況を以下に示し

ます。 

表 2-1 直接的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）～（3）の目標値の達成状況としては、人口に対する市内全域の路線バス利用者割合や、

鉄道駅乗車人員が占める割合、について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、実績値

が減少しており、また地域の公共交通を考える協議会の開催実績が目標値に達していない等、新

たな生活様式に対応した交通体系の構築が求められています。 

  

 

※ピンク色着色部分は目標値達成を示す。 

※各年の実績値下部の（数値）は目標値（R4（2022））達成に必要な年別目標値を示す。 
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表 2-2 間接的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）は、目標値に達成していないものの、令和 2（2020）年では概ね増加傾向にあり、目標値

達成に必要な年別目標値を達成しています。路線バス及びローズバス路線の再編、南海岸和田駅

～JR 東岸和田間のヘッドダイヤの導入等の取組みにより、実績値が増加していることから、更な

る鉄道駅間を結ぶバスネットワークの構築が必要と考えられます。 

（5）は、令和元（2019）年以降において目標値を達成しています。 

（6）は、目標値に達成しておらず、平成 28（2016）年以降、現況値の平成 27（2015）年の値

以下で推移しています。観光振興の取組みが市民に十分認知されていないものと推測されます。 

（7）は、平成 28（2016）年、平成 29（2017）年及び令和元（2019）年において、目標値を達

成しています。令和 2（2020）年は新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、観光入込

客数が大きく落ち込んでいるため、実績値が減少しています。 

  

※ピンク色着色部分は目標値達成を示す。 
※オレンジ着色部分は目標値（R4（2022））達成に必要な年別目標値の達成を示す。 

※各年の実績値下部の（数値）は目標値（R4（2022））達成に必要な年別目標値を示す。 
※観光入込客数の【数値】：主要な観光施設の入込客数 
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表 2-3 まちづくりの指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）は、平成 28（2016）年から平成 29（2017）年にかけて、目標値達成に必要な年別目標値

を達成していたが、平成 30（2018）年以降は減少傾向にあります。令和元（2019）年以降、現況

値の平成 27（2015）年の値以下で推移しています。（9）は、平成 28（2016）年以降、現況値の

平成 27（2015）年の値以下で推移しています。子育てに関することや、高齢者の生きがいに係る

取組みに対する満足度が低いことから、自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系や、

徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保、先進技術・次世代モビリティ

やパーソナルモビリティへの対応が求められています。 

（10）は、平成 28（2016）年から平成 29（2017）年にかけて、目標値達成に必要な年別目標

値を達成し、平成 30（2018）年及び令和 2（2020）年において、目標値を達成しています。 

（11）は、目標値に達成しておらず、平成 28（2016）から令和元（2019）年にかけて、現況値

の平成 27（2015）年の値以下でかつ減少傾向にありましたが、令和 2（2020）年は令和元年に比

べて増加しています。少子高齢化による人口減少が進行していたが、ゆめみヶ丘岸和田等の新た

なまちづくりの取組みにより、令和 2（2020）年は人口が増加しているものと推測されます。 

※ピンク色着色部分は目標値達成を示す。 
※オレンジ着色部分は目標値（R4（2022））達成に必要な年別目標値の達成を示す。 

※各年の実績値下部の（数値）は目標値（R4（2022））達成に必要な年別目標値を示す。 
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2.4 公共交通編事業の到達・進捗状況 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、全 19 事業中、スケジュール通り

に事業が完了しているのが 2 事業、スケジュール通りに事業が実施されているのが 9 事業、一部

がスケジュール通りに事業が実施されているのが6事業、未実施の事業が2事業となっています。 

現在、事業が実施されている 15 事業の促進を図るとともに、未実施事業については早期の事業

着手を図る必要があります。 

特に、都市計画道路泉州山手線の道路整備を推進や地域主体の交通手段導入サポートの仕組み

検討が未実施であり、広域連携軸の整備や自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系

の確立が求められています。 

 全 19 事業中、 スケジュール通り事業完了：2 事業（◎）、 

スケジュール通り事業実施：9 事業（○） 

一部スケジュール通り実施：6事業（△）、 

未実施         ：2 事業（×） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 施策 事業 実施時期 進捗 事業概要 総合交通戦略編との関連

方針①　多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供

施策① 路線バスの再編

ダイヤ改正の実施に向けた検討 2017～2022 △ ヘッド運行を実施（鉄道ダイヤの連携は図れていない） 総合交通戦略編⑪-1

ローズバスとの乗継拠点の設置 2017～2022 ○
2019ローズバス改正で岸和田駅・乗継、2021ローズバス修正
で下松駅・乗継

総合交通戦略編③-1関連

施策② ローズバスのダイヤ改正・利便性向上

ローズバス路線の再編 2017～2019 ○ 2019改正、2021修正（両廻り） 総合交通戦略編③-1

路線バスとローズバスの乗継拠点の設
置

2017～2019 ○
2019ローズバス改正で岸和田駅・乗継、2021ローズバス修正
で下松駅・乗継

総合交通戦略編③-1関連
再掲

運賃体系の見直し 2017～2019 ○ 2019料金体系の見直し 総合交通戦略編③-1

施策③ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系ICカードの普及促進

交通系ＩＣカード利用による割引制度の
拡充

2017～2022 ○ ＩＣカードの利用率　６５．２％（令和２年１１月現在）

方針②　駅の拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形成

施策④ 交通結節点の整備

路線バス・タクシーと鉄道との乗継拠点
を設置

2017～2022 ○ 久米田駅西側広場を整備中 総合交通戦略編⑧-1

駅前への路線バスの乗入れ検討 2017～2022 ○ 東岸和田駅東側交通広場への路線バス乗入れ 総合交通戦略編⑦-1

施策⑤ 公共交通情報の充実

公共交通案内マップの作成 2018～2022 △ ローズバスのバスマップ作製・配布のみ実施 総合交通戦略編⑭-1

施策⑥ JR阪和線東岸和田駅付近高架化事業の推進

高架化事業
（踏切除却＆駅前歩行バリアフリー）

2017～2019 ◎ 2020完了 総合交通戦略編⑬-1

岸和田港塔原線道路改良＆
附属街路整備

2017～2019 ◎ 2020完了 総合交通戦略編⑩-2関連

施策⑦ 鉄道路線間の連携

岸和田駅～東岸和田駅間の
路線バス整理

2017～2022 △ ヘッド運行を実施（鉄道ダイヤの連携は図れていない） 総合交通戦略編⑪-1　再掲

方針③　市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する公共交通体系の構築

施策⑧ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進

都市計画道路泉州山手線の道路整備を
推進

2017～2022 △ 磯上山直線～岸和田中央線までの区間を事業着手段階 総合交通戦略編⑩-1

泉北高速鉄道和泉中央駅からの
延伸検討

2017～2022 ○
大阪府公共交通戦略に岸和田市が
構想している路線として記載

総合交通戦略編⑪-1

施策⑨ 高速バスの利便性向上

高速バス路線の拡充検討 2017～2022 × VIPライナーとSPAラインのみ 総合交通戦略編⑪-1

施策⑩ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実

スマートフォンアプリ等の情報提供 2017～2022 ○ NAVITIME・ジョルダンへローズバス情報を追加 総合交通戦略編⑭-2

方針④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備

施策⑪ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働の取組み

地域主体のあり方検討体制の構築 2017～2022 △ 地域バス導入に向けた手続き資料の作成 総合交通戦略編⑮-1

地域主体の交通手段導入サポートの
仕組み検討

2017～2022 × 未着手 総合交通戦略編⑯-1

地域主体の地域バスや乗合タクシー等
を導入

2018～ △
2019年に塔原～相川間での地域バス試験運行実施、2020年
より両町会との意見交換を継続

総合交通戦略編⑯-1関連
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2.5 現行計画における課題 

現行計画の評価・検証の結果を踏まえ、次期計画（地域公共交通計画編）の策定が必要と考え

ますが、本計画の根拠法令である地域公共交通活性化再生法の改正（令和 2（2020）年 11 月 27

日施行）により、全国の地方自治体において計画策定が努力義務とされたことなど、法改正の趣

旨を十分踏まえたうえで計画策定に取り組むこととします。 

 

戦略目標 課題 

方針① 

多様な世代の移動ニーズに 

対応した利用しやすい 

公共交通サービスの提供 

○自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系の確立 

○徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保 

○先進技術・次世代モビリティやパーソナルモビリティへの対応 

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による新たな生活様式に対応した交

通体系の構築 

方針② 

駅の拠点機能向上と 

持続可能なまちづくりを 

支援する環境に配慮した 

公共交通環境の形成 

○駅や商業施設、病院などの生活拠点への公共交通によるアクセス機能の拡充 

○歩いて暮らせるまちづくりの推進。 

○環境にやさしい公共交通利用による環境負荷の低減 

○鉄道駅やバス停等における拠点整備や、鉄道駅間を結ぶバスネットワークの

構築 

方針③ 

市内外の交流の 

活発化による住みやすく、 

訪れて楽しいまちを支援す

る公共交通体系の構築 

○交流を活発化し、住みやすくする公共交通体系の整備 

○観光客などの来訪者も利用しやすい公共交通の整備、情報提供の充実の推進 

○広域連携軸の整備と連携した新たな広域公共交通ネットワーク構築の推進 

方針④ 

市民・交通事業者・行政に 

よるつくり・支え合う 

持続可能な公共交通の整備 

○市民・交通事業者・行政の連携による多様な移動手段を地域が選択できるし

くみ作り 

○地域や目的に応じた適切な公共交通を社会全体で支える共通認識の確立 

○公共交通事業者の乗務員不足の問題などの新たな課題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「SDGs（Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標））」17 の開発目標のうち、「目標 11 
住み続けられるまちづくりを（包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する）」において、公共交通もターゲットとして位置付けら
れていることから、持続可能な社会づくりに資する公共交通体系の構築が求められ
る。 

・ 今回の評価・検証の結果や SDGs（持続可能な開発目標）の要素を踏まえ、次期計画
（地域公共交通計画編）の策定が必要と考えるが、本計画の根拠法令である地域公共
交通活性化再生法の改正（令和 2 年 11 月 27 日施行）により、全国の地方自治体に
おいて計画策定が努力義務とされたことなど、法改正の趣旨を十分踏まえたうえで計
画策定に取り組むこととする。 

【上位計画】 

・将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 

・“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
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【参考】SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs（持続可能な開発目標）は、平成 28（2016）年から令和 12（2030）年までの国際目標で

あり、国内でも積極的に取り組んでいます。 

政府（SDGs 推進本部）が定めた「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針改訂版（令和元（2019）

年 12 月）」では、地方自治体においても積極的な取組みを推進するため、各種計画に SDGs の要

素を反映することが期待されています。 

上位計画である「第 5 次岸和田市総合計画（令和 4（2022）年策定予定）」では、4 つの視点の

一つとして、SDGs の考え方を取り入れるとしており、本市は取組みをさらに進めていくことが

求められます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 SDGs（持続可能な開発目標）における 17 の目標 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 本計画と特に関り深い目標 

 

 

  

資料：国連広報センター（UNIC）ホームページ 
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3. 計画目標の設定 
3.1 地域公共交通網の将来像 

上位計画である「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」や「“新・岸和田”づくり（都

市計画マスタープラン）」において、設定されている将来像と交通手段別の役割を踏まえ、地域

公共交通網の将来像は以下のように位置づけます。 
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3.2 計画の目標 

本市の目指すべきまちの姿である《個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田》を

踏まえるとともに、【基本計画編】における将来の交通体系形成に向けた基本理念・基本方針を踏

まえ、基本方針を実現するための公共交通の目標を以下に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 地域公共交通計画の目標 

 

 

  

≪基本計画編≫ 

≪地域公共交通計画編≫ 

  
元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 

基本方針①  
子どもから高齢者まで
いきいきと健康に 
暮らせるまちを 
支える交通 

基本理念（目指す交通インフラの姿） 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を 
支える交通 

基本方針③  
定住化や来訪機会を 
促す魅力あるまちを 
支える交通 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える 
持続可能な交通 

目標① 
多様な世代の移動ニーズに対応した利
用しやすい公共交通サービスの提供 

目標② 
拠点機能向上と持続可能なまちづくり
を支援する環境に配慮した公共交通環
境の形成 

目標④ 
市民・交通事業者・行政によるつくり・
支え合う持続可能な公共交通の整備 

目標③ 
市内外の交流の活発化による住みやす
く、訪れて楽しいまちを支援する公共交
通体系の構築 

基本方針 
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基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 鉄道駅・公共施設・集客施設等を結ぶなど、都市計画道路泉州山手
線や拠点の形成に合わせた公共交通ネットワークの再編を進める。 

・ 鉄道駅から徒歩圏外にある地域では、路線バスとローズバスの連携
により、交通の利便性を高める。 

・ 既存交通の維持・充実を図りながら、将来を見据えた新たな公共交
通サービスとなる先進技術、次世代モビリティ及びパーソナルモビ
リティ等の導入に向けた検討をする。 

・ 新しい生活様式に対応した交通行動変容を支援する。 

施策 

イメージ 

 目標① 

  多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

・ 運転免許証を持たない方や自動車を利用できない方も活動的で健
康的な生活を促進するために、自動車がなくても生活できる公共交
通体系の確立。 

・ 徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保。 
・ 自動運転技術や MaaS などの先進技術、次世代モビリティ及びパ

ーソナルモビリティ等の活用による利便環境や利便性向上を図る
とともに既存交通システムとの連携を強化する。 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式に合わせた
新たな交通サービスの取り組みが必要。 

※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 鉄道駅を中心に、誰もが移動しやすい環境整備を推進する。 
・ 市の玄関口となる駅周辺等に、案内や情報提供の充実、バスやタク

シー等との乗継利便性を向上させる。 
・ 鉄道路線間を円滑に移動できるネットワークの構築。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広

場等を整備。 

施策 

イメージ 

 目標② 

  拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した 

  公共交通環境の形成 

・ 駅や商業施設、病院などの生活拠点施設等への公共交通によるアク
セス性の向上。 

・ まちの賑わいや人々の交流を促進する歩いて暮らせるまちづくり
の推進。 

・ クルマ中心利用から環境にやさしい公共交通利用環境負荷の低減
に向けた交通施策の実施。 

・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広
場等を整備。 
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※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 公共交通ネットワークの機能強化を図り、広域拠点へのアクセス性
の向上、都市間の連携強化、観光地へのアクセス性の向上を図る。 

施策 

イメージ 

 目標③ 

  市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する 

  公共交通体系の構築 

・ 若い世代をはじめ、みんなが将来にわたり定住したいと思える公共
交通体系の整備。 

・ 観光客などの来訪者が市内の観光施設等どこにでも移動しやすい
公共交通の整備。 

・ 都市計画道路泉州山手線等の広域連携軸の整備と連携した新たな公
共交通体系の整備。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 既存の公共交通サービスが十分でない地域では、地域主導による地
域公共交通の導入に向けた検討を進める。 

・ 公共交通の利用促進や行政・地域・関係事業者が連携して、ソフト
面からもまちづくりや交通について考え、協働で取組みを進めるし
くみづくりや取組みを推進し、市民の健康増進や交流促進につなげ
る。 

施策 

イメージ 

 目標④ 

  市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備 

・ 地域において、住民、交通事業者、行政等が共に連携し、地域の交
通に関する課題に取組み検討し、自主的に行動・実施できる仕組み
づくり。 

・ 公共交通を維持・確保のために、交通の重要性を認識し、社会全体
で支えるという共通認識の確立。 

・ 公共交通事業者の乗務員不足の問題などの新たな課題への対応。 
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4. 目標達成に必要な施策 
4.1 施策の体系 

目標達成に必要な施策の体系を、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標③ 

市内外の交流の活発化によ

る住みやすく、訪れて楽しい

まちを支援する公共交通体

系の構築 

目標① 

多様な世代の移動ニーズに

対応した利用しやすい公共

交通サービスの提供 

目標② 

拠点機能向上と持続可能な

まちづくりを支援する環境

に配慮した公共交通環境の

形成 

施策① 公共交通ネットワークの再編 

施策③ ローズバス＊のダイヤ改正・利便性向上 

施策④ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系 IC カー
ド＊の普及促進 

施策⑥ 交通結節点等の整備等による乗継の機能強化 

施策⑦ 公共交通情報の充実 

施策⑧ 移動環境におけるバリアフリー化の推進 

施策⑨ 鉄道路線間の連携 

施策⑩ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進 

施策⑪ 高速バスの利便性向上 

施策⑫ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実 

目標④ 

市民・交通事業者・行政によ

るつくり・支え合う持続可能

な公共交通の整備 

施策⑬ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働
の取組み 

施策⑤ 新たなモビリティサービス等の活用に向けた検討・導
入 

施策⑭ バス・タクシー乗務員の確保・支援 

施策② 路線バスのダイヤ改正・利便性向上 
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4.2 施策の概要 

 

目標① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

施策① 公共交通ネットワークの再編 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  

 

〔公共交通ネットワークの再編〕【継続】 

○泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに合わせた公共交通ネットワークの再編と拠点の整備 

・「広域連携型都市構造」の実現（将来ビジョン・岸和田）に向けた岸和田市の山手を支える広域

連携軸である都市計画道路泉州山手線の延伸や拠点の形成に合わせて公共交通ネットワークの

再編を進め、拠点に形成される交通結節点を中心に地域特性を活かした人・物・情報が行き交

う地域拠点、広域交流拠点の形成を促進し、公共交通による市内外のアクセス改善を図ります。 

・その第１弾として、令和 4（2022）年 11 月から和泉中央駅と道の駅愛彩ランドを結ぶ新た

な路線バスの運行を開始や既存路線の改良、新たな拠点となる山直東における新拠点交通広場

を整備しています。 

【公共交通の導入と拠点の整備のイメージ】 

 

 

  
和泉中央駅と広域交流拠点（山直東）、

道の駅愛彩ランドを結ぶ新たな路線バ

スの運行を開始 

広域交流拠点の中心的な施設である

山直東交通広場を開設 

福田線の改良 
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目標① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

施策② 路線バスのダイヤ改正・利便性向上 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  

〔公共交通ネットワークの再編〕【継続】（再掲） 

〔利便性向上に向けたダイヤ編成の検討〕【継続】 

・さらなる利便性向上に向けたダイヤ改正の実施に向けた検討 

・岸和田市内の路線バス（南海ウイングバス㈱）の４路線においては、昼間時間帯などにおいて

パターンダイヤを実施しています。 

○岸和田駅前の泉中央駅行の時刻表 

・7 時から 20 時までは、毎時 40 分発のパターンダイヤとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海バス株式会社 HP 

〔利用者ニーズに応じた路線再編の検討・実施〕【継続】 

・拠点形成等による利用者ニーズの変化に対応した路線編成の検討・実施 

○天神山・一の宮循環バス運行の事例 

・岸和田駅前から天神山・一の宮を連絡する循環バスを平成 29（2017）年 4 月より運行していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 29（2017）年第 1 回岸和田市地域公共交通協議会（資料 6 公共交通サービスに関する連絡について） 
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〔新たな交通システムの導入によるバス路線の見直しを検討・実施〕【継続】 

・多様な移動ニーズに対応するための新たな交通システムの導入によるバス路線の見直しの検

討・実施 

 

○デマンド交通の導入に合わせて路線バスの運行区間の見直し実施事例（兵庫県猪名川町） 

・猪名川町の大島地区及び阿古谷地区におけるデマンド交通実証運行の実施に伴い、デマンド交

通実証運行エリア内を運行している路線バス及びコミュニティバス「ふれあいバス」の当該路

線の休止を行うバス路線の見直しを実施しています。 

 

資料：猪名川町地域公共交通会議資料（令和元（2019）年度第 3 回会議資料 5-1、資料 5-2） 
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目標① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

施策③ ローズバスのダイヤ改正・利便性向上 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  

〔ローズバスのルート再編〕【継続】 

・利用者ニーズに応じた両廻りルート等の再編に向けた検討・実施 

 

○下松駅への乗入れ・路線バスとの連携の取組み 

・路線バス「福田線（岸和田駅前～下松駅前～道の駅 愛彩ランド）」について、平日９時台～16

時台においては「下松駅前」を起終点として折り返し運行とすることで、「道の駅 愛彩ランド」

との間を増便しています。 

・さらに、「岸和田駅前」～「下松駅前」間は、ローズバスとの乗り継ぎが可能なダイヤを設定さ

れています。また、ローズバスについても、２便～５便は北ループと南ループが令和 3（2021）

年 6 月から下松駅前での乗り継ぎ可能となっています。 
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目標① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

施策④ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系 IC カー

ドの普及促進 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  

〔交通系ＩＣカード利用による割引制度の普及促進〕【継続】 

・交通系 IC カードの普及促進とともに、現在交通事業者が取り組んでいるバス乗り継ぎ割引サ

ービスの周知を実施 

 

○南海バス㈱・南海ウイングバス㈱で実施しているバス・バス乗継割引 

・南海バス㈱・南海ウイングバス㈱では、IC カード・なんかいバスカードをご利用のお客さま対

象に 1 回乗り継ぐごとにバス運賃を大人 1 人につき 50 円（小児は 20 円）を割引くサービスを

実施しています。 

＜適用対象カード＞  

・南海バス㈱専用 IC カード「なっち」 

（昼割精算は割引対象外。） 

・交通系 IC カード（PiTaPa、ICOCA 等） 

・なんかいバスカード（昼間割引バスカード、紙式回数券、堺東・堺～南港線専用回数カード

は割引対象外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海バス株式会社 HP、なっちご利用ガイド 
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目標① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

施策⑤ 新たなモビリティサービス等の活用に向けた検討・

導入 

実施主体 

市民 事業者 市 その他 

 〇 〇  

 

〔広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせたスマートシティ「移動がスムーズなまちづくり」の

実現の取り組み〕【継続】 

・ＯＳＰＦの幹事企業等と連携し、「移動がスムーズなまちづくり」の実証実験を令和３年度に実

施しました。実証実験で得た知見を踏まえ、引き続き、実装に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・将来ビジョン・岸和田（案）第１期基本計画にかかる重点事業である未来志向の都市経営「岸

和田市版スマートシティ構想」への位置付けを予定しています。 

 

 

広域連携軸の整備、拠点の形成に合わ

せて「移動がスムーズなまちづくり」の

実現の取り組みを進める 

山直東地区 

（広域交流拠点） 

ゆめみヶ丘岸和田 

（地域拠点） 
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〔他分野との輸送サービスの連携に向けた検討〕【新規】 

・コミュニティを核としたくらし目線の交通体系を構築するため、地域住民が主体となって地域

の実情に合ったまちづくりや交通について考える仕組みづくりと関係者による支援体制の強化 

 

○高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデル（国土交通省） 

・国土交通省では、高齢者が安心して移動できる環境の整備について、高齢者の移動手段の確保

に関する検討会を開催し、その方策を幅広く検討しています。 

・これらの検討結果及び令和 2（2020）年 11 月の持続可能な運送サービスの提供の確保に資する

取組みを推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

の施行を踏まえ、令和 4（2022）年 3 月に「『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ～高齢者

の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット」の改訂版が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 HP 
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目標② 拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形

成 

施策⑥ 交通結節点等の整備等による乗継の機能強化 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  

〔駅前広場の整備推進〕【継続】 

・JR 久米田駅前東西駅前広場の整備事業の推進 

・久米田駅周辺の鉄道高架化や都市計画道路及び駅前広場の整備などについては、長い期間と多

額の費用が必要です。 

・そのため、これらの将来計画のうち、市民ニーズを踏まえ、事業の緊急性や関係者との合意形

成の状況、実現性などを勘案し、早期に効果が発現できる第一次整備を推進し、喫緊の課題で

ある久米田駅東西アクセスの改善を図っている状況であり、これら取組みを着実に進めます。 

◇東側アクセス道路（駅前広場機能含む） 「(都)久米田駅東側交通広場」の一部 

◇西側アクセス道路（駅前広場機能含む） 「(都)久米田駅西停車場北線」の全線 

「(都)久米田駅西側交通広場」の一部 

 

資料：久米田駅東西アクセス改善基本構想～久米田駅周辺まちづくり基本構想第一次整備計画～ 

（平成 29（2017）年 6 月 岸和田市） 
 

【西側交通広場イメージ】 
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〔山直東・新拠点交通広場の整備〕【継続】 

・都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた交通結節点の整備（山直東・新拠点交通広

場の整備） 

・令和 4（2022）年度に、都市計画道路泉州山手線の道路整備進捗に合わせた山直東・新拠点交

通広場を供用しました。 

・今後は都市計画道路泉州山手線の延伸等に合わせ、交通結節点となる拠点での都市交通施設の

整備を行ないます。 

○山直東・新拠点交通広場の整備事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「岸和田市 100 周年記念事業」 

〔サイクル&バスライド環境の整備〕【新規】 

・交通結節点及びバス停周辺の公共施設等を活用した駐輪空間確保・整備の検討 

○公共施設（公民館等）に駐輪場を設置した事例（富山県富山市） 

・富山市では、コンパクトなまちづくりを推進するため、公共交通の活性化を図っており、その

一環としてＣ＆ＢＲ（Cycle & Bus Ride：サイクル・アンド・バスライド)駐輪場を設置してい

ます。 

・Ｃ＆ＢＲ駐輪場の設置にあたっては、公民館などの公共施設を活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富山市 HP 

〔スマートシティの取組み推進〕【継続】（再掲）  
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目標② 拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形

成 

施策⑦ 公共交通情報の充実  

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○  
 

〔公共交通案内マップ等の作成〕【継続】 

・ローズバスのバスマップ作製・配布を継続 

・公共交通情報誌による情報提供を実施します。 

・新たな技術やサービスを活用した、分かりやすく使いやすい公共交通情報の提供を推進します。 

 

○ローズバスのバスマップ作製・配布 

・ローズバスは、岸和田駅を起・終点に北ループ・南ループとして、ともに 1日 6便、8時台から

16 時台まで運行しています。 

・このローズバスのバスマップ、時刻表等を記載した「ローズバスパンフレット」を公募で選定

する民間事業者の連携しながら、作成・配布しています。 
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○公共交通マップの作成・配布事例（豊中市） 

・豊中市では、「マイカーに頼らなくても移動できる交通体系の整備」に取り組んでおり、バスを

はじめとした公共交通を身近な移動手段として利用してもらうため、路線バスや豊中市乗合タ

クシー「Mina Notte（みなのって）」などの情報を掲載した公共交通マップを作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊中市 HP 
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〔スマートフォンアプリ等を活用した情報提供〕【継続】 

・スマートフォンアプリ等による情報提供（Bus-Vision for 南海バス㈱の活用）の周知 

・ 路線バスやローズバスの運行状況や停留所への到着時間等をスマートフォンアプリやメール

により提供するバスロケーションシステムの導入に向けた検討を行います。 
 
○バスロケーションシステムによる運行情報の提供【事例】（南海バス(株)等） 

・平成 29(2017)年 4 月 1日より、南海バス㈱、南海ウイングバス金岡㈱（現南海ウイングバス

㈱）において、バス利用者への運行情報提供の充実や多言語化（英語）等のインバウンド対応

の向上を目的として、「バスロケーションシステム」を導入しています。 
 

○スマートフォン専用アプリによる運行情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：スマートフォン専用アプリ「Bus-Vision for 南海バス㈱」 
 

・バス停でのバスロケーションシステムを活用したバス位置情報の提供 

（※バス停標柱に QR コードを添付し、スマートフォンでバス位置情報を取得） 

○停留所で確認できるバス接近情報の提供（大阪シティバス） 

・大阪シティバスでは、バスロケーションシステムによるバス接近情報をインターネットやアプ

リケーションを活用して行っている。利用者がより便利にバスを利用できるように、停留所で

簡単にバス接近情報が確認できる「i・ma・do コード」のサービスを令和 3（2021）年 8 月か

ら開始しています。停留所標柱に設置している QRコードを読み取るだけで、停留所検索を行

わずに、その停留所に到着するバスの接近情報が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪シティバス HP 
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目標② 拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形

成 

施策⑧ 移動環境におけるバリアフリー化の推進 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○ ○ 

〔交通バリアフリー化の取組み推進〕【継続】 

・交通結節点等での道路等のバリアフリー化の推進 

・ 高齢者・障害者・子育て世代等すべての市民が移動しやすい利用環境を形成するため、ノンス

テップバス及びユニバーサルデザインタクシー等の導入を推進します。 

 

○岸和田市内で運行するバス車両の状況 

・市内を運行する路線バスは、低床バスである床の高さが地上から約 60cm と低く、乗降口の段

差が 1段のワンステップバスで運行しています。 

・また、ローズバスは、高齢者・障がい者の方々が安心して乗り降りできるように、床の高さが

地上から約 30cm と低く、乗降口の床面は段差をなくしたノンステップバスで運行していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鉄道駅トイレのリニューアル推進 

・鉄道利用者の快適性と利便性向上を図るため、快適で、やさしく、きれいなトイレのリニュー

アルを推進します。 
 
 

 

  

・ローズバス（ノンステップバス）の乗降口 ・路線バス（ワンステップバス）の乗降口 
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目標② 拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援する環境に配慮した公共交通環境の形

成 

施策⑨ 鉄道路線間の連携 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○   

〔南海本線と JR 阪和線間を結ぶバス路線の機能強化〕【継続】 

・鉄道駅間を結ぶバス路線のダイヤを可能な限り整理することによる鉄道間利用の利便性向上 

・拠点形成等による利用者ニーズの変化に対応した路線再編の検討・実施を推進します。 

○天神山・一の宮循環バス運行の事例 

・岸和田駅前から天神山・一の宮を連絡する循環バスを平成 29（2017）年 4 月より運行していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 29（2017）年第 1 回岸和田市地域公共交通協議会（資料 6 公共交通サービスに関する連絡について） 
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目標③ 市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する公共交通体系

の構築 

施策⑩ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○ ○ 

〔都市計画道路泉州山手線の道路整備による新たな基幹軸の機能強化〕【継続】 

・都市計画道路泉州山手線の事業推進 

・広域圏では、大阪都市圏レベルの広域的な活動の基盤として、交流と連携を高める交通ネット

ワークづくりが求められています。広域的な観点から、泉南地域の中心都市として岸和田市の

魅力を維持・向上させる交通体系の構築をめざし、府道大阪和泉泉南線〔都市計画道路泉州山

手線〕の整備事業を推進します。 

・都市計画道路泉州山手線や拠点の形成に合わせた公共交通ネットワークの再編を進めます。 
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〔泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸促進〕【継続】 

・泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸の検討 

・泉州山手線とともに広域連携軸を担うことが期待される泉北高速鉄道和泉中央駅からの鉄道延

伸の検討については、令和 4 年 11 月より実証運行する路線バス山直線、泉州山手線の整備促進

及び広域交流拠点の形成に取り組み、需要の喚起を推進します。 

 

○北大阪急行線延伸事業（北大阪急行線延伸推進会議） 

・北大阪急行延伸事業は、千里中央駅から北へ約 2.5 ㎞延伸するもので、平成 28（2016）年度

に着工し、令和５（2023）年度の開業に向けて、事業が進められています。 

・北大阪急行延伸事業に合わせ、箕面市域内等のバス路線が新駅（箕面萱野駅）を中心としたル

ートに再編されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「【参考】北大阪急行線延伸事業）」 

 

 

〔公共交通ネットワークの再編を検討〕【継続】（再掲） 

  



 

36 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

地
域
公
共
交
通
計
画
編 

 

 
目標③ 市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する公共交通体系

の構築 

施策⑪ 高速バスの利便性向上 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○   

〔高速バス路線等の拡充検討〕【継続】 

・交通人口の拡大に向けたまちづくりを図るための他都市とのアクセス機能向上に向けた高速バ

スネットワークの構築 

・岸和田市を発着する高速バス路線の拡充に向けた検討を行います。 

 

 〇南海岸和田駅前の高速バスのりば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆VIP LINER 
・岸和田出発便は、東京、川崎、横浜行が

運行されています。 
◆SPA LINE 
・SPA LINE 北陸（越前あわら温泉・加賀

山代温泉・加賀片山津温泉）方面 
・SPA LINE 鳴門･四国（岸和田･なんば･

神戸-鳴門）方面の路線があります。 
（R4.10 時点 運休中） 資料：岸和田観光バス株式会社ＨＰ 

資料：株式会社平成エンタープライズＨＰ 
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目標③ 市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する公共交通体系

の構築 

施策⑫ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充

実 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

 ○ ○ ○ 

〔スマートフォンアプリ等を活用した情報提供〕【継続】（再掲） 

 

〔来訪者も利用可能な企画乗車券等の導入〕【新規】 

・スマートフォン等を活用した乗車券（モバイルチケット等）の導入に向けた検討・実施 

○モバイルチケットの事例（南海バス㈱） 

・南海バス㈱では、スマートフォンの画面を見せるだけで全路線が乗り放題となるモバイルチケ

ット「全線 1日フリーパス（大人¥1,050 / 小児¥530）」を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海バス株式会社 HP 
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目標④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備 

施策⑬ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働

の取組み 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

○ ○ ○ ○ 

〔地域主体のあり方検討や交通手段導入サポート体制の構築〕【継続】 

・各地域における地域住民が主体となった交通システム導入検討の仕組みづくりと支援体制の構

築 

・コミュニティを核としたくらし目線の交通体系を構築するため、地域住民が主体となって地域

の実情に合ったまちづくりや交通について考える仕組みづくりと関係者による支援体制の強化

を図ります。 

○コミュニティ交通に関する取組み事例（西宮市） 

・西宮市では、鉄道駅や路線バスの停留所が自宅近くにない地域、駅や停留所からの高低差が

大きい地域などの公共交通不便地域において、地域住民の方が主体的に取り組む生活移動手

段の確保を目的とした乗合交通（コミュニティ交通）について、地域で検討を行う協議会や

関係諸機関との協議調整等の支援とともに、試験運行費用に対する助成金交付を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西宮市 HP 

 

  



 

39 

 

第
１
編 

基
本
計
画
編 

第
２
編 

地
域
公
共
交
通
計
画
編 

〔自発的な公共交通利用の促進〕【新規】 

・ナッジを活用した効果的な公共交通の利用促進手法の検討 

・これまでの取組みに加え、自分で良い選択・行動がとれるような心理的方略の充実を図ります。 

○「ナッジ」を活用した効果的な公共交通利用促進策等に関する調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省中国運輸局 HP 
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〔地域主体による持続可能な地域バスや乗合タクシー等の導入検討〕【継続】 

・地域バス等の新規導入や運行改善にあたっての地域発案型の市民主体となった検討の仕組みづ

くりの構築 

◆持続可能な地域公共交通の実現を図るため、地域住民と交通事業者、市の共創による地域バス

などの新規導入や運行改善をする場合、高齢社会に応じた地域コミュニティ活動を支えるため

の自宅周辺の身近な行動単位等に合わせて、地域発案型で市民が主体となって検討する仕組み

づくりを構築します。 

 

 ※導入検討単位のイメージ 

第 3 次生活圏である６つ圏域を基本としながらも、葛城の谷地域や牛滝の谷地域のエリアは、

身近な行動範囲となる２㎞以上の圏域となっており、高齢社会に応じた地域コミュニティ活動を

支えるためには、きめ細やかな圏域設定が必要であるため、平成 28（2016）年 3月に策定した

「岸和田市公共施設最適化計画」においては、人口が集中する市街地と人口が少なく高齢化率の

高い山手地区の集落に、これまで地域の活動場所として使われている地区公民館等を中心にした

半径 1㎞の「15 圏域」を導入検討単位とします。 
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○ぐるっと生瀬の取組み事例（西宮市） 

・平成 21（2009）年に実施したボランティア輸送をきっかけとして設立された地域住民主体の

「ぐるっと生瀬」運行協議会では、平成 27（2015）年 10 月 1 日からコミュニティ交通「ぐ

るっと生瀬」の本格運行を開始しています。 

・さらに、「ぐるっと生瀬」では、会報の定期発行や自治会毎の座談会、ホームページ・SNS を

活用した PR、保育所・幼稚園・小中学校でのモビリティマネジメント教育、地域の各種行事

の支援、清掃活動、空家対策など、多種多様な利用促進の取組みを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西宮市 HP 

 

 

 

■コミュニティ交通「ぐるっと生瀬」の運行状況 
・運⾏期間：H27（2015）.10.1〜 
・運⾏時間：8:30〜17:26 
・運賃：大人 300 円、小人 200 円、小学 
生未満は無料 
・起終点：阪急・JR 宝塚駅 
・⾞両：14 人乗り小型バス(常用)、 

10 人乗りｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ(予備) 
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目標④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備 

施策⑭ バス・タクシー乗務員の確保・支援 

実施主体 

市民 事業者 市 
その他 

関係機関 

○ ○ ○  

〔交通事業者との連携による乗務員確保の取組み〕【新規】 

・バス・タクシー乗務員の確保を図るための乗務員募集 PR の工夫、二種免許取得の支援補助、

地域と連携した運転手の確保に向けた取り組みを推進します。 

・新たに創設されたタクシーの相乗りサービス制度の導入に向けた可能性を検討します。 

 

○タクシーの「相乗りサービス」制度の概要 

・タクシーの「相乗りサービス」とは、配車アプリ等を通じて、目的地の近い旅客同士を運送開

始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせて運送するサービスです。 

・国土交通省では、利用者が安心してタクシーに相乗りし、割安にドア to ドアで移動できるよ

う、「相乗りサービス」について、運賃の按分等に関する一定のルールを定めた新たな制度が

創設されました。 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 HP 
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4.3 実施スケジュール 

計画期間（令和 5（2023）年度から令和 16（2034）年度の 12 年間）内における本計画で取り

組む施策に基づき事業計画を作成し実施するスケジュールを示します。 
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5. 評価指標と進行管理 
5.1 実施主体 

「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【地域公共交通計画編】」に位置付けた施策・事業

の推進にあたっては、「市民」、「交通事業者」、「行政」の三者が協働・連携による取組みを行うこ

とが重要であるため、以下の考え方に基づき、各施策・事業の推進に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 各主体における役割 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

・ 公共交通に対する理解、積極的な利用 
・ 市民主体となった公共交通の運営・維

持に向けた取組み 

事業者 

・ 施策の計画・推進 
・ 公共交通の情報提供 
・ 効率的な業務運営 
・ 利用促進に向けた取組み 

行政 

・ 施策の計画・推進 
・ 公共交通に関する情報の積極的

発信 
・ 市民ニーズの把握・検証 
・ 取組みや運営に対する支援 

交通まちづくりアクションプラン
〔基本計画編〕の 

基本理念の実現に向けた 
施策の推進 
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5.2 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

交通まちづくりアクションプラン〔基本計画編〕の基本理念の実現に向けて、施策の進行を管

理し、進捗状況や社会情勢による変化に応じて、計画の見直しを行うことが必要です。 

ＰＤＣＡサイクル（立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action））に基づいて、

アクションプランの基本理念の実現や柔軟な見直しによる進行管理を行います。 

施策実施状況の評価は、岸和田市地域公共交通協議会において毎年実施し、アクションプラン

の目標達成度の評価は「将来ビジョン・岸和田 基本構想」の中期的な戦略シナリオである「基

本計画」の計画期間である 4 年に 1 回実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進・評価 

 

  

① 目標達成度の評価（概ね４年に１回実施） 

・ 計画の目標達成度合の把握と総合的な見直しを検証 

② 施策実施状況の評価（年に１回実施） 

・ 公共交通への取組みや運行状況について、評価を行い必要に応じて改善を実施 

交通まちづくりアクションプラン 
〔地域公共交通計画編〕の策定 

各施策の実施 

各種施策の実行による効果 
（目標値の達成状況の評価） 

交通まちづくりアクションプラン 
〔地域公共交通計画編〕の見直しの検討 

Plan 
（計画） 

Do 
（実施） 

Check 
（評価） 

Action 
（改善） 

P 

D 

C 

A 

各施策の詳細な実施計画 

各施策の実施・展開 

各施策実施効果の評価 

各種施策の見直し 
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5.3 目標達成度の評価指標の設定 

交通まちづくりアクションプラン「基本計画編」で定めた基本理念「元気に生活・活動し、安

全・快適に移動ができる交通インフラの形成」の実現に向けて示した取組み方針に基づく施策を

検証するために評価指標を設定します。 

この評価指標は、「公共交通の施策を実施することによる効果が分かりやすく表現されるもの」、

「データが容易でかつ継続的に入手可能なこと」、「公共交通のほかまちづくりなど広い視点も考

慮されているもの」等の点を考慮し、公共交通に関する方針①～④に関連する（1）～（3）の直

接的な指標、（4）～（7）の間接的な指標及び（8）～（11）のまちづくりの指標の 3 つを設定し

ます。なお、必要に応じて評価指標を適時追加します。 
 

表 5-1 評価指標と公共交通に関する方針の相関関係 

 

方
針
①

方
針
②

方
針
③

方
針
④

多
様
な
世
代
の
移
動
ニ
ー

ズ
に
対
応

し
た
利
用
し
や
す
い
公
共
交
通
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

駅
の
拠
点
機
能
向
上
と
持
続
的
な
ま

ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
環
境
に
配
慮

し
た
公
共
交
通
環
境
の
形
成

市
内
外
の
交
流
の
活
発
化
に
よ
る
住

み
や
す
く
、

訪
れ
て
楽
し
い
ま
ち
を

支
援
す
る
公
共
交
通
体
系
の
構
築

市
民
・
交
通
事
業
者
・
行
政
に
よ
る

つ
く
り
・
支
え
合
う
持
続
可
能
な
公

共
交
通
の
整
備

⑴ 公共交通の利用率

・人口に対する市内全域の路線バス（ローズバスを含む）
　利用者が占める割合

・人口に対する市内鉄道駅乗車人員が占める割合

⑵ 利便性の向上

・交通系ICカードによる利用者割合
（定期利用者を除く）

⑶ 地域での活動実績

・地域住民による地域の公共交通を考える検討会の開催実績

・地域主体による協議会の設立実績

⑷ 市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合 〇

⑸ 鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合 〇

⑹ １年間の主要観光施設及びイベント等への観光見込客数 〇

⑺ 岸和田は子供を産み育てやすいと感じている市民の割合 〇

⑻ 生きがいを感じることがある65歳以上の市民の割合 〇

⑼ 拠点における滞在人口の増加率 〇 〇 〇 〇

⑽ 交通事故の年間人口一人当たり発生率 〇 〇

⑾ 市民1人当たりの年間温室効果ガス排出量 〇

間
接
的
な
指
標

〇 〇 〇

〇 〇 〇

直
接
的
な
指
標

〇

〇

公共交通に関する方針

評価指標
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5.4 目標達成度の評価指標による目標値の設定 

本計画の基本的な方針を実現するため、計画期間中に達成すべき各評価指標について目標値を

設定し、達成状況を確認します。 

 

表 5-2 評価指標の現況と目標値の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状値 目標値

人口に対する市内全域の路線バス（ローズバ
スを含む）利用者が占める割合

1.26％
（R3）

2.10％
（R8）

人口に対する市内鉄道駅乗車人員が占める割
合

20.5％
（R3）

26.0％
（R8）

（2）利便性の向上
交通系ICカードによる利用者割合
（定期利用者を除く）

68.3％
（R3）

80.0％
（R8）

地域住民による地域の公共交通を考える検討
会の開催実績

1件
（R3）

6件

地域主体による協議会の設立実績
0件
（R3）

2件

36.1％
（R4）

39.0％
（R8）

13.4％
（R4）

15.0％
（R8）

165万人
（R4）

257万人
（R7）

27.8％
（R4）

30.0％
（R8）

50.0％
（R4）

54.0％
（R8）

100.0％
（R3）

増加
（R7）

2.57％
（R3）

減少
（R7）

4.2トン
（R1）

3.9トン
（R12）

（8）生きがいを感じることがある65歳以上の市民の割合

（9）拠点における滞在人口の増加率

（10）交通事故の年間人口一人当たり発生率

（11）市民1人当たりの年間温室効果ガス排出量

評価指標

直
接
的
な
指
標

（1）公共交通の利用率

（3）地域での活動実績

（4）市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合

（5）鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合

（6）１年間の主要観光施設及びイベント等への観光見込客数

（7）岸和田は子供を産み育てやすいと感じている市民の割合

間
接
的
な
指
標
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5.5 施策実施状況の評価指標及び目標値の設定 

各施策の実施状況の評価については、必要に応じて評価指標を設定するものとします。 

その評価指標の設定にあたっては、地域公共交通計画が多極ネットワーク型コンパクトシティ

の実現に向けた立地適正化計画と両輪として位置付けられており、公共交通は多面的な「クロス

セクター」効果を有するという考え方を踏まえ、基本計画編Ｐ75 の 2.3.2 課題抽出にあたっての

視点における「都市構造の評価に関するハンドブック」の資料に基づき、①生活利便性、②健康・

福祉、③安心・安全、④地域経済、⑤行政運営、⑥エネルギー／低炭素施策の評価を行うことと

します。 

なお、目標値についても、各施策で必要に応じて設定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市構造の評価に関するハンドブック 

 

評価分野 評価軸 主な評価指標の例

①
生
活
利
便
性

◎都市機能や居住機能を
適切に誘導することに
より、歩いて行ける範
囲に、日常生活に必要
な、医療、福祉、商業
などの生活機能と公共
交通機能が充足した街
を実現すること

■適切な居住機能の誘導
－ 都市機能誘導区域など生活利便性の高い区域及びそ

の周辺に居住が誘導され、徒歩圏で必要な生活機能
等を享受できること

・ 居住を誘導する区域における人口密度
・ 日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能等を徒歩圏で享受できる人口の総人

口に占める比率（医療、福祉、商業及び公共交通）

■都市機能の適正配置
－ 都市機能が生活の拠点など適切な区域に立地、集積

していること
・ 日常生活サービス施設の徒歩圏における平均人口密度

■公共交通サービス水準の向上
－ 公共交通のサービス水準が高まり利用率が向上して

いること

・ 公共交通の機関分担率
・ 公共交通沿線地域の人口密度

②
健
康・
福
祉

◎市民の多くが歩いて回
遊する環境を形成する
ことにより、市民が健
康に暮らすことのでき
る街を実現すること

■徒歩行動の増加と健康の増進
－ 高齢者等の社会活動が活発化し、徒歩等の移動が増

大すること
－ それにより市民の健康が増進すること

・ メタボリックシンドロームとその予備軍の受診者に占める割
合

・ 徒歩、自転車の機関分担率

■都市生活の利便性の向上
－ 日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能や公共交通ｻｰﾋﾞｽが徒歩圏域で

充足していること

・ 福祉施設を中学校区程度の範囲内で享受できる高齢者人
口の割合

・ 保育所の徒歩圏に居住する幼児人口の総幼児人口に占め
る割合

■歩きやすい環境の形成
－ 歩行者空間が充実し,公園緑地も住まいの近くに配置さ

れるなど歩きやすい環境が整備されていること

・ 歩行者に配慮した道路延長の割合
・ 高齢者徒歩圏内に公園がない住宅の割合

③
安
心・
安
全

◎災害や事故等による被
害を受ける危険性が少
ない街を実現すること

■安全性の高い地域への居住の誘導
－ 災害危険性の少ない地域等に適切に居住が誘導され

ていること
・ 防災上危険性が懸念される地域に居住する人口の割合

■歩行環境の安全性の向上
－ 都市内において安全な歩行者環境が確保されている

こと
・ 歩行者に配慮した道路延長の割合

■市街地の安全性の確保
－ オープンスペースの適切な確保など、市街地の災害や

事故に対する安全性が確保されていること

・ 公共空間率
・ 最寄り緊急避難場所までの平均距離
・ 人口あたりの交通事故死亡者数

④
地
域
経
済

◎都市サービス産業が活
発で健全な不動産市場
が形成されている街を
実現すること

■市街地の荒廃化の抑制
－ 空き家等が減少し、荒廃化や治安悪化が抑制されてい

ること
・ 空き家率

■ビジネス環境の向上とサービス産業の活性化
－ 都市機能誘導区域における昼間人口等の集積が高ま

り、医療、福祉、商業等のサービス産業が活性化する
こと

・ 従業者一人あたりの第三次産業売上高
・ 従業人口密度

■健全な不動産市場の形成
－ 地価や賃料水準が維持、向上し、空き家など未利用不

動産の発生が抑制されること
・ 平均住宅宅地価格

⑤
行
政
運
営

◎市民が適切な行政サー
ビスを享受できるよう、
自治体財政が健全に運
営されている街を実現
すること

■都市経営の効率化
－ 人口密度の維持、公共交通の持続性向上、高齢者の

外出機会の拡大などにより行政経営の効率化が図ら
れていること

・ 市民一人あたりの行政コスト
・ 居住を誘導する区域における人口密度

■安定的な税収の確保
－ 医療、福祉、商業等の第三次産業が活発となること
－ 地価が維持、増進すること

・ 市民一人あたりの税収額
・ 従業者一人あたりの第三次産業売上高
・ 平均住宅宅地地価

⑥
エ
ネ
ル
ギ
ー

／
低
炭
素

◎エネルギー効率が高く、
エネルギー消費量、二
酸化炭素排出量が少な
い街を実現すること

■運輸部門における省ネ化低炭素化
－ 公共交通の利用率が向上するとともに、日常生活にお

ける市民の移動距離が短縮すること

・ 市民一人あたりの自動車ＣＯ
２
排出量

・ 公共交通の機関分担率

■民生部門における省エネ化・低炭素化
－ 民生部門におけるエネルギー利用効率が向上し、エネ

ルギー消費量が減少すること

・ 家庭部門における市民一人あたりのＣＯ
２
排出量

・ 業務部門における従業者一人あたりのＣＯ
２
排出量
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1. 基本計画編 
1.1 交通まちづくりアクションプランについて 

1.1.1 背景と目的 

地域の暮らしと産業を支え、豊かで暮らしやすい地域づくりや、個性・活力のある地域の振興

を図る上で「移動」は欠かせない存在です。進展する少子・超高齢社会への対応、交通渋滞の緩

和、交通に起因する環境負荷の低減等のため、過度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、

自転車、公共交通等の各モードが連携し適切な役割分担のもと、交通事業とまちづくりが連携し

た総合的かつ戦略的な交通施策を推進していくことが求められてきました。 

本市では、「岸和田市まちづくりビジョン（第４次岸和田市総合計画）」の目指すべきまちの姿

である「元気あふれる躍動都市 岸和田」の実現に向け、まちづくりと一体となった目指すべき交

通インフラの姿を形成していくために『元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通イ

ンフラの形成』を基本理念として定めた「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画

編】」と「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に規定する「地域公共交通網形成

計画」に該当する計画となる「岸和田市交通まちづくりアクションプラン（岸和田市地域公共交

通網形成計画）【公共交通編】」を平成 29(2017)年 11 月に策定しました。 

その後、過度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、自転車、自動車、公共交通等の各モ

ードが連携し適切な役割分担のもと、望ましい都市・地域像の実現を図るマスタープランとして、

交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るため、「都市・地域総

合交通戦略要綱」に規定する「総合交通戦略」に該当する計画となる「岸和田市交通まちづくり

アクションプラン【総合交通戦略編】」を策定し、平成 31（2019）年 2 月 18 日に大臣認定されま

した。 

また「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第 25 条に規定する「移動等円

滑化基本構想」に該当する計画となる「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【バリアフリ

ー基本構想編】」と「自転車活用推進法」第 11 条に規定する「市町村自転車活用推進計画」に該

当する計画となる「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【自転車活用推進計画編】」を令和

4（2022）年 3 月 31 日に策定しました。 

そのなか、近年の人口減少の本格化、高齢者の運転免許の返納の増加、運転手不足の深刻化、

コロナ禍を契機としたテレワークや宅配利用等の「新たな生活様式（ニューノーマル）」の定着、

公共交通を確保・維持するための公的負担の増加等により、公共交通の維持は容易ではなくなっ

てきています。 

また、これまで続いてきた「民間の交通事業者が収益を確保できる形で公共交通を担う」とい

う構造が難しくなってきている中で、地方公共団体が中心となり、多様な関係者が連携すること

で、地域の暮らしと産業を支える移動手段を確保することがますます重要となっています。「地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」の公布・施行により、地域の公

共交通に関するマスタープランである「地域公共交通計画」の策定が努力義務化されるなど、法

制度の変更も行われています。 

さらに、本市においては、社会情勢の変化や新たな行政需要に対応し、市域の実情に応じた必

要な施策を自主的かつ総合的に実施するため、市の財政運営に関し基本的事項を定めた「岸和田

市健全な財政運営に関する条例」を令和 2（2020）年 4 月 1 日より施行しています。 
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都市基盤に関する建設評価にあたっては、費用対効果分析など一定の制度設計が確立されてい

ます。地域公共交通に関する評価については、利用者数や収支などで評価してきました。然しな

がら、地域における移動手段の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、

観光振興、健康、福祉、教育、環境等の様々な分野において多面的な効果が挙げられます。将来

的には、自動運転によるサービスの提供が効果的な対策の一つになると考えられますが、

技術的な課題等も踏まえた自動運転の実用化や普及に向けた検討と並行して、過度に自家

用車利用に依存することなく、暮らせる社会の実現に向けた諸課題に迅速に対応するために

は、引き続き公共交通を地域の移動手段の中核と位置付け、その確保・充実を図ることが

重要です。そのため、公共交通を支える意義を適切に評価する手法として、多様な行政分野にお

けるコストの軽減に資する効果を定量的分析していくことが施策を推進していく上からも必要で

あると考えられます。 

本市まちづくりの方向性については、人口減少・超高齢社会、SDGs（持続可能性・多様性）、

地球環境問題、危機管理、革新的技術、財政状況など、わが国や本市を取り巻く社会状況は大き

く変化していることを鑑み、未来の子どもたちに新しい岸和田をつないでいくために、令和 5 年

度からスタートする「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画） 基本構想」と基本構想で定め

る将来像や基本目標、個別目標を実現するための中間的な戦略シナリオとして第 1 期基本計画（計

画年次：令和 5（2023）年度～令和 8（2026）年度）を策定しました。また、都市計画法第 18 条

の２の規定による「市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）」に該当

する計画となる「“新・岸和田”づくり（岸和田市都市計画マスタープラン）」も併せて策定しま

した。 

以上のような交通を取り巻く状況の変化や新たな行政需要に対応するため、「岸和田市交通まち

づくりアクションプラン【基本計画編】」の見直しを行うことにいたしました。 

併せて、「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画） 基本構想」に掲げた目指すまちの姿「個

性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田」の実現に向け、交通面からの施策を推進するた

め、「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【公共交通編・総合交通戦略編】」の改訂も行う

ものです。 
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1.1.2 計画の位置付け 

「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」や「“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープ

ラン）」を上位計画とします。 

岸和田市公共交通検討委員会で提言された公共交通のあり方での基本方針である「将来にわた

って、みんなが使える公共交通サービスを実現する」を踏まえた計画とし、まちづくり及び公共

交通に関連する計画と適切に整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岸和田市交通まちづくりアクションプラン 

基本計画編 

総合交通戦略編 
バリアフリー 

基本構想編 

【上位計画】 
・将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 

・“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 

 

・ 第 2 次交通政策基本計画 

（令和 3(2021)年５月 閣議決定） 

・ 南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

（令和 2(2020)年 10 月） 

・ 大阪府交通道路マスタープラン 

（平成 16(2004)年 3 月 大阪府） 

・ 大阪府都市整備中期計画 

（令和 3(2021)年 1 月 大阪府） 

・ 公共交通戦略～利用しやすい公共交通を目指して～ 

     （令和元(2019)年 11 月改訂 大阪府） 

地域公共交通 

計画編 

自転車活用 

推進計画編 

【参考とする計画】 
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岸和田市公共交通検討委員会からの提言（岸和田市の公共交通のあり方に関する提言書）を踏

まえつつ、交通の取り巻く状況の変化や新たな行政需要に対応するため、将来の交通体系形成に

向けた基本的な方針等をとりまとめています。 

 

 

 

 

これまでの施策の進捗状況や新たな動向を踏まえ、交通事業とまちづくりが連携した総合的か

つ戦略的な交通施策の推進を図る施策パッケージ等をとりまとめています。 

 

 

 

 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」（令和 2年（2020）年 11

月）等を踏まえ、公共交通の果たすべき役割を明らかにし、「地域旅客運送サービスの持続可能な

提供の確保」を実現するマスタープランとして、とりまとめています。 

 

 

 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）の改正（令和 3年

（2021）年）4月施行」等を踏まえ、重点整備地区におけるバリアフリー化のための基本的な考え

方や事業等をとりまとめています。 

 

 

 

 

「国における自転車活用推進計画（平成30（2018）年６月８日 閣議決定）」等を踏まえ、自

転車の活用を計画的に進めるための目標及び実施すべき施策等をとりまとめています。 

総合交通戦略編 

基本計画編 

地域公共交通 

計画編 

バリアフリー 

基本構想編 

自転車活用 

推進計画編 



5 
 

1.1.3   対象とする区域 

岸和田市交通まちづくりアクションプランで対象とする区域は、「岸和田市全域」とします。 

また、広域連携の観点及び泉州地域内における公共交通網の充実・強化の観点から、周辺市町

等と連携を図ります。 

 

1.1.4 対象とする地域交通等 

交通まちづくりアクションプランでは、交通基盤、交通サービス、交通量・需要マネジメント

といった施策タイプを組合せた総合的かつ戦略的な地域交通施策の方向性を定めます。なお、『地

域交通』の対象とする移動手段は、鉄道・バス・タクシー・自動車（自動二輪含む）・自転車・徒

歩等とします。岸和田市まちづくりアクションプランにおける『公共交通』は、不特定多数の人

が利用する乗り物とし、鉄道・バス・タクシー等とします。 

 

 
 

 

                         

 

 

 

   図 1-1 各施策タイプのイメージ         図 1-2 対象とする移動手段 

 

1.1.5 計画期間 

岸和田市交通まちづくりアクションプランの目標年次は、「将来ビジョン・岸和田（岸和田市

総合計画）」「“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）」と整合を図り 12 年後の令和

16(2034)年度とします。 
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1.2 本市の現況と都市活動・交通に関する課題 

1.2.1  本市の現況 

市勢 

・ 本市は、市域面積が 72.72 ㎢、広ぼうが東西約 10.4 ㎞、南北約 17.0 ㎞と細長い地形となっ

ています。 

・ 大阪湾と和泉山脈に挟まれ、海から山にかけて細長いという地理的な特性から、地形区分とし

ては臨海部（概ね海岸線～大阪臨海線沿道）、平地部（概ね大阪臨海線沿道～大阪和泉泉南線沿

道）、丘陵部（概ね大阪和泉泉南線沿道～阪和自動車道沿道）、山地部（概ね阪和自動車道沿道

～和歌山県境） の４つの地形で構成されています。 

・ 近畿圏の国内外の空の玄関口である関西国際空港と、京阪神都市圏の政令指定都市(大阪市、堺

市)や国土軸を結ぶ広域鉄道網(ＪＲ阪和線、南海本線)、自動車専用の広域幹線道路(阪和自動車

道、阪神高速 4 号湾岸線)が市の内外を結んでいます。 

 

コミュニティの単位 

・ 本市では、『特色のある６つの地域を、地域的なまとまりを考慮し、日常生活が営めるコミュニ

ティ単位として設定』しています。然しながら、葛城の谷地域や牛滝の谷地域のエリアは、身

近な行動範囲となる２㎞以上の圏域となっており、高齢社会に応じた地域コミュニティ活動を

支えるためには、6 つの地域よりさらに狭い範囲で拠点となる施設の配置を検討する必要があ

ると考えられます。 

このようなことから、平成 28（2016）年 3 月に策定した「岸和田市公共施設最適化計画」に

おいては、人口が集中する市街地と人口が少なく高齢化率の高い山手地区の集落に、これまで

地域の活動場所として使われている地区公民館等を中心にした半径 1 ㎞の「15 圏域」を設定

する提案を行っています。 

 

人口 

・ 本市では、これまで一貫して増加を続けていた人口が、平成 17(2005)年をピークに減少に転じ、

令和 2(2020)年には約 19 万人となっています。また、年齢 3 区分別人口の推移をみると、少子

高齢化が進展しており、令和 2(2020)年の高齢化率は 28.5%です。 

・ DID 地区の人口は、国道 26 号沿道の土地区画整理事業や大規模住宅開発事業による市街化等

により約 2.0 倍に、面積は約 3.3 倍に増加しています。DID 地区の人口密度は、昭和 40(1965)

年に比べて令和 2(2020)年時点で 0.7 倍程度となっています。 

 

主な施設立地の状況 

・ 公共施設の立地状況は、一部の公民館・青少年会館には、鉄道やバス路線から離れている場所

に立地している施設もみられますが、概ね鉄道やバス路線付近に立地しています。また、一部

の集客施設は、鉄道やバス路線から離れている場所に立地している施設もみられますが、概ね

鉄道やバス路線付近に立地しています。 

・ 市全域の市民が利用することを目的とした都市基幹公園等の立地状況をみると、バス路線付近

に立地しています 
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観光の現状 

・ 臨海区域には浪切ホール、都市区域には岸和田城･だんじり会館、五風荘、観光交流センター、

まちづくりの館、田園区域には道の駅・愛彩ランド、蜻蛉池公園、山間区域には牛滝温泉、い

よやかの郷などの観光施設が立地しています。 

・ 主要な観光施設の利用者数は、令和元(2019)年までは横ばい傾向ですが、令和 2(2020)年以降

は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、減少しているものがあります。 

 

人の動き 

・ 泉南地域発着の流動をみると、地域内での動きが最も多くみられ、次いで泉北地域、大阪市地

域への流出入が多くなっています。 

・ 本市発着の流動をみると、市内での動きが最も多くみられます。次いで大阪市、貝塚市、堺市、

和泉市への流出入が多くなっています。 

・ 周辺都市を除くと、大阪市・堺市方面へのトリップが多くみられる一方で、河内長野市や泉南

市方向のトリップはあまりみられません。 

・ 本市の平日における目的別の発生集中量は、出勤目的が 13.2%、登校目的が 6.9%、自由目的

が 28.5%、業務目的が 8.5%、帰宅目的が 42.9%です。  

・ 本市の地域別の流動をみると、いずれも地域内々での移動が多くなっています。また、本市で

地域を跨ぐ移動よりも、大阪市や、隣接する和泉市、貝塚市への移動が多い地域もみられます。

特に、牛滝の谷地域では、地域内々の動きの次に、市外である和泉市への流動が多くなってい

ます。 
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1.2.2 交通の現状 

道路 

・ 広域幹線道路は、市域北部を阪神高速 4 号湾岸線、府道大阪臨海線、国道 26 号が横断し、阪

和自動車道、国道 170 号が市域東部を横断しています。また、市内幹線道路は府道岸和田港塔

原線、府道岸和田牛滝山貝塚線が市内を東西に縦断しています。 

・ 阪神高速 4 号湾岸線及び国道 26 号は、40,000 台/日以上の交通量があり、本市で交通量が多い

路線です。また、国道 170 号、府道大阪臨海線、府道三林岡山線、府道岸和田牛滝山貝塚線及

び阪和自動車道は、20,000 台～40,000 台/日です。 

・ 泉南地域における主要渋滞箇所の選定箇所は、本市が最も多い状況です。この内、国道 26 号

の土生町 2 丁目交差点では平成 28 年度に交差点改良が実施されています。また、府道大阪和

泉泉南線では、幹線道路との交差点部に右折レーンが未整備で、併走する JR 阪和線の踏切の

影響もあり、慢性的な交通渋滞が発生しています。府道岸和田港塔原線と市道並松上松線では

踏切除却のため立体交差化事業を行い、平成 29(2017)年 10 月に高架化が完成、令和元(2019)

年度に整備が完了しています。 

・ 都市計画道路の整備率は、計画総延長 98,800ｍのうち 59,004ｍの 59.7%となっています。 

 

鉄道 

・ 本市には、大阪都心部からＪＲ阪和線、南海電鉄南海本線が都市区域を走っており、計 7 つの

鉄道駅（ＪＲ阪和線：久米田・下松・東岸和田、南海本線：春木・和泉大宮・岸和田・蛸地蔵）

があります。 

・ 市内の鉄道駅別の乗車人員の推移は、平成元(1989)年と比べると令和元(2019)年では、ＪＲ東

岸和田駅やＪＲ下松駅で微増傾向がみられていますが、それ以外の鉄道駅では横ばい、もしく

は微減傾向にあります。特に、南海岸和田駅では、平成元(1989)年に比べて令和元(2019)年で

は乗車数が 3 割近く減少しています。 

・ 令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で利用者数が減少し、令和元

(2019)年に比べて、全ての鉄道駅において約 2 割減少しています。 

・ 駅端末交通手段分担率をみると、バスの分担率は近隣市町では 10％以上の駅がありますが、岸

和田市内の全ての駅では 10%を下回っています。 

 

バス 

・ 路線バスは、南海岸和田駅を中心に放射線状に 4 路線が運行されており、山間地域まで運行し

ています。 

・ 地域巡回ローズバスは、南海岸和田駅を起終点に北ループ、南ループの 2 路線を巡回運行して

います。 

・ 本市の地域公共交通のサービス圏域をみると、市内人口の鉄道・路線バスでのカバー率は約

81％となっており、ローズバスを含めると約 84％に達し、タクシーサービス利用圏域を含め

ると、ほぼ市内全域がカバーされています。 

・ 路線バスの利用者数は、市内を運行する全ての路線で年々減少傾向にあり、令和 2(2020)年度

の利用者数を、平成 20(2008)年度時点と比べると、路線により約 5 割～9 割となっています。
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また令和 2(2020)年度と令和元(2019)年度と比べると、新型コロナウイルス感染症拡大による

影響で、約 8 割の利用者数となっています。  

・ 地域巡回ローズバスの利用者数は平成 20(2008)年以降は年間約 6 万人(約 200 人/日)の横ばい

傾向にあり、令和元(2019)年の改正後は年間約 3 万人となっています。また、令和 2(2020)年

時点では新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、年間約 2 万人に減少しています。 

・ ローズバスの収支状況をみると、運行経費は年間約 2,500 万円であり、年間約 1,850 万円の運

行補助金を交付していますが、バス事業者も不足する運行経費の一部を負担しています。 

・ 岸和田市を発着する高速バスは、川崎・東京方面、越前あわら温泉・加賀山代温泉・加賀片山

津温泉方面及び鳴門方面を路線があります。 

 

タクシー 

・ タクシー事業者は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響もあり令和元(2019)年に市内に

事業所のあるタクシー事業者が２事業者から１事業者に減少しています。営業エリアは、本市

全域をカバーしています。 

・ 泉州交通圏の実車率及び実車走行台キロは、平成 27(2015)年から令和元(2019)年まで増加傾向

でしたが、タクシー事業者が減少したこと、人材不足や、運転手の高齢化による勤務時間の減

少、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、令和 2(2020)年度では減少しています。 

 

自動車 

・ 本市の自動車保有台数は、近年横ばい傾向にありますが、令和 2(2020)年度時点で約 10.8 万台

と、大阪府全体の１世帯当たり保有台数を大きく上回っています。 

・ 本市における交通事故による死傷者数は、減少傾向にありますが、令和 3 (2021)年には年間約

0.7 千人の死傷者が発生しています。 

・ 交通事故による死傷者数は、本市及び大阪府内ともに減少傾向にあり、平成 19(2007)年に比べ

て令和 3(2021)年では約 6 割減少しています。 

・ 物損事故も含めた交通事故の年間発生件数は、平成 21(2009)年に比べて平成 30(2018)年では

約 24％増加しています。自動車事故による死傷者数をみると、大阪府内は令和 3(2021)年度で

は、平成 24(2012)年度に比べて約 5 割減少しています。 

 

自転車 

・ 市営自転車駐車場の利用状況は、平成 29(2017)年度では利用 4,202 台であり、平成 26(2014)

年度の利用 5,346 台と比べると 1,144 台減少しています。なお平成 30(2018)年度の市営東岸

和田駅自転車等駐車場開設後、利用数は一時増加しましたが、それ以降の利用者は約 2 割の減

少となっています。 

・ 市内鉄道駅周辺の自転車等放置禁止区域内での放置自転車台数は、令和 2(2020)年度で 745 台

であり、平成 26(2014)年度の 2,556 台と比べると約 3 割の減少となっています。 

・ 自転車による人口 1 万人あたりの死傷事故発生状況については、令和 3(2021)年度は平成

30(2018)年度に比べて約 1 割の増加となっています。なお大阪府内平均より僅かに低くなって

います。 
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歩行者 

・ 市内の道路では、歩道未整備区間や道路幅員が狭小な区間が多く存在しています。また歩道設

置延長は約 60 ㎞となっています。 

・ 本市では、歩行者空間の整備として、歩道設置による安全・快適性の向上や鉄道駅等のエレベ

ーターやエスカレーターの設置などによる移動円滑化に取組んでいます。 

・ 歩行者の人口 1 万人あたりの死傷事故発生状況をみると、令和 3(2021）年度では平成 30(2018)

年度に比べて、約 1 割の増加となっています。 

 

道路のバリアフリー化と緊急交通路の状況 

・ 令和 2(2020)年度時点で、駅と主要施設を結ぶ生活関連経路のバリアフリー化は、計画総延長

26,600ｍに対して整備済延長19,060ｍとなっています。なお、バリアフリー化率は令和2(2020)

年度では 71.7％となっています。 

・ 国道 26 号と府道大阪和泉泉南線は、大阪府が定める広域緊急交通路の「重点 14 路線」に選定

されており、国道 170 号、府道大阪臨海線、府道岸和田牛滝山貝塚線、府道三林岡山線、府道

春木岸和田線、府道岸和田港塔原線の一部区間は、大阪府が定める広域緊急交通路に指定され

ています。 

 

交通結節点の状況 

・ 交通結節点としての主要な施設である市内の都市計画決定している駅前交通広場の整備状況

をみると、南海岸和田駅東側、ＪＲ東岸和田駅・ＪＲ下松駅の東西両側では、駅前交通広場が

整備されていますが、他の鉄道駅では整備されていない状況にあります。また、ゆめみヶ丘岸

和田、道の駅・愛彩ランドでは、上位計画の地域拠点に位置付けられており、事業計画が進む

泉州山手線沿道の山直東、光明、修斎地区でも今後交通結節点の機能を有し、山直東地区では、

交通広場の整備も進めています。 
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1.2.3 交通を取り巻く環境の変化への対応（見直しの視点） 

 交通をめぐる国の動向 

令和 2(2020)年 11 月の「地域公共交通活性化・再生法」の改正による地域公共交通計画の策定

が努力義務化をはじめ、令和 3(2021)年 5 月に閣議決定された交通政策基本法（平成 25(2013)年

法律第 92 号）に基づく、令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度までの交通政策の基本的な方向

性を示した「第２次交通政策基本計画」等を踏まえた取組みを図る必要があります。 

 

 高齢者の免許返納 

高齢者が運転免許を自主返納しやすい環境づくりに向けては、歩行距離の制約などの高齢者の

生活実態や、公共交通機関の現状を考えると、公共交通を補完するボランティア団体の活動や地

域の助け合いの中で、高齢者のための移動手段を確保していくことも、今後、重要性を増すもの

と考えられるため、「福祉」と「交通」の連携強化に向けた取組みが必要です。 

 

 新たな生活様式に対応した地域交通の構築 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大とそれに対する緊急事態宣言の発出等による感染症対策

として、移動の自粛が求められたこと及び人との接触を減らすことが推奨されていたこと等を契

機に、リモートワークやネットショッピングの増加が加速するなど、市民の生活様式が大きく変

化しました。 

国土交通省が全国の大都市を中心に実施した「新型コロナウイルス感染症の影響下における生

活行動調査」（令和 4(2022)年 3 月実施）によると、週 1 日以上テレワークを実施する層について

は、最初の緊急事態宣言中に大きく割合が増加、緊急事態宣言解除後に減少するものの、新型コ

ロナ流行前と比較して増加し定着する傾向が見受けられます。また、日常の活動別に最も頻繁に

訪れた場所については、「外食」や「趣味娯楽」、「軽い運動、休養、育児」では自宅周辺での活動

が新型コロナ感染症流行前と比較して増加し定着する傾向が見受けられます。 

新型コロナウイルス感染症を契機に人々のくらしをめぐる環境や価値観も大きく変わる中、地

域交通の持つ価値や役割を見つめ直し、移動サービスの質・持続性の向上を図る必要があります。 

 

(4)  アフターコロナに向けた地域交通に対する考え方 

国土交通省は、危機に直面する地域交通について、感染症を契機に人々のくらしをめぐる環境

や価値観も大きく変わる中、地域づくりへの寄与など、地域交通の持つ価値や役割を見つめ直す

べく、地域の人々のくらしのニーズが反映された多様な関係者の「共創」の実践などに取り組む

「アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究会」を令和 3(2021)年 11 月に設置し

ています。 

感染症による交通事業者の経営悪化やニューノーマルにおける利用者のライフスタイルの変化

を踏まえ、地域交通が地域で果たすべき役割や、より持続可能性を高めるための方法について、

コミュニティ、ガバナンス、ファイナンスという切り口から、官民や分野に捉われない「共創」

を交通分野で一層進展させていくための手法を議論し、令和 4(2022)年 3 月に中間整理として取

りまとめています。 
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 新たな技術やサービスの活用 

公共交通の利便性や利用促進、交通事業の担い手不足などに対応するため、将来を見据えた新

たな公共交通サービスとなる先進技術、次世代モビリティ等の活用及び道路空間の再配分に向け

た検討をしていく必要があります。また、自宅から交通の幹となる場所までのファーストワンマ

イルにおけるパーソナルモビリティ等の普及促進と、交通の幹となる場所から目的地までのラス

トワンマイルにおける移動サービスを幅広い関係者ともに創り上げる必要があります。 

 

 将来人口動向 

上位計画である「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」において、本市の人口動態の状

況をまとめており、近年は社会減（転出数が転入数を上回っている状態）が続いており、大阪府

全体と比較すると、30 歳前後の子育て世代の転出傾向が顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 岸和田市の総人口の推移と将来推計人口 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（岸和田市 令和 5(2023)年●月）」より 

図 1-4 岸和田市の年代別口の推移と将来推計人口 

 

 公共交通利用の見通し 

公共交通利用は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、外出自粛等による収益の減少や

感染症対策に係るコストの増加等、人々の行動・意識の変化が交通事業者の経営に与える影響は

多大であり、依然としてコロナ禍前の状況には戻っていません。また、コロナ禍における人々の

意識の変化により、交通需要が戻らない可能性もあります。 
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将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画） 

上位計画である「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」基本構想では、（１）人口減少・

超高齢社会、（２）SDGs（持続可能性・多様性）、（３）地球環境問題、（４）危機管理、（５）革

新的技術、（６）財政状況の６つの社会状況の変化が示されています。 

 これらについては、すべて地域公共交通の持続的な維持、継続に不可欠な要素であり、これら

を踏まえながら、上記計画の「土地利用の基本方針」の中で示されている「持続可能な交通ネッ

トワークと都市機能を備えた拠点形成」を行うため、「交通まちづくりアクションプラン」では適

正な財政運営の範囲内において、次世代モビリティ等の先端技術導入や SDGs の取り組み、環境

に配慮するなど持続的な交通ネットワークの形成を図るための様々な施策を行うものであります。 

 また上記基本方針では、市内の各地域間はもちろんのこと、周辺都市、関西圏を含めた広域的

な都市連携を強化し、様々な交流と活動の活性化を支える「広域連携型都市構造」の実現を目ざ

しています。そこから市内の他交通ネットワークにおける軸と拠点の形成イメージが示されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 「広域連携型都市構造」概念図 

 

 

図 1-6 まちの骨格となる軸     図 1-7 拠点の設定 

 

 

資料：将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（岸和田市 令和 5(2023)年●月） 
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1.3 岸和田市の都市活動・交通に関する課題 

1.3.1 課題抽出にあたっての視点 

広域圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現況 

① 
生活利便性 

② 
健康・福祉 

③ 
安心・安全 

④ 
地域経済 

⑤ 
行政運営 

⑥ 
エネルギー 
・低炭素 

○ 広域圏ネットワークの整備推進 

(①③④⑤⑥) 

○ 障害者等の方を対象にタクシー基
本料金(初乗りタクシー乗車料金)
を助成する重度障害者等タクシー
助成事業を実施 

○ 国道 26 号と府道大阪和泉泉南線
は、大阪府が定める広域緊急交通
路の「重点 14 路線」に選定 

○ 臨海部の埋立地は、工業・流通拠
点として、工業・流通機能の集積
を促進 

○ 丘陵地区では土地区画整理事業が
完了し、地域内では企業が立地 

○ 臨海区域の岸之浦地区(岸之浦
町，約 29.9ha)や岸和田旧港地区
において地区計画を策定 

○ （岸和田市総合計画）及び“新・
岸和田”づくり（都市計画マスタ
ープラン）を策定 

■課題 

○ 来訪者等が岸和田市内でスムー

スに移動できるアクセス性の向

上(①②④⑤⑥) 

○ 岸和田市内のどこからでも誰も

が広域的な移動ができる 

(①③⑥) 

○ 災害時の広域的な応急活動を迅

速かつ的確に実施する (③) 

○ 岸和田市の自動車保有台数は、令
和 2(2020)年度時点で約 10.8 万台
と、大阪府全体の１世帯当たり保
有台数を大きく上回っている 

○ 岸和田市の自動車の分担率は
43.4%であり、泉南地域の自動車
分担率 46.7%よりも低い 

○ 広域幹線道路として、阪神高速 4
号湾岸線、府道大阪臨海線、国道
26号が市域北部、阪和自動車道、
国道 170 号が市域東部を縦断 

○ 鉄道は、ＪＲ阪和線、南海本線が
都市部を南北に縦断 

○ 国道 26 号から東側では西側に比
べ、南北方向の広域幹線ネットワ
ークが脆弱 
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近隣圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

■現況 ■課題 

① 
生活利便性 

② 
健康・福祉 

③ 
安心・安全 

④ 
地域経済 

⑤ 
行政運営 

⑥ 
エネルギー 
・低炭素 

○ 近隣圏ネットワークの整備推進

(①③④⑤⑥) 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基
づいた移動支援事業を実施 

○ 障害者等の方を対象にタクシー基
本料金(初乗りタクシー乗車料金)
を助成する重度障害者等タクシー
助成事業を実施 

○ 岸和田市と近隣都市を結ぶ路線バ
スは、狭隘かつ歩道の整備がされ
ていない道路を運行 

○ 東岸和田駅において高架化事業が
完了している 

○ 臨海区域では、浪切ホール等が立
地 

○ 田園区域では、蜻蛉池公園等が立
地 

○ 岸和田市田園区域あるいは山間

区域から近隣市町へ誰もがスム

ースに移動できるアクセス性の

向上(①②③⑥) 

○ 臨海区域及び田園区域の企業誘

致に伴う市内外からの移動をス

ムースにできるアクセス性の向

上(④⑤) 

○ 臨海部の埋立地は、工業・流通拠
点として、工業・流通機能の集積
を促進 

○ 南海本線春木駅周辺、JR 阪和線東
岸和田駅周辺は、商業・居住・公共
公益サービス機能などの多様な機
能が集積し、人が集い、交流する地
域拠点の形成を促進 

○ 田園区域は、多様な産業の交流・連
携により、地域活力を創出 

○ 自動車分担率は 43.4%と半数近く
を占める 

○ 岸和田市の自動車保有台数は、令
和 2(2020)年度時点で約 10.8 万台
と、大阪府全体の１世帯当たり保
有台数を大きく上回っている 

○ 岸和田市の代表交通手段分担率は
鉄道が 11.6%、バスが 1.2%であり、
泉南地域平均(鉄道：12.7%、バス：
1.4%)と同程度 

○ 近隣都市等を結ぶ府道大阪和泉泉
南線、府道堺阪南線が市域を南北
に縦断 

○ 都市計画道路の整備済の割合は、
59.7%となっている 

○ 国道 26 号から東側では西側に比
べ、南北方向の広域幹線ネットワ
ークが脆弱 

○ 将来人口動向、公共交通利用の見
通し及び新たな生活様式に対応し
た地域交通の構築 

○ 公共交通の利便性や利用促進、交
通事業の担い手不足などに対応し
た新たな技術やサービスの活用 
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生活圏 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 
生活利便性 

② 
健康・福祉 

③ 

安心・安全 

④ 

地域経済 

⑤ 
行政運営 

⑥ 
エネルギー 
・低炭素 

○ 生活圏の地域内で誰もがスム

ースに移動できるアクセス性

の向上 (①②③④⑤⑥) 

○ 高齢者人口割合が高い地域が存在 
○ 高齢者が運転免許を自主返納しや

すい環境づくりが求められる 

○ 市内の多くの地域で狭隘な道路が
存在 

○ 狭隘な道路でかつ歩道が整備され
ていない道路で路線バスを運行す
る区間が存在し、狭隘な道路を運
行するタクシーにも安全面等で影
響がある 

○ 市内にはボトルネック踏切が存在
し、交通渋滞が発生 

○ 「自転車ネットワーク計画」を作
成済み 

○ 拠点内や拠点間を結ぶ連続的なバ
リアフリー化が進んでいない 

○ 主な鉄道駅周辺には商店街、市内
には大規模商業施設、国道 26 号
沿道はロードサイド型店舗が立地 

○ 都市区域には岸和田城、田園区域
には道の駅愛彩ランド、山間区域
には牛滝温泉などの観光施設が立
地 

○ 臨海区域、国道 26 号沿道や田園
区域では企業・事業所が集積 

○ 田園区域にゆめみヶ丘岸和田がま
ちびらき 

○ 路線バスの利用者数は、平成
20(2008)年から減少傾向にある 

○ ローズバスの運行目的と利用実態
が異なり、路線バスと料金体系が
異なる 

○ 山間区域では、路線バスへの運行
補助や遠距離児童等通学費補助を
実施 

○ 岸和田市の自動車の分担率は
43.4%であり、泉南地域の自動車
分担率 46.7%よりも低い 

○岸和田市の自動車保有台数は、令
和 2(2020)年度時点で約 10.8 万台
と、大阪府全体の１世帯当たり保
有台数を大きく上回っている 

○ 都市区域と臨海区域・山間区

域を結ぶ地域公共交通ネット

ワークの形成(①④⑤) 

○ 路線バスの再編を含めたネッ

トワークの再構築検討

(①②③④⑤⑥) 

○ 鉄道駅やバス停までの距離が

ある地域の解消 

(①②③④⑤) 

○ 市内鉄道駅周辺の交通結節機

能・拠点性の向上(①③④⑤

⑥) 

○ 高齢化社会への対応（①②③

④⑤） 

■現況 ■課題 

○ ＪＲ阪和線、南海電鉄南海本線が
都市部を南北に縦断し、路線バス
が岸和田駅を中心に３つの谷筋に
沿って山間部まで運行 

○ ローズバスは、岸和田駅を中心に
臨海区域・都市区域を巡回 

○ 駅前交通広場が未整備の鉄道駅が
存在 

○ 一部地域において鉄道駅やバス停
までの距離がある地域が存在 

○ ローズバスと、鉄道・路線バスの
乗り継ぎがしにくい 

○ 将来人口動向、公共交通利用の見
通し及び新たな生活様式に対応し
た地域交通の構築 

○ 公共交通の利便性や利用促進、交
通事業の担い手不足などに対応し
た新たな技術やサービスの活用 
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まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 活動と移動の階層構造による分類別にみた都市交通に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■近隣圏 

■広域圏 

① 広域圏ネットワークの整備推進 

② 来訪者等が岸和田市内でスムースに移動できるアクセス性の向上 

③ 岸和田市内のどこからでも誰もが広域的な移動ができる 

④ 災害時の広域的な応急活動を迅速かつ的確に実施する 

⑤ 近隣圏ネットワークの整備推進 

⑥ 市内各地域から近隣市町へ誰もがスムースに移動できるアクセス性の向上 

⑦ 臨海区域及び田園区域の企業誘致に伴う市内外からの移動をスムースにできるアクセス

性の向上 

■生活圏 

⑧ 生活圏の地域内で誰もがスムースに移動できるアクセス性の向上 

⑨ 都市区域と臨海区域・山間区域を結ぶ地域公共交通ネットワークの形成 

⑩ 路線バスの再編を含めたネットワークの再構築検討 

⑪ 鉄道駅やバス停までの距離がある地域の解消 

⑫ 市内鉄道駅周辺の交通結節機能・拠点性の向上 

⑬ 高齢化社会への対応 

都市活動・交通に関する課題 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

広域圏 ○ ○ ○ ○

近隣圏 ○ ○ ○

生
活
圏

(1) 都市中核地域 ○ ○ ○

(2) 岸和田北部地域 ○ ○ ○ ○

(3) 葛城の谷地域西部 ○ ○ ○ ○

(4) 葛城の谷地域東部 ○ ○ ○ ○

(5) 岸和田中部地域 ○ ○ ○ ○

(6) 久米田地域 ○ ○ ○ ○

(7) 牛滝の谷西部地域 ○ ○ ○ ○

(8) 牛滝の谷東部地域 ○ ○ ○ ○
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1.4 将来の交通体系形成に向けた基本理念と基本方針 

1.4.1 基本理念の設定 

「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」の目指すべきまちの姿《個性きらめき 魅力あ

ふれる ホッとなまち 岸和田》の実現に向け、まちづくりと一体となった目指すべき交通イン

フラの姿を形成していくための基本理念と基本方針を以下に示します。 

また幅広い世代の方が、日常的に外出しやすくするために、人（徒歩）を中心として、自転車、

バス、鉄道、自動車等の多様な交通をベストミックスさせ、目的や状況に応じた移動手段の選択

ができる持続可能な地域交通の構築を目指します。また、異なる交通手段間の乗継抵抗（物理的

な面、運賃面、情報面等）の低減を図り、外出機会を増やすための、シームレスな公共交通体系

の実現を目指します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 多様な交通のベストミックスによる地域交通の構築イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 基本理念と基本方針 
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1.4.2 基本方針の設定 

 基本理念を踏まえた交通まちづくりのための基本方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 健康に暮らすためには、日常的に外出をすることが大切です。 

 外出時において、公共交通を利用する際は、最寄り駅やバス停まで歩くことになりま

す。歩くことが適度な運動となり、健康寿命を延ばし、結果的に家族による介護の負担減

少や医療費削減が期待できます。 

 子どもから高齢者までの幅広い世代の方が外出しやすくするために、人(徒歩)を中心と

して、自転車・自動車・路線バス・鉄道の連携を強化し、外出目的や状況に応じた移動手

段を自由に選択できる交通体系の構築に加えて、同伴移動の促進を目指します。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う新たな生活様式の変化を踏まえた日常的

な外出機会を創出することも重要であり、歩行者や自転車の通行空間整備や、バリアフリ

ー化、外出目的となる施設整備やイベント開催など、“コト“づくりを促進するサービス

仕組みの構築を目指します。 

 

基本方針① → 子どもから高齢者までいきいきと健康に暮らせるまちを支える交通 

 公共交通の利用者が増えることでまちに人が集まり、商店街等にはにぎわいが戻りま

す。にぎわいが創出されることで、新たな店舗等の施設や人々の交流が生まれることも期

待できます。中心市街地などの人が集まる拠点において、徒歩・自転車・公共交通の回遊

性・利便性を高めることで、公共交通を軸とし、歩いて暮らせるまちづくりの実現及び人

が集まる施設へのアクセス性向上につながる交通を目指します。 

 また、過度な自動車利用から公共交通等への転換をめざし、新たな技術やサービスの活

用をはじめ、公共交通の利便性を高める施策の推進により、2050 年カーボンニュートラル

に向けた環境にやさしいまちづくりを目指します。 

基本方針② → 環境にやさしく、にぎわいと活力を支える交通 

 少子高齢化の進行により、人口構造が大きく変化している岸和田のまちを持続的に発展

させるためには、若年層を中心に定住を促し、人口の年齢構成バランスを整えるための取

組みが求められます。また、岸和田市は岸和田城を中心として、自然と伝統に恵まれた城

下町として発展し、歴史と伝統を持つ、貴重な文化的遺産が数多く残っており、これらの

資源の活用が求められています。さらに、高度経済成長期に整備されたインフラの大量更

新時期が到来していること、近年の頻発する自然災害の状況を踏まえ、大規模災害時や救

急医療活動時等の緊急時においても安心して安全に移動できる交通環境も求められます。 

 そこで、市民が安心・安全に暮らせる生活環境が確保され、移住者にとっても移り住み

続けたいまちづくりを進める交通体系の構築を目指します。 

基本方針③ → 定住化や来訪機会を促す魅力あるまちを支える交通 

 コロナ禍を契機に人々の暮らしをめぐる環境や価値観も大きく変わり、これまで続いて

きた「民間の交通事業者が収益を確保できる形で公共交通を担う」という構造も難しくな

ってきていることを鑑み、地域づくりへの寄与など地域交通の持つ価値や役割を見つめな

おす必要があります。 

 そこで、コミュニティを核としたくらし目線の交通体系の構築にあたっては、市民、交

通事業者、行政等が共に取組む(協働する)ことにより、関係者の役割分担と連携を強化

し、地域社会で自らの交通のあり方を協議し、効率的で持続可能な交通を実現する環境づ

くりを目指します。(協働する)ことにより、関係者の役割分担と連携を強化し、地域社会

で自らの交通のあり方を協議し、効率的で持続可能な交通を支える環境づくりを目指しま

す。 

基本方針④ → みんなでつくり、みんなで支える持続可能な交通 
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2. 総合交通戦略編 
2.1 交通まちづくりアクションプラン『総合交通戦略編』について 

2.1.1 総合交通戦略とは 

進展する少子・超高齢社会への対応、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減等のた

め、過度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、自転車、公共交通等の各モードが連携し適

切な役割分担のもと、望ましい都市・地域像の実現を図る観点から、地方公共団体を中心として、

関係機関・団体等が相互に協力し、都市・地域が抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とま

ちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るものであり、もって魅力と活力が

あふれる都市・地域の整備を行うことを目的としています。 

※資料：都市・地域総合交通戦略要綱（平成 21(2009)年 3 月 16 日、国土交通省都市・地域整備局長）

に基づく 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
資料：都市・地域総合交通戦略のすすめ【総合交通戦略策定の手引き】 

（国土交通省都市局 令和 4(2022)年 5 月） 

図 2-1 総合交通戦略の取組みのイメージ 
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2.1.2 総合交通戦略の位置付け 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 総合交通戦略の位置付け 

 

  

現行計画〔総合交通戦略編〕 
（平成 31（2019）年２月策定） 

次期計画〔総合交通戦略編〕 

・これまで取り組んできた施策・事業の方向性を確認しつつ、新たな課題等に対応

した「交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策」を推進

します。 

将来ビジョン・岸和
田（岸和田市総合計

画） 
（令和 5(2023)年 

●月） 

“新・岸和田”づくり
（都市計画マスター
プラン） 

（令和 5(2023)年 
●月） 

自転車活用推進法の施行 
（平成 29(2017)年 

5 月施行） 

高齢者、障害者等の移動等の 
円滑化の促進に関する法律 
（バリアフリー法）の改正 

（令和 3(2021)年 
4 月施行） 

地域公共交通活性化再生法の
改正 

（令和 2(2020)年 
11 月施行） 

現行計画における目標値の

達成状況や施策事業の進捗

状況を踏まえた課題 

関連法の施行・改正 

上位計画の見直し 

（基本計画編 P●参照） 

岸和田市公共施設 
最適化計画に基づく 

個別施設計画 
（令和 3(2021)年 

策定） 

都市・地域交通戦略推進事業
制度要綱の改正 

（令和４(2022)年４月施行） 
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2.2 前計画〔総合交通戦略編〕の評価 

2.2.1 前計画〔総合交通戦略編〕の概要 

公共交通に関する方針と方針を達成するための公共交通に関する施策 

この計画では、本市の目指すべきまちの姿である「元気あふれる躍動都市岸和田」を踏まえる

とともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念を実現するため、以下の 4

つの戦略目標を掲げ、これを達成するための 8 の施策パッケージと 18 の施策を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本計画編≫ 
基本理念（目指す交通インフラの

 

基本方針 

 

≪総合交通戦略編≫ 
戦略目標Ⅰ 
誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

 
（１）多様な交通手段により移動しやすい交通体系の構築 

施策 1：幹線道路における安心・安全な歩行空間の創出 
施策 2：自転車利用環境の向上 
施策３：バス交通サービスの拡充 

 
（２）子どもから高齢者が安全で外出しやすい交通環境づくり 

施策 4：移動環境におけるバリアフリー化の推進 
施策 5：子どもや高齢者の交通安全 

戦略目標Ⅱ 
拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

 
（３）拠点での回遊性を高めるにぎわい空間の創出やアクセス

機能の強化 
施策 6：鉄道駅等へのアクセス道路の整備推進 
施策 7：公共交通による拠点へのアクセス改善 

 
（４）拠点における交通結節機能の強化や連携強化 

施策 8：駅前広場の整備推進 
施策 9：交通結節機能の拡充 

 

 

 

基本方針①  
子どもから高齢者ま
でいきいきと健康に
暮らせる 
まちを支える交通 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を
支える交通 

戦略目標Ⅲ 
人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワーク
の形成 

 
（５）泉南地域の中心都市としての魅力を維持・向上させる交通

体系の構築 
施策 10：都市計画道路の整備推進 
施策 11：公共交通網の拡充 
施策 12：災害時における交通ネットワークの確保 

 
（６）市民や来訪者が分かりやすく使いやすい交通環境づくり 

施策 13：交差点等における交通混雑の緩和 
施策 14：市民や来訪者にとっても利用しやすい公共交通情

報の充実 

基本方針③  
定住化や来訪機会
を促す魅力あるま
ちを支える交通 

戦略目標Ⅳ 
地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

 
（７）地域性に応じた生活交通の確保 

施策 15：地域住民主体による持続可能な公共交通体系の確
立 

施策 16：協働による地域バス等の導入検討 
 

（８）地域に優しい生活道路の創出 
施策 17：生活道路等における歩行者の安全な通行の確保 
施策 18：地域住民による通学路等での安全確保 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える持
続可能な交通 

元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 
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2.2.2 現行計画における評価・検証 

定量的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

①～③の目標値の達成状況は、人口に対する市内全域の路線バス利用者割合や、鉄道駅乗車人

員が占める割合について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、実績値が減少しており、

また地域の公共交通を考える協議会の開催実績が目標値に達していない等、新たな生活様式に対

応した交通体系の構築が求められています。 

 

（2）間接的な指標における目標値の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥は、目標値に達成していないものの、令和 2(2020)年において目標値達成に必要な年別目標値

を達成しています。路線バス及びローズバス路線の再編、南海岸和田駅～JR 東岸和田間のヘッド

ダイヤの導入等の取組みにより、実績値が増加していることから、更なる鉄道駅間を結ぶバスネ

ットワークの構築が必要と考えられます。 

 

施策事業の達成状況を踏まえた問題点 

各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況を勘案すれば、子どもから高齢者までが安全

に外出しやすい交通環境づくりに向けては、徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビ

リティの確保、先進技術・次世代モビリティやパーソナルモビリティへの対応が求められていま

す。 

また未実施事業については早期の事業着手を図る必要があります。特に、都市計画道路泉州山

手線の道路整備の推進による広域連携軸の形成を目指していくことが必要とされています。 

さらに、地域主体の交通手段導入サポートの仕組みづくりなど、自動車がなくても生活できる

持続可能な公共交通体系の確立が求められています。 

 

 

 

 

現況値（H29年）

H29年 H30年 R01年 R02年 R03年

24.4% 24.5% 19.8% 20.5%
( 24.5% ) ( 24.9% ) ( 25.2% ) ( 25.6% )

1.73% 1.66% 1.32% 1.26%
( 1.95% ) ( 1.99% ) ( 2.02% ) ( 2.06% )

1件 1件 1件 1件
( 1.2 件 ) ( 2.4 件 ) ( 3.6 件 ) ( 4.8 件 )

実績値

毎年

② 人口に対するバス乗車人員が占める割合 1.91%（H28） 2.10% 毎年

③ 地域住民による地域の公共交通を考える検討会の開催実績 0件（H29） 6件 毎年

評価指標
目標値
（R4）

データ
更新頻度

定
量
的
な
指
標

① 人口に対する鉄道駅乗車人数が占める割合 24.1%（H28) 26.0%

現況値（H29年）

H29年 H30年 R01年 R02年 R03年

24.1% 23.0% 28.0% 26.5%
( 22.3% ) ( 22.3% ) ( 22.3% ) ( 22.3% )

8.3% 8.1% 10.7% 8.4%
( 6.7% ) ( 7.0% ) ( 7.4% ) ( 7.7% )

34.1% 33.3% 36.1% 35.3%
( 32.6% ) ( 33.7% ) ( 34.8% ) ( 35.9% )

17.2% 19.0% 20.4% 17.2%
( 15.3% ) ( 16.0% ) ( 16.6% ) ( 17.3% )

13.7% 11.4% 15.1% 14.0%
( 14.9% ) ( 15.9% ) ( 17.0% ) ( 18.0% )

27.8% 27.2% 30.0% 28.6%
( 25.3% ) ( 25.3% ) ( 25.3% ) ( 25.3% )

実績値

⑧ 岸和田が多くの観光客でにぎわい、観光の振興が十分な状態
で
　  あると感じている市民の割合

13.9％（H29） 19.0% 毎年

8.0% 毎年

⑥ 市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合

⑨ 子どもが地域で安全に遊べると感じている市民の割合 25.3％（H29） 25.3% 毎年

31.5％（H29) 37.0% 毎年

⑦ 鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合 14.6％（H29） 18.0% 毎年

評価指標
目標値
（R4）

データ
更新頻度

市
民
の
意
識
や
満
足
度
の
指
標

④ 安心して歩道を通行することができると感じている市民の割合 22.3%（H29) 22.3% 毎年

⑤ ユニバーサルデザイン化が進んでいると感じている市民の割
合 6.4％（H29)
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2.2.3 現行計画における課題 

現行計画の目標値の達成状況や事業の到達・進捗状況を踏まえ、次期戦略目標として引き継ぐ

ものとします。 

戦略目標 課題 

戦略目標Ⅰ 

誰もが暮らしやすく、 

外出・移動しやすい 

交通体系の構築 

○誰にもやさしく歩いて暮らせる多様な移動手段が連携したまちづ
くりの推進 

○歩行者が安全で快適に利用できる歩行空間整備や、自転車活用推進
計画に基づく安心かつ安全な自転車環境整備の推進 

○自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系の構築 
○先進技術・次世代モビリティ、パーソナルモビリティ等への対応 
○子どもや高齢者の交通安全対策の推進 
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による新たな生活様式に対

応した交通体系の構築 

戦略目標Ⅱ 

拠点の活力促進に向けた 

交通環境の充実 

○選択と集中による効率的で効果的な道路整備など交通基盤整備の
推進 

○拠点への公共交通によるアクセス機能の拡充、交通結節点における
乗継利便性の向上（バス待合環境や情報提供等） 

○拠点への来訪を促すとともに回遊性向上とにぎわいの創出に寄与
する歩行者優先の交通環境の整備 

○多様なモビリティとの乗り換え利便性の向上等に向けた取組みの
推進 

戦略目標Ⅲ 

人流・物流や都市の 

魅力づくりを支える 

交通ネットワークの形成 

○選択と集中による効率的で効果的な道路整備による交通ネットワ
ークの形成 

○近隣市町や交通事業者等との連携による新たな広域公共交通ネッ
トワーク構築の推進 

○災害時にも機能する道路ネットワーク構築によるリダンダンシー
（多重性）の確保 

○バス交通等の情報提供の充実に向けた取組みの推進 
○更なる観光交流の促進に向けた利用しやすく分かりやすい公共交

通の検討・取組の推進 

戦略目標Ⅳ 

地域とともにすすめる 

安心・安全な交通環境の

確保 

○多様な移動手段を地域が選択でき、社会全体で支えるしくみ作りが
必要 

○地域や目的に応じた適切な交通手段が利用できる公共交通体系の
検討 

○安心・安全な生活道路など交通環境の充実に向けた取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・今回の評価・検証の結果や SDGs（持続可能な開発目標）の要素を踏まえ、 

次期戦略目標として引き継ぐものとする。 

・平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「SDGs（Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標））」の目標達成と持続可能な社会の実現
に向けた交通体系の構築が求められる。 

【上位計画】 

・将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
・“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
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2.3 戦略目標の設定 

2.3.1 『将来都市像』の設定について 

上位計画である「将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）」や「“新・岸和田”づくり（都市計

画マスタープラン）」において、設定されているまちづくりの構想を踏まえ、【総合交通戦略編】

では、本計画の基本理念「元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成」

の実現に向けて、都市軸や都市核を担う都市の機能を向上させるため、市民、交通事業者、関係

機関、行政が連携を図りながら、誰もが円滑に移動できる交通環境づくりを進めていくものとし、

『将来都市像』を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市軸の交流拠点を都市核とし、階層的につなぐ多極集約・ネットワーク型のまちづくり 
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≪基本計画編≫ 

≪総合交通戦略編≫ 

  
元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 

基本方針①  
子どもから高齢者まで
いきいきと健康に 
暮らせるまちを 
支える交通 

基本理念（目指す交通インフラの姿） 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を 
支える交通 

基本方針③  
定住化や来訪機会を 
促す魅力あるまちを 
支える交通 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える 
持続可能な交通 

戦略目標 I 
誰もが暮らしやすく、外出・移動しやす
い交通体系の構築 

戦略目標 II 
拠点の活力促進に向けた交通環境の充
実 

戦略目標 IV 
地域とともにすすめる安心・安全な交通
環境の確保 

戦略目標 III 
人流・物流や都市の魅力づくりを支える
交通ネットワークの形成 

基本方針 

2.3.2 戦略目標 

本市の目指すべきまちの姿である「個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田」を

踏まえるとともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念・基本方針を踏ま

え、基本方針を実現するための戦略目標を以下に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 戦略目標 
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基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 歩行者・自転車・自動車等の通行空間の分離やバリアフリー化を推進
する。 

・ 幅広い世代の方が外出しやすくするために、各交通モード間の役割分
担や連携を強化する。 

・ 交通事故予防のため、子どもから高齢者を対象とした交通安全教室等
の実施を推進する。 

・ 既存交通の維持・充実を図りながら、将来を見据えた新たな公共交
通サービスとなる先進技術、次世代モビリティ及びパーソナルモビ
リティ等の導入に向けた検討をする。 

・ 新しい生活様式に対応した交通行動変容を支援する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 I                （キーワード：階層・レイヤー） 

  誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

・ 徒歩を中心とした多様な移動手段の連携と選択可能なモビリティの確
保。 

・ 多様な移動目的に対応した安心・安全に移動できる自転車・歩行者空
間の確保やバリアフリー化された移動空間・交通環境の整備。 

・ 運転免許証を持たない方や自動車を利用できない方も活動的で健康的
な生活を促進するために、自動車がなくても生活できる公共交通体系
の構築。 

・ 自動運転技術や MaaS などの先進技術、次世代モビリティ及びパ
ーソナルモビリティ等の活用による利便環境や利便性向上を図る
とともに既存交通システムとの連携を強化する。 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式に合わせた
新たな交通サービスの取り組みが必要。 

 

※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 拠点となる鉄道駅周辺における高質な公共空間の形成を図る。 
・ 公共交通の利用のしやすさ向上や公共交通相互及び公共交通と他の交

通手段との連携強化を図る。 
・ 交通結節点での各交通手段間の乗り継ぎのための公共交通情報の提供

を行う。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広

場等を整備。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 II                （キーワード：拠点・ベース） 

  拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

・ 拠点へのアクセス改善による自動車交通の円滑化など交通基盤の整
備。 

・ 鉄道駅周辺の拠点施設等への公共交通によるアクセス性の向上や乗り
継ぎ利便性の向上。 

・ 回遊性を高める歩行者優先の交通環境の充実。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広場等

を整備。 
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※下線部分：今回の総合交通戦略編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 広域圏や近隣圏の交通ネットワークの機能強化を図り、都市間の連携
強化、各拠点間のアクセス性の向上、災害時における緊急輸送や救助活
動などの応急対策活動の確保を図る。 

・ 交通渋滞の緩和、円滑な自動車移動を図るため、道路網の効率的な整備
や交差点改良等を推進する。 

・ 市民や来訪者にわかりやすい公共交通情報を提供する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 III              （キーワード：網・ネットワーク） 

  人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

・ 広域アクセス機能を持つ広域幹線道路や市内拠点間を結ぶ市内幹線道
路の整備による交通ネットワークの形成。 

・ 観光客などの来訪者が市内の観光施設等どこにでも移動しやすくわか
りやすい公共交通の整備。 

・ 災害時における緊急輸送や避難でのリダンダンシー（多重性）の確保。 
・ 泉州山手線等の広域連携軸の整備と連携した新たな公共交通体系の整

備。 

基本方針を 

実現するた

めの 

主な課題 

・ 自動車から公共交通への転換をはじめ、地域住民がハード・ソフト面か
らもまちづくりや交通について考え、協働で取組みを進めるしくみづ
くりや取組みを推進し、公共交通の必要性や各自の役割を担う意識の
向上を図る。 

・ 既存の公共交通サービスが十分でない地域では、地域・関係事業者・行
政が連携して、地域主導による地域公共交通の導入に向けた検討を進
める。 

・ 地域の安全・安心のため交通安全対策や通学路の見守り活動等を推進
する。 

施策 

イメージ 

 戦略目標 IV                （キーワード：地域・リージョン） 

  地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

・ 地域住民、交通事業者、行政等が協働で、地域の交通に関する課題に取
組み、社会全体で支えるという共通認識の確立。 

・ 公共交通の利用意識向上や地域にふさわしい公共交通体系の検討。 
・ 子どもから高齢者までが安心して通行ができる交通環境の充実。 
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2.4 目標達成に必要な施策 

2.4.1 実施事業と実施スケジュール 

岸和田市交通まちづくりアクションプランの計画期間は、基本計画編の第 1 章で示したとおり、

「令和 5(2023)年度から令和 16（2034）年度」です。この限られた時間と厳しい財政状況の中に

おいて、本計画の基本理念を実現するためには、市民・交通事業者・行政の 3 者が協働のもと、

それぞれが自らの役割を認識しながら一体となって取組むとともに適切な進行管理を行うことが

不可欠であり、以下の実施プログラムに基づき、各施策の取組みを推進していきます。 

 

 戦略目標Ⅰ 誰もが暮らしやすく、外出・移動しやすい交通体系の構築 

 
  
 
 戦略目標Ⅱ 拠点の活力促進に向けた交通環境の充実 

 

 

 

 

  

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策１
幹線道路における安心・
安全な歩行空間の創出

1-1
歩車道分離による歩行空間の整備
推進

● ○ ○ ○

施策２ 自転車利用環境の向上 2-1 自転車通行空間の確保 ● ○ ○ ○

施策３
公共交通ネットワークの
再編

3-1 公共交通ネットワークの再編 ● ○ ○ ○

4-1
先進技術や新たなモビリティ等の
活用に向けた検討

● ○ ○ ○

4-2

広域連携軸の整備や拠点の形成
に合わせたスマートシティ「移動が
スムーズなまちづくり」の実現の取
り組み

● ○ ○ ○

5-1
岸和田市交通バリアフリー基本構
想に基づく特定経路のバリアフリー
化

● ○ ○ ○

5-2 公共交通のバリアフリー化 ● ○ ○ ○

施策６
子どもや高齢者の交通安
全

6-1
小学生や高齢者を対象とした交通
安全教室の実施

● ○ ○ ○

I　誰もが
暮らしや
すく、外
出・移動し
やすい交
通体系の
構築

（１）多様な交通手
段により移動しや
すい交通体系の
構築

施策４
スマートシティ実現に向け
た取組みの推進

（２）子どもから高
齢者が安全で外
出しやすい交通環
境づくり

施策５ 快適な移動環境の整備

戦略目標 施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策７ アクセス道路整備 7-1
鉄道駅等へのアクセス道路の整備
推進

● ○ ○ ○

施策８
公共交通による拠点への
アクセス改善

8-1 公共交通によるアクセスの改善 ● ○ ○ ○

9-1 駅前広場の整備推進 ● ○ ○ ○

9-2 交通広場の利活用 ● ○ ○ ○

9-3 きめ細やかな街路空間の形成 ● ○ ○ ○

施策１０ 交通結節機能の拡充 10-1 機能拡充に向けた整備推進 ● ○

施策９ 交通結節点の整備推進

戦略目標 施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

II　拠点の
活力促進
に向けた
交通環境
の充実

（３）拠点での回遊
性を高めるにぎわ
い空間の創出や
アクセス機能の強
化

（４）拠点における
交通結節機能の
強化や連携強化
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 戦略目標Ⅲ 人流・物流や都市の魅力づくりを支える交通ネットワークの形成 

 

 
 

 戦略目標Ⅳ 地域とともにすすめる安心・安全な交通環境の確保 

 
 

 

 

 

 

 

  

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

11-1 広域幹線道路の整備推進 ○ ○ ○

11-2 市内幹線道路の整備推進 ● ○ ○ ○

施策１２
都市・拠点間を連絡する公
共交通ネットワークの拡充

12-1 公共交通機関の連携強化 ● ○ ○ ○

施策１３
災害時における交通ネット
ワークの確保

13-1
広域緊急交通路や地域緊急交通路の
整備推進

○ ○ ○

施策１４
交差点等における交通混雑
の緩和

14-1
主要渋滞箇所等における交差点改良
等の推進

● ○ ○ ○

15-1 公共交通情報誌による情報提供 ○ ○ ○

15-2 スマートフォンアプリ等による情報提供 ● ○ ○ ○

15-3 自発的な公共交通利用の促進 ● ○ ○ ○

施策１５
市民や来訪者にとっても利
用しやすい公共交通情報の
充実

施策パッケージ 施策
実施中
の施策

実施時期

（５）泉南地域の中
心都市としての魅力
を維持・向上させる
交通体系の構築

施策１１ 都市計画道路の整備推進

（６）市民や来訪者
が分かりやすく使い
やすい交通環境づく
り

短期
R5(2023)

～R8（2026）

中期
R9(2027)

～R12（2030）

長期
R13(2031)

～R16（2034）

施策１６
地域住民主体による持続可
能な公共交通体系の確立

16-1
地域主導による交通体系の構築に向
けた取組み

○ ○ ○

施策１７
協働による地域バス等の導
入検討

17-1 持続可能な地域バス等の導入検討 ○ ○ ○

施策１８
生活道路等における歩行者
の安全な通行の確保

18-1 交通安全対策の実施 ● ○ ○ ○

施策１９
地域住民による通学路等で
の安全確保

19-1
通学路等における子どもの見守り活動
の推進

● ○ ○ ○

実施時期

（７）地域性に応じた
生活交通の確保

（８）地域に優しい生
活道路の創出

施策パッケージ 施策
実施中
の施策
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2.5 推進体制 

2.5.1 進捗管理 

実際に移動を行う主体となる市民代表をはじめ、鉄道・バス・タクシー等の交通事業者、

交通管理者である警察、国・府・市の道路管理者等の多様な関係機関などから構成される「岸

和田市地域公共交通協議会」を通じて、「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【総合

交通戦略編】」の進捗管理を行います。 

2.5.2 施策推進における基本的な考え方 

「岸和田市交通まちづくりアクションプラン【総合交通戦略編】」における目標達成に必

要な施策・事業の推進にあたっては、「市民」、「交通事業者」、「行政」の三者が協働・連携に

よる取組みを行うことが重要であるため、以下の考え方に基づき、各施策・事業の推進に取

組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 施策推進における基本的な考え方 

 

 

● 公共交通に対する理解、積極的な利用 
● 市民主体となった公共交通の運営・維

持に向けた取組み 
● 交通マナーの向上       等 

● 施策の計画・推進 
● 情報提供及び効率的な業務運営 
● 利用促進に向けた取組み  等 

● 施策の計画・推進 
● 市民ニーズの把握・検証 
● 広報・啓発活動及び地域活動や

運営に対する支援     等 

市民 

交通 
事業者 

行政 
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2.5.3 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

岸交通まちづくりアクションプラン〔基本計画編〕の基本理念の実現に向けて、施策の進行を

管理し、進捗状況や社会情勢による変化に応じて、計画の見直しを行うことが必要です。 

ＰＤＣＡサイクル（立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action））に基づいて、

アクションプランの基本理念の実現や柔軟な見直しによる進行管理を行います。 

施策実施状況の評価は、岸和田市地域公共交通協議会において毎年実施し、アクションプラン

の目標達成度の評価は「将来ビジョン・岸和田 基本構想」の中期的な戦略シナリオである「基

本計画」の計画期間である 4 年に 1 回実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 目標達成度の評価（概ね４年に１回実施） 

・ 計画の目標達成度合の把握と総合的な見直しを検証 

② 施策実施状況の評価（年に１回実施） 

・ 実施プログラムの進捗状況とそれに伴う効果について、確認を行い必要に応じて改

善を実施 
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3. 地域公共交通計画編 
3.1 交通まちづくりアクションプラン『地域公共交通計画編』について 

3.1.1 地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マ

スタープラン」としての役割を果たすものである。国が定める「地域公共交通の活性化及び再生

の推進に関する基本方針」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集めて「活性

化再生法に基づく協議会」を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等との個別協議を重ねるこ

とで作成していく計画である。 

※資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（第 3 版（令和 4(2022)年 3 月）国土交通省に基づく 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 公共交通の有する多面的な効果  

出典：クロスセクター効果「地域公共交通 赤字＝廃止でいいの？」 

（国土交通省近畿運輸局） 
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3.1.2 地域公共交通計画の位置づけ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 地域公共交通計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

現行計画〔公共交通編〕 
（平成 31（2019）年２月策定） 

次期計画〔地域公共交通計画編〕 

・これまで取り組んできた施策・事業の方向性を確認しつつ、新たな課題等に対応

した「地域旅客運送サービスの持続可能な提供」を確保します。 

将来ビジョン・岸和
田（岸和田市総合計

画） 
（令和 5(2023)年 

●月） 

“新・岸和田”づくり
（都市計画マスター
プラン） 

（令和 5(2023)年 
●月） 

自転車活用推進法の施行 
（平成 29(2017)年 

5 月施行） 

高齢者、障害者等の移動等の 
円滑化の促進に関する法律 
（バリアフリー法）の改正 

（令和 3(2021)年 
4 月施行） 

地域公共交通活性化再生法の
改正 

（令和 2(2020)年 
11 月施行） 

現行計画における目標値の

達成状況や施策事業の進捗

状況を踏まえた課題 

関連法の施行・改正 上位計画等の見直し 

岸和田市公共施設 
最適化計画に基づく 

個別施設計画 
（令和 3(2021)年 

策定） 

都市・地域交通戦略推進事業
制度要綱の改正 

（令和４(2022)年４月施行） 
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3.1.3 岸和田市における「公共交通」の考え方 

岸和田市の公共交通は、鉄道、路線バス、ローズバス、タクシーがあります。 

公共交通は、自家用車での移動が困難な高齢者や学生等を中心とした移動手段を持たない方の

日常の移動手段確保、交通不便地域のニーズへの対応が強く求められます。 

高齢者や障がい者が自立的に生活できる環境整備の一環として、移動手段を確保することによ

って、外出機会の創出による健康増進、地域活性化への寄与も期待されます。 

なお、利便性や効率性の視点から、必要に応じて、特定多数を対象とする福祉交通や利用目的

が限定的な民間送迎サービスや道路運送法上の許可・登録を要しない輸送（無償輸送（ボランテ

ィア輸送））との連携や、グリーンスローモビリティや次世代モビリティ、パーソナルモビリティ

についても検討を進めます。 

 

 

 
資料：国土交通省 

図 3-3 各交通機関の特徴  
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資料：国土交通省 

図 3-4 都市交通における交通手段の適応範囲 

 
 

 
 
 

図 3-5 利用特性と輸送形態による公共交通手段の位置づけ 

 
  

乗合タクシー

コミュニティバス

路線バス

路面電車

鉄道

自家用有償旅客運送
（公共交通空白地有償運

送・福祉有償運送）

スクールバス
・企業送迎バスなど

【
利
用
者
特
性
】

〔
特
定
〕

〔個別輸送〕
（輸送密度：低）

【輸送形態】 〔乗合輸送〕
（輸送密度：高）

〔
不
特
定〕

タクシー

道路運送法上の
許可・登録を
要しない輸送

新たな輸送手段

その他既存輸送手段マイカー
（送迎など）

LRTBRT

グリーン
スロー

モビリティ

超小型
モビリティ自転車

電動キック
ボード

カーシェア
シェアサイクル

ライド
シェア 既存公共交通

さらに新たな輸送手段

個別交通

※地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き入門編（国土交通省）をもとに加筆 
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3.2 前計画[公共交通編]の評価 

3.2.1 現行計画における評価・検証 

（1） 目標値の達成状況としては、人口に対する市内全域の路線バス利用者割合や、鉄道駅乗車

人員が占める割合、について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、実績値が減

少しており、また地域の公共交通を考える協議会の開催実績が目標値に達していない等、

新たな生活様式に対応した交通体系の構築が求められています。 

 

（2） 市内をスムーズに移動できていると感じている市民の割合は、目標値に達成していないも

のの、令和 2（2020）年では概ね増加傾向にあり、目標値達成に必要な年別目標値を達成

しています。路線バス及びローズバス路線の再編、南海岸和田駅～JR 東岸和田間のヘッ

ドダイヤの導入等の取組みにより、実績値が増加していることから、更なる鉄道駅間を結

ぶバスネットワークの構築が必要と考えられます 

 

（3） 子育てに関することや、高齢者の生きがいに係る取組みに対する満足度が低いことから、

自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系や、徒歩を中心とした多様な移動手

段の選択可能なモビリティの確保、先進技術・次世代モビリティやパーソナルモビリティ

への対応が求められています。 

 

（4） 各施策に基づき実施された事業の到達・進捗状況については、現在、実施されている事業

の促進を図るとともに、未実施事業については早期の事業着手を図る必要があります。特

に、都市計画道路泉州山手線の道路整備を推進や地域主体の交通手段導入サポートの仕組

み検討が未実施であり、広域連携軸の整備や自動車がなくても生活できる持続可能な公共

交通体系の確立が求められています。 
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3.2.2 現行計画における課題 

現行計画の評価・検証の結果を踏まえ、次期計画（地域公共交通計画編）の策定が必要と考え

ますが、本計画の根拠法令である地域公共交通活性化再生法の改正（令和 2（2020）年 11 月 27

日施行）により、全国の地方自治体において計画策定が努力義務とされたことなど、法改正の趣

旨を十分踏まえたうえで計画策定に取り組むこととします。 

 

戦略目標 課題 

方針① 

多様な世代の移動ニーズに 

対応した利用しやすい 

公共交通サービスの提供 

○自動車がなくても生活できる持続可能な公共交通体系の確立 

○徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保 

○先進技術・次世代モビリティやパーソナルモビリティへの対応 

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による新たな生活様式に対応した交

通体系の構築 

方針② 

駅の拠点機能向上と 

持続可能なまちづくりを 

支援する環境に配慮した 

公共交通環境の形成 

○駅や商業施設、病院などの生活拠点への公共交通によるアクセス機能の拡充 

○歩いて暮らせるまちづくりの推進。 

○環境にやさしい公共交通利用による環境負荷の低減 

○鉄道駅やバス停等における拠点整備や、鉄道駅間を結ぶバスネットワークの

構築 

方針③ 

市内外の交流の 

活発化による住みやすく、 

訪れて楽しいまちを支援す

る公共交通体系の構築 

○交流を活発化し、住みやすくする公共交通体系の整備 

○観光客などの来訪者も利用しやすい公共交通の整備、情報提供の充実の推進 

○広域連携軸の整備と連携した新たな広域公共交通ネットワーク構築の推進 

方針④ 

市民・交通事業者・行政に 

よるつくり・支え合う 

持続可能な公共交通の整備 

○市民・交通事業者・行政の連携による多様な移動手段を地域が選択できるし

くみ作り 

○地域や目的に応じた適切な公共交通を社会全体で支える共通認識の確立 

○公共交通事業者の乗務員不足の問題などの新たな課題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「SDGs（Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標））」17 の開発目標のうち、「目標 11 
住み続けられるまちづくりを（包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する）」において、公共交通もターゲットとして位置付けら
れていることから、持続可能な社会づくりに資する公共交通体系の構築が求められ
る。 

・ 今回の評価・検証の結果や SDGs（持続可能な開発目標）の要素を踏まえ、次期計画
（地域公共交通計画編）の策定が必要と考えるが、本計画の根拠法令である地域公共
交通活性化再生法の改正（令和 2 年 11 月 27 日施行）により、全国の地方自治体に
おいて計画策定が努力義務とされたことなど、法改正の趣旨を十分踏まえたうえで計
画策定に取り組むこととする。 

【上位計画】 

・将来ビジョン・岸和田（岸和田市総合計画）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 

・“新・岸和田”づくり（都市計画マスタープラン）（計画期間：2023 年度〜2034 年度） 
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3.2.3 公共交通に関する方針と方針を達成するための施策 

この計画では、本市の目指すべきまちの姿である「元気あふれる躍動都市岸和田」を踏まえる

とともに、基本計画編における将来の交通体系形成に向けた基本理念を実現するため、以下の 4

つの方針を掲げ、これを達成するための 11 の施策を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本計画編≫ 
基本理念（目指す交通インフラの姿） 

 

基本方針 ≪公共交通編≫ 

方針① 多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい
公共交通サービスの提供 

 
施策① 路線バスの再編 
施策② ローズバスのダイヤ改正・利便性向上 
施策③ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系 IC

カードの普及促進 
 

方針② 駅の拠点機能向上と持続可能なまちづくりを支援
する環境に配慮した公共交通環境の形成 

 
施策④ 交通結節点の整備 
施策⑤ 公共交通情報の充実 
施策⑥ JR 阪和線東岸和田駅付近高架化事業の推進 
施策⑦ 鉄道路線間の連携 

 

 

 

 

基本方針①  
子どもから高齢者ま
でいきいきと健康に
暮らせる 
まちを支える交通 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を支
える交通 

方針③ 市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて
楽しいまちを支援する公共交通体系の構築 

 
施策⑧ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進 
施策⑨ 高速バスの利便性向上 
施策⑩ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の

充実 
 

基本方針③  
定住化や来訪機会を
促す魅力あるまちを
支える交通 

方針④ 市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う
持続可能な公共交通の整備 

 
施策⑪ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協

働の取組み 
 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える持続
可能な交通 

元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 
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3.3  計画目標の設定 

3.3.1 地域公共交通網の将来像（再掲） 

 

3.3.2 地域公共交通計画の位置付け  

本市の目指すべきまちの姿である《個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田》を踏

まえるとともに、【基本計画編】における将来の交通体系形成に向けた基本理念・基本方針を踏

まえ、基本方針を実現するための公共交通の目標を以下に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 地域公共交通計画の目標 

 

 

 

≪基本計画編≫ 

≪地域公共交通計画編≫ 

  
元気に生活・活動し、安全・快適に移動ができる交通インフラの形成 

基本方針①  
子どもから高齢者まで
いきいきと健康に 
暮らせるまちを 
支える交通 

基本理念（目指す交通インフラの姿） 

基本方針②  
環境にやさしく、 
にぎわいと活力を 
支える交通 

基本方針③  
定住化や来訪機会を 
促す魅力あるまちを 
支える交通 

基本方針④  
みんなでつくり、 
みんなで支える 
持続可能な交通 

目標① 
多様な世代の移動ニーズに対応した利
用しやすい公共交通サービスの提供 

目標② 
拠点機能向上と持続的なまちづくりを
支援する環境に配慮した公共交通環境
の形成 

目標④ 
市民・交通事業者・行政によるつくり・
支え合う持続可能な公共交通の整備 

目標③ 
市内外の交流の活発化による住みやす
く、訪れて楽しいまちを支援する公共交
通体系の構築 

基本方針 
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基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 鉄道駅・公共施設・集客施設等を結ぶなど、都市計画道路泉州山手
線や拠点の形成に合わせた公共交通ネットワークの再編を進める。 

・ 鉄道駅から徒歩圏外にある地域では、路線バスとローズバスの連携
により、交通の利便性を高める。 

・ 既存交通の維持・充実を図りながら、将来を見据えた新たな公共交
通サービスとなる先進技術、次世代モビリティ及びパーソナルモビ
リティ等の導入に向けた検討をする。 

・ 新しい生活様式に対応した交通行動変容を支援する。 

施策 

イメージ 

 目標① 

  多様な世代の移動ニーズに対応した利用しやすい公共交通サービスの提供 

・ 運転免許証を持たない方や自動車を利用できない方も活動的で健
康的な生活を促進するために、自動車がなくても生活できる公共交
通体系の確立。 

・ 徒歩を中心とした多様な移動手段の選択可能なモビリティの確保。 
・ 自動運転技術や MaaS などの先進技術、次世代モビリティ及びパ

ーソナルモビリティ等の活用による利便環境や利便性向上を図る
とともに既存交通システムとの連携を強化する。 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式に合わせた
新たな交通サービスの取り組みが必要。 

※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 鉄道駅を中心に、誰もが移動しやすい環境整備を推進する。 
・ 市の玄関口となる駅周辺等に、案内や情報提供の充実、バスやタク

シー等との乗継利便性を向上させる。 
・ 鉄道路線間を円滑に移動できるネットワークの構築。 
・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広

場等を整備。 

施策 

イメージ 

 目標② 

  拠点機能向上と持続的なまちづくりを支援する環境に配慮した 

  公共交通環境の形成 

・ 駅や商業施設、病院などの生活拠点施設等への公共交通によるアク
セス性の向上。 

・ まちの賑わいや人々の交流を促進する、歩いて暮らせるまちづくり
の推進。 

・ クルマ中心利用から環境にやさしい公共交通利用環境負荷の低減
に向けた交通施策の実施。 

・ 鉄道駅等拠点やバス停での多様なモビリティと接続できる交通広
場等を整備。 
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※下線部分：今回の地域公共交通計画編における追加箇所を示す。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 公共交通ネットワークの機能強化を図り、広域拠点へのアクセス性
の向上、都市間の連携強化、観光地へのアクセス性の向上を図る。 

施策 

イメージ 

 目標③ 

  市内外の交流の活発化による住みやすく、訪れて楽しいまちを支援する 

  公共交通体系の構築 

・ 若い世代をはじめ、みんなが将来にわたり定住したいと思える公共
交通体系の整備。 

・ 観光客などの来訪者が市内の観光施設等どこにでも移動しやすい
公共交通の整備。 

・ 都市計画道路泉州山手線等の広域連携軸の整備と連携した新たな公
共交通体系の整備。 

基本方針を 

実現する 

ための 

主な課題 

・ 既存の公共交通サービスが十分でない地域では、地域主導による地
域公共交通の導入に向けた検討を進める。 

・ 公共交通の利用促進や行政・地域・関係事業者が連携して、ソフト
面からもまちづくりや交通について考え、協働で取組みを進めるし
くみづくりや取組みを推進し、市民の健康増進や交流促進につなげ
る。 

施策 

イメージ 

 目標④ 

  市民・交通事業者・行政によるつくり・支え合う持続可能な公共交通の整備 

・ 地域において、住民、交通事業者、行政等が共に連携し、地域の交
通に関する課題に取組み検討し、自主的に行動・実施できる仕組み
づくり。 

・ 公共交通を維持・確保のために、交通の重要性を認識し、社会全体
で支えるという共通認識の確立。 

・ 公共交通事業者の乗務員不足の問題などの新たな課題への対応。 
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3.4 目標達成に必要な施策 

3.4.1 施策の体系 

目標達成に必要な施策の体系を、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標③ 

市内外の交流の活発化によ

る住みやすく、訪れて楽しい

まちを支援する公共交通体

系の構築 

目標① 

多様な世代の移動ニーズに

対応した利用しやすい公共

交通サービスの提供 

目標② 

拠点機能向上と持続可能な

まちづくりを支援する環境

に配慮した公共交通環境の

形成 

施策① 公共交通ネットワークの再編 

施策③ ローズバスのダイヤ改正・利便性向上 

施策④ バス等の乗り継ぎ利便性等を高める交通系 IC カー
ドの普及促進 

施策⑥ 交通結節点等の整備等による乗継の機能強化 

施策⑦ 公共交通情報の充実 

施策⑧ 移動環境におけるバリアフリー化の推進 

施策⑨ 鉄道路線間の連携 

施策⑩ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進 

施策⑪ 高速バスの利便性向上 

施策⑫ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実 

目標④ 

市民・交通事業者・行政によ

るつくり・支え合う持続可能

な公共交通の整備 

施策⑬ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働
の取組み 

施策⑤ 新たなモビリティサービス等の活用に向けた検討・導
入 

施策⑭ バス・タクシー乗務員の確保・支援 

施策② 路線バスのダイヤ改正・利便性向上 
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3.4.2 目標達成度の評価指標の設定 

交通まちづくりアクションプラン「基本計画編」で定めた基本理念「元気に生活・活動し、安

全・快適に移動ができる交通インフラの形成」の実現に向けて示した取組み方針に基づく施策を

検証するために評価指標を設定します。 

この評価指標は、「公共交通の施策を実施することによる効果が分かりやすく表現されるもの」、

「データが容易でかつ継続的に入手可能なこと」、「公共交通のほかまちづくりなど広い視点も考

慮されているもの」等の点を考慮し、公共交通に関する方針①～④に関連する（1）～（3）の直

接的な指標、（4）～（7）の間接的な指標及び（8）～（11）のまちづくりの指標の 3 つを設定し

ます。なお、必要に応じて評価指標を適時追加します。 
 

 表 3-1 評価指標と公共交通に関する方針の相関関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方
針
①

方
針
②

方
針
③

方
針
④

多
様
な
世
代
の
移
動
ニ
ー

ズ
に

対
応
し
た
利
用
し
や
す
い
公
共
交
通

サ
ー

ビ
ス
の
提
供

駅
の
拠
点
機
能
向
上
と
持
続
的
な

ま
ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
環
境
に
配
慮

し
た
公
共
交
通
環
境
の
形
成

市
内
外
の
交
流
の
活
発
化
に
よ
る

住
み
や
す
く
、

訪
れ
て
楽
し
い
ま
ち
を

支
援
す
る
公
共
交
通
体
系
の
構
築

市
民
・
交
通
事
業
者
・
行
政
に
よ
る

つ
く
り
・
支
え
合
う
持
続
可
能
な
公

共
交
通
の
整
備

⑴ 公共交通の利用率

・人口に対する市内全域の路線バス（ローズバスを含む）
　利用者が占める割合

・人口に対する市内鉄道駅乗車人員が占める割合

⑵ 利便性の向上

・交通系ICカードによる利用者割合
（定期利用者を除く）

⑶ 地域での活動実績

・地域住民による地域の公共交通を考える検討会の開催実績

・地域主体による協議会の設立実績

⑷ 市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合 〇

⑸ 鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合 〇

⑹ １年間の主要観光施設及びイベント等への観光見込客数 〇

⑺ 岸和田は子供を産み育てやすいと感じている市民の割合 〇

⑻ 生きがいを感じることがある65歳以上の市民の割合 〇

⑼ 拠点における滞在人口の増加率 〇 〇 〇 〇

⑽ 交通事故の年間発生件数 〇 〇

⑾ 市民1人当たりの年間温室効果ガス排出量 〇

直
接
的
な
指
標

間
接
的
な
指
標

〇

〇〇 〇 〇

〇 〇 〇

公共交通に関する方針

評価指標
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3.4.3 標達成度の評価指標による目標値の設定 

本計画の基本的な方針を実現するため、計画期間中に達成すべき各評価指標について目標値を

設定し、達成状況を確認します。 

 

表 3-2 評価指標の現況と目標値の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状値 目標値

人口に対する市内全域の路線バス（ローズバ
スを含む）利用者が占める割合

1.26％
（R3）

2.10％
（R8）

人口に対する市内鉄道駅乗車人員が占める割
合

20.5％
（R3）

26.0％
（R8）

（2）利便性の向上
交通系ICカードによる利用者割合
（定期利用者を除く）

68.3％
（R3）

80.0％
（R8）

地域住民による地域の公共交通を考える検討
会の開催実績

1件
（R3）

6件

地域主体による協議会の設立実績
0件
（R3）

2件

36.1％
（R4）

39.0％
（R8）

13.4％
（R4）

15.0％
（R8）

165万人
（R4）

257万人
（R7）

27.8％
（R4）

30.0％
（R8）

50.0％
（R4）

54.0％
（R8）

100.0％
（R3）

増加
（R7）

2.57％
（R3）

減少
（R7）

4.2トン
（R1）

3.9トン
（R12）

（8）生きがいを感じることがある65歳以上の市民の割合

（9）拠点における滞在人口の増加率

（10）交通事故の年間人口一人当たり発生率

（11）市民1人当たりの年間温室効果ガス排出量

評価指標

直
接
的
な
指
標

（1）公共交通の利用率

（3）地域での活動実績

（4）市内をスムーズに移動できると感じている市民の割合

（5）鉄道駅周辺の市街地に活気があると感じている市民の割合

（6）１年間の主要観光施設及びイベント等への観光見込客数

（7）岸和田は子供を産み育てやすいと感じている市民の割合

間
接
的
な
指
標
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3.5 推進体制 

3.5.1 実施主体 

交通まちづくりアクションプランを進めるにあたって、「行政」、「交通事業者」、「住民」の三者

が連携し、目標の達成に向けて取組む必要があります。 

公共交通に関係する様々な主体との連携を図ることにより、持続性を高めるとともに、まちづ

くりに貢献する公共交通を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 各主体における役割 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

・ 公共交通に対する理解、積極的な利用 
・ 市民主体となった公共交通の運営・維

持に向けた取組み 

事業者 

・ 施策の計画・推進 
・ 公共交通の情報提供 
・ 効率的な業務運営 
・ 利用促進に向けた取組み 

行政 

・ 施策の計画・推進 
・ 公共交通に関する情報の積極的

発信 
・ 市民ニーズの把握・検証 
・ 取組みや運営に対する支援 

交通まちづくりアクションプラン
〔基本計画編〕の 

基本理念の実現に向けた 
施策の推進 
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3.5.2 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

交通まちづくりアクションプラン〔基本計画編〕の基本理念の実現に向けて、施策の進行を管

理し、進捗状況や社会情勢による変化に応じて、計画の見直しを行うことが必要です。 

ＰＤＣＡサイクル（立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action））に基づいて、

アクションプランの基本理念の実現や柔軟な見直しによる進行管理を行います。 

施策実施状況の評価は、岸和田市地域公共交通協議会において毎年実施し、アクションプラン

の目標達成度の評価は「将来ビジョン・岸和田 基本構想」の中期的な戦略シナリオである「基

本計画」の計画期間である 4 年に 1 回実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進・評価 

 

 

① 目標達成度の評価（概ね４年に１回実施） 

・ 計画の目標達成度合の把握と総合的な見直しを検証 

② 施策実施状況の評価（年に１回実施） 

・ 公共交通への取組みや運行状況について、評価を行い必要に応じて改善を実施 

交通まちづくりアクションプラン 
〔地域公共交通計画編〕の策定 

各施策の実施 

各種施策の実行による効果 
（目標値の達成状況の評価） 

交通まちづくりアクションプラン 
〔地域公共交通計画編〕の見直しの検討 

Plan 
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各施策の詳細な実施計画 

各施策の実施・展開 

各施策実施効果の評価 

各種施策の見直し 
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路線バスの評価指標（案）

【評価期間】
短期、中長期に分けて評価することとします。
・短期（対象地域：ゆめみヶ丘、積川、稲葉、山直中、包近）： 概ね５年
・中期（対象地域：山直東、三田） ： 概ね１０年

■泉州山手線供用後における公共交通ネットワークイメージ

短期

中期

評価指標 現状値 目標値

・居住機能の適切な誘導 高齢者の免許返納割合

・公共交通の利用促進 沿線地域の人口

若い世代の転入・転出超過数

定住意向、居住満足度

自動車の機関分担率

地域間の移動（市内々、内外含む）

高齢者の外出率

買物への移動手段における徒歩の割合

・都市生活の利便性向上 徒歩と自転車の機関分担率

自動車の機関分担率（再掲）

・市街地の安全性の確保 高齢者の免許返納割合

・市街地荒廃化の抑制 交通事故の発生件数

空き家率

・サービス産業の活性化 沿線地域の人口（再掲）

・健全な不動産市場の形成 地価公示価格など

商業、観光拠点への来訪者数

地域間の移動（再掲）

空き家率（再掲）

都市経営の効率化 沿線地域の人口（再掲）

安定的な税収の確保 費用負担

地価公示価格（再掲）

運輸部門の省エネ・低炭素化 自動車の機関分担率（再掲）

評価分野・評価軸

①生活利便性

②健康・福祉

・徒歩行動の増加と市民の健康の増進

⑥エネルギー／低炭素

③安心・安全

④地域経済

⑤行政運営

資料３
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会 議 録 

名 称 令和 4 年度（2022 年度）第 1 回 岸和田市地域公共交通協議会 

開催日時 

及び場所 

令和４年 7 月 6 日（水）午後 2 時 30 分～午後４時０0 分 

岸和田市新館４階 第１委員会室 

出席者 

 

 

 

 

委員２９名中 

出席 28 名 

(うち代理 4 名) 

 

 
※オンライン参加 

事務局（まちづくり推進部市街地整備課） 

髙橋課長、秦新拠点整備担当参事、笠谷交通政策担当主幹、北出主任、笹本、妻鹿、加森 

傍 聴 者  １名 

<<概要>> 

■協議事項 

①  令和４年度幹事会について 

②  岸和田市交通まちづくりアクションプラン策定について 

③  新規路線バス実証運行の道路運送法による計画について 

≪内容≫ 

■岸和田市地域公共交通協議会の会議録について 

（会長） 会長より本日の会議録署名人として別所委員を指名 

案件 

①令和４年度幹事会について 

（事務局） 資料１を用いて説明 

（会長） ①については割愛する。 

②岸和田市交通まちづくりアクションプラン策定について 

（事務局） 

 

資料２～6 を用いて説明 

 

～委員からの質問～ 

 

（委員）：   資料 3 の変更箇所ではないが、（6）の対象とする交通手段について気になった箇所が

ある。「岸和田市交通まちづくりアクションプランで対象とする交通手段は、鉄道・バ

ス・タクシー・自動車（自動二輪含む）・自転車・徒歩とする。」という文言があり、下

には「岸和田市交通まちづくりアクションプランにおける『公共交通』は、「不特定多数

の人が利用する乗り物」とし、鉄道・バス・タクシー等を対象とする。」と記載されてい

るが、そういう意味で上は鉄道・バス・タクシーを「公共交通」という文言にまとめた

ほうが良い。資料 4、5 でもバスや路線バス、ローズバスといったワードが使われてい

るので統一された方が良い。今後、新たなモビリティ検討するのであれば、鉄道やバ

ス、タクシーと特定するのではなく、「等」としておいた方が良いと考える。  

（事務局）：  次期計画でも「新たなモビリティ」という文言が出てくるので、今回のご意見を賜り、

交通手段の記載について整理をさせていただく。   

（委員）：   資料 3 の 2 ページ、（3-2）身体障害者手帳所持者数の推移について。身体障害者手帳

所持者数は減少傾向であり、平成 28(2016)年の 8,908 人から令和 2(2020)年では

8,409 人と 500 人程度減っているが、これは身体障害者が減ったのではなく、審査が

厳しくなったことが理由である。何も改善されていないのに手帳を返納された方が 500

人ということである。誤解されないように、状況が変わっているわけではないというこ

堤 山本 前田 松下 藤浪(秀) 藤本(和) 表木 西谷 兒嶋 讃井 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※ ○ 

山﨑 林 稲井 岸 長谷川 昼馬 安藤 清遠 藤浪(勝) 藤本(茂) 

○ ○※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

伊勢 中西 酒井 大塚 岡部 別所 原 小林 日野  

○ ○※ ○※ ○※ ○ ○ ○ ○ ○  
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とを認識していただきたい。 

その右の（2）の 6 番目の項目について、「地域巡回ローズバスの利用者数は平成

20(2008)年以降は年間約 6 万人(約 200 人/日)の横ばい傾向にあり、令和元(2019)

年の改正後は年間約 3 万人」と記載がある。これはローズバスのルートが変更されたこ

とが理由で乗客が減少したという解釈でよいか。  

（事務局）：  1 点目については障がい者支援課と市の部署と確認しながら内容を再度検討する。ロー

ズバスの利用者数は、本協議会でも順次、改正に向けた取組を以前から行っているとこ

ろである。今後は平行してルート選定の検討、関係機関と協議し、現況のコロナ等、社

会情勢変化と市民ニーズを反映したものを目指して、引き続き修正と検討をする。  

（委員）：   先程の 2 ページのバスについて、ほとんど減っているという表現になっており、「新型

コロナ拡大による影響で」という文言が使われているが、おさまれば戻るという判断な

のか。 

（委員）：   新型コロナの影響でバス利用が減少している。オミクロンの影響でかなり落ち込んだ後

は戻りつつあるが、生活様式の変化もあるので、コロナ以前に戻るかは引き続き状況を

見る必要がある。  

（委員）：   もう 1 点、1 ページの基本方針④の「運転免許証を自主返納する高齢者等の市民ニーズ

に応じて、全市的に共通のサービスを提供するためには、行政等の努力だけでは限界が

あります。しかし、特定の地域や対象者に応じた交通サービスの提供を行うことは、市

民負担の公平性の観点から理解が得られにくい側面もあります。」というのは具体的に何

を言っているのか教えていただきたい。 

（事務局）：  高齢者の免許返納については、今後も行われるだろうと想定しているが、それ以外の高

齢者等含めて、地域のすべての方を対象に提供することについては、市民全体とすると

一部の方の負担となるので、公平性の観点から理解が得られないという側面があるとい

うことである。  

（委員）：   「特定の地域や対象者」は誰を指しているのか 。 

（事務局）：  特定地域は地域内で状況がそれぞれ違うので、ローズバスが通っている所と通っていな

い所、対象者についても地域の年齢構成などを考慮して、公平性の観点から検討する必

要があると考えている。  

（委員）：   検討する必要があるということでよろしいか。  

（事務局）：  問題ない 。 

（委員）：   基本計画か戦略かわからないが、1 ページで上位計画に基づき、将来に亘って皆が使え

る公共交通サービスにする一方で、バスの端末分担率が減少している中、生活様式の変

化、人口減少が避けられないとなると、今後、人の移動が減り、公共交通を維持しよう

と思うと難しいということになる。そのためにどういった方針で、何をするのかという

ことが本来は基本的な考え方として、具体的なことは戦略で書かれるべきである。人口

減少の中で何をするのかというと、まちづくりの観点も踏まえて、にぎわい再生という

言葉で表せるように移動総量を増やすことが 1 つ。それが難しいとなると、交通の話な

ので手段分担の問題となる。岸和田は自動車分担が高く、公共交通に乗る人が少ないの

で、それを維持しようとするとお金が必要になる。適正な分担関係を維持、実現するた

めの方策を検討するという事をどこかに記載するべきである。もうひとつはそれでも収

支が取れない公共交通をどう維持していくかという問題に対して、財源をどう確保する

かという課題は避けられない。本来は国が公共交通について関与すべきだと思うが、日

本ではなかなか難しいので、臨時交付金で対応していただくしかないのだが、市民の皆

さんが共有財産として公共交通を守るという認識が持てるようにするにはどうすればよ

いか。持てるのであれば賛否はあるかもしれないが市民が負担して公共交通を維持する

ことも考えなくてはならないし、地区についてはコミュニティで自ら支えていかなくて

はならない。そういった考え方を基本計画で示し、問題点や方向性を示した上で戦略編

では具体的な内容を記載して、実践編で施策として展開する、というようなつながりが

ある形で検討をいただけたらと思う。 

（事務局）：  参考にさせていただく。  

（会長）：   続いて③総合交通戦略編についてについて 、いかがか。 

（委員）：   これも個別についてと言われると難しいが、一番気になるのはパーソナルモビリティの

所である。これをどういう位置づけにするのか。公共交通編で、「バス交通等の充実」の



3 

 

中に「パーソナルモビリティ」という文言が出てくる。公共交通にパーソナルモビリテ

ィと出てくるが、それはどういう理解をすればいいのか。それに関連して、理解して使

っていただきたいのが「ラストワンマイル」という言葉である。バス停までの移動手段

で自転車、徒歩の中にパーソナルモビリティを入れるのか。あるいはパーソナルモビリ

ティは独立した手段として目的地に行くために使う道具なのかはっきりしない。今はど

ちらかというと公共交通に入れられている。イメージとしては端末だと思うが、端末だ

とするとどうするのか、バス停で乗り捨てるのか。もう一点、パーソナルモビリティは

どこを走るのか。電動キックボードは規制が緩和され免許不要になったが、どこを走ら

せるのかが問題となる。自転車と一緒なのか。障がい者団体の方からは電動車椅子の速

度を上げてほしいと要望が出ているが、速度を上げると歩道を走れなくなるという問題

もある。その中で、キックボード等、他のパーソナルモビリティは交通全体でどういう

位置づけにしてどこを走らせるか、警察にも確認が必要だが、安全性も含めて、どうい

う空間を誰がどんな目的で利用するのかを明確しなくてはならない。単に言葉だけで

「スローモビリティ」、「パーソナルモビリティ」入れるだけでは、計画を間違った方向

に導くことになるかもしれない。可能ならどう考えているか聞きたい。  

（事務局）：  多様なモビリティは、ファースト、ラストワンマイルの交通手段の位置づけで考えてい

る。走行空間等については道路管理者の意見もあるので、代理出席の奥野氏と岸和田警

察の委員にご意見いただきたい。  

（委員）：   道路管理者から話をさせていただくと、多様なモビリティについては現行法律に従い、

交通管理者と協議し整理していくことになる。交通環境、社会環境は昨今かなり早いス

ピードで変化しているので、そこを見極めつつ進めることが重要である。  

（委員）：   警察としても同じである。そのときそのときで協議する。具体的に何をどうするかは、

本部含めて協議して改善していきたい。  

（委員）：   前回、スマートシティの話があった。IT 技術を使って便利にするという内容の箇所で、

意見をした時に、大阪府から目的はオリエンテッドだと答えていただいた。そもそも

「どうしたい」という事があって、それに適合した技術を使うということにならなけれ

ばならない。パーソナルモビリティ等は道具が先に開発され、外国から入ってきている

が、それを現行の法律にあてはめてどう使うか。そもそも道路空間再配分について

2012 年に大阪府も国の中間報告に基づいて計画は作っておられる。その計画では車道

空間を減らして自転車と歩行者空間に充てると記載がある。ヨーロッパでは公共交通に

充てるとなっている。このように限られた道路空間を今後どうしていくかはまちづくり

の大きな課題であるので、上位計画等に沿った考え方を示していかなくてはならない。

公共交通メインとした中で、その他の交通手段はどういう位置づけになるのか考えて、

それぞれの計画に落とし込めればと思う。  

（事務局）：  参考にさせていただく。  

（委員）：   堺では観光の促進のための観光レンタサイクルやモデルコース定めており、自転車通行

環境の整備について検討しているようだが、道路状況も含めて検討してもらいたい。も

う一点、「新しい生活様式に対応した交通行動変容を支援する」とあるがどういう意味

か。  

（事務局）：  国から出されている新しい生活様式は様々あるが、外出機会の創出、3 密回避、テレワ

ークの増加等などの生活様式の変化が交通に影響があると考えている。  

（会長） ：  他になければ、総合交通戦略編はここまでとする。次は資料 5 の公共交通計画編につ

いてご意見、ご質問あるか。  

（委員）：   先程の補足をさせていただく。目標の施策イメージの所で、新たな公共交通サービスと

なる先進技術、次世代モビリティと書かれると、「新たな公共交通サービスになる次世代

モビリティ」とも読める。端末なら端末と記載した方がいい。交通計画では、基本的に

公共交通と私的交通手段に分かれる。公共交通は誰でも利用できる交通輸送手段、私的

交通は個人が所有する道具によって移動するものなので、自動車と自転車となる。それ

に新たに加わるパーソナルモビリティは個人所有の移動手段と読めるが、新たな公共交

通サービスになるのか、文言的に先進技術だけなのか、先進技術とすれば新たな公共交

通サービスとなる先進技術とは何なのか、MaaS なのか、MaaS なら MaaS と記載し

てしまっても良い。パーソナルモビリティは端末なら端末としてもらえばいい。ただ、

グリーンスローモビリティとなると公共交通に含まれるはずである。かたかなをそのま
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ま羅列するだけでは、意味合いの違うものになるので、誰に対してどんなサービスをす

るのかは整理して、目標や施策に入れてもらいたい。  

（事務局）：  参考にして計画に盛り込ませていただく。  

（委員）：   鉄道駅から徒歩圏外の地域は路線バスとローズバスとあるが、MaaS となるとタクシー

も含まれるので、この 2 つに縛る必要はないのではないか。パーソナルモビリティにつ

いては公共交通に入れられているところが、ロンドンの e スクーターなどシェアの話を

想定されているかと思っているが、ロンドンでは電動スクーターは公共スペースでは利

用不可で、しかも社会実験として限定されている所でやっているので、そういうのも参

考にして位置づけの検討をしてはどうか。  

（事務局）：  参考とさせていただく。  

（会長）：   他にあるか。よろしいか。次、⑤施策（案）について（資料 6）に移る。ご意見等ある

か。  

（委員）：   資料 6-1 の施策 3、パーソナルモビリティの書き方については再考いただきたい。も

う一点、3-2 の AI オンデマンドについても、路線バス、ローズバスを運行しており、

あとはどうするかとなっているときに、コミュニティ主体の乗り合い型タクシーである

とすると、それをどういう形でやるかという時にオンデマンドというのもなくはない。

ただ、オンデマンドはだいたい失敗している。コミュニティが主体なら成功している事

例もある。道具ではなく、どういう形のものが公共交通としてありえるのか。路線バス

がある、それを埋めるコミバスがある。それでも地形上サービスが困難なところに、タ

クシー使った乗り合いがあるのかもしれないが、そういう時に使っても良い。加えて、

AI オンデマンドは何かということを聞きたい。どういうニーズに合わせた公共交通にす

るのか、AI オンデマンドとはどういった理解としているのか。  

（事務局）：  オンデマンドは通常の乗り合いで、AI は効率よく運行するようなシステムとして導入し

て、人が管理する乗り合い交通はなく、システムを使って、効率のいい運行をするよう

なものと理解している。  

（委員）：   細かいことを議論する気はないが、オンデマンドが乗り合いとは決まっていない。本来

乗り合いは幅広く、定時定路線ではなく、デマンドでサービスする時にオンデマンドと

なる。その際に管理やルートの設定を機械で効率的にやりましょうというのが AI にな

ってくるが、AI 機能は学習が前提でデータが必要なので、アプリがあったらうまくいく

という事ではない。アプリと支援してくれる所があれば良いが、新しくシステムを買い

入れてやるというのはとんでもない話だと思う。それであればまずは簡単なサービスマ

ネジメントとして最初は人手でやっても大したことない話で、コミュニティでやってい

るオンデマンドは町会長が仕切っている所もある。AI といえば良さそうに聞こえるが、

そもそも必要なのかも含めて検討いただきたい。まずは乗り合いがいいのか、容量、定

時定路線か人の希望に合わせたオンデマンドかという事を考えてから、マネジメントシ

ステムを検討すべきではないか。  

（事務局）：  参考とさせていただく。  

（委員）：   最近、AI オンデマンド、モビリティなど新しい言葉が出てきており、「岸和田市交通ま

ちづくりアクションプラン【基本計画編・総合交通戦略編】（2019 年）」に専門用語の

説明が記載されているが、モビリティの解釈がこの当時の説明だと読めなくなる。ナッ

ジ等の横文字が出てくる中でわからない所も多くなる。次のアクションプランの用語の

説明を書き換えることを想定し、委員会でも具体に話をしていただきたい。  

（事務局）：  用語集は整理し、更新する予定である。  

（会長）：   他にあるか。なければ、協議事項①から⑤については終了する。たくさんのご意見いた

だいたので、事務局は意見を踏まえて次の作業への反映をしていただきたい。次に、⑥

路線バスの評価指標について（資料 7）の説明をお願いする。 

 

（事務局） 資料 7 を用いて説明 

 

（会長）：   意見、質問あるか。  

（委員）：   使用するバスは大型バス、ローズバスぐらいの大きさのどちらか。  

（事務局）：  市内の中型バスである。  

（委員）：   和泉中央駅から山手にあがり、包近公園南から、包近の間は問題ないのだろうか。細い
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道だと思うが、通行でうまく交差できるのか。  

（委員）：   広い道ではないが、実車検証の結果、運行可能と判断した。  

（委員）：   運行可能なら問題ないが、ダイヤについて急行は、既設バス停には止まらないというこ

とか。コースも変わるのか。フタツ池から稲葉まで走るのか、急行でも通常のバス停を

通って行くのか。 

（事務局）：  今は評価指標について議論いただきたい。バス路線は、次の議題で説明する 。 

（委員）：   コースは先に言ってもらえないか。急行は既存のバス停を通るのか。 

（事務局）：  急行は朝だけ設定しており、その便は和泉中央駅から愛彩ランドへ行くルートで、既存

バス停 3 つは止まらない。  

（委員）：   止まらないのではなく、フタツ池から岸和田牛滝山貝塚線（磯之上山直線）を経て稲葉

町東交差点をまわって行くのか聞いている。それとも包近から今あるバス停に停まらな

くても通って行くのか。 

（事務局）：  朝の急行便は、一部岸和田牛滝山貝塚線（磯之上山直線）を経由するルートとしてい

る。  

（委員）：   急行便は、既存バス停を停まらないということで了承した。急行便の朝の便は愛彩ラン

ドから和泉中央駅へのルートはないということか。  

（事務局）：  基本的に朝の便として愛彩ランド行きで設けている。  

（委員）：   朝の便だが、和泉中央駅から道の駅愛彩ランドへは急行便があるが、道の駅愛彩ランド

から和泉中央駅への朝の便は急行便がないのか 。 

（事務局）：  和泉中央駅へ行く朝のルートには急行便はない。  

（委員）：   和泉中央駅へ行く朝のルートには急行便がないというのは、道の駅愛彩ランドの送迎バ

スになるということか。 和泉中央駅から愛彩ランドへ直通で行くということは、送迎バ

スそのものではないか。 

（事務局）：  あくまで急行便は既存のバス停から愛彩ランドに行く方がほとんどいないという想定で

ある。今後状況を見ながら検討したい。  

（委員）：   途中でどこも止まらないのであれば、送迎バスではないか。和泉府中には私立高校のス

クールバスが来ているが、それと同じ考えなのか。  

（事務局）：  今回の路線バス再編はアクションプランの施策目標である広域連携軸などの整備に合わ

せた再編としている。送迎バスとは考えていない。  

（委員）：   そうは言えないと思うが、中身は送迎バスとしか解釈できない。和泉中央駅と道の駅愛

彩ランドを結ぶ路線運行に反対ではないが、このコースだけで走るのはもったいない。

それと、C、山直北地区の評価指数とあるが、これは山直北校区のどこを考えているの

か。この矢印の所をみると、校区の一部である。山直北校区と記載があるが、本当に評

価指標として取れるのか。  

（事務局）：  今後、基盤整備により企業が進出するなど、まちづくりが進み、拠点となることを見込

んでいる。ここは新拠点交通広場として周辺の方が利用するバス停となる。  

（委員）：   新拠点交通広場は良いが、山直北校区は道路から外れている。反対ではないが、このコ

ースで運行するのであれば、山直北はすべて含めてコースを考えてはどうか。例えばフ

タツ池交差点で右折（海側）し、岸和田市立城東小学校西の交差点から、府道 223 号

三林岡山線を経て、岡山停留所から今の路線バスのルートで牛滝山方面へ向かえば、包

近、山直中、大久保橋と通る。そうすれば山直北全部に行けるのではないか。山直北か

ら山直南校区も行けると思う。そういう検討はできないのか。山直北校区は調整区域で

ある。 

（事務局）：  和泉中央駅と愛彩ランドをまずは最短で結んで、利用状況に応じて将来的に検討するこ

とになる。  

（委員）：   広域行政を考えるのであれば、提案したコースを考えるべきである。山直北は一部で、

8000 軒あるうちの 50 軒程度である。道路から離れており、そこで山直を評価しても

らうのは具合が悪い。やってもらうのであれば範囲を広げて考えていただきたい。それ

と急行便は送迎バス以外に言いようがない。  

（委員）：   今回は新たなルートで試行するということなので、短期で評価した時にあんまり人が乗

らないとなると評価が悪くなる。先程のまちびらきや開発と合わせて、短期、中期の評

価と併せてやってもらいたい。ルートについては運輸局に認可をもらうことになるの

で、その後、ニーズがあるのであれば、また検討すれば良い。それはそうと、評価指標
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の観光拠点の来訪者はどこも空欄になっている。  

（事務局）：  D5－③は印刷ミスで、短期と長期に○が付くことになる。 

（委員）：   来訪者数だが、バスを使用している人が対象になるので、どういったデータを取るの

か。市外の人のバス利用者か。もし可能であれば、調査をしないといけないかもしれな

いが、市内と市外利用者でデータが取ることが出来れば、市内外から人を呼び込んでい

くという意味の拠点化であれば、それなりの評価になるものと考える。  

（委員）：   実証運行を評価するための指標という認識で良いか。その評価指標の中に費用対効果は

入るのか。  

（事務局）：  他の指標と併せて、収支率も合わせて検討していく。  

（委員）：   承知した。費用対効果を入れて評価した時に、ある程度の期間で数字は出ると思うが、

出た時に例えばバスは何人で収支が見合うのか、市の負担もどこまでするのかという考

え方もあるが、評価してだめなら継続はしないという判断か。  

（事務局）：  このルートについては今後まちづくりが進むエリアも含まれるので、5～10 年で一定

の評価をし、判断したい。  

（委員）：   この先 5 年、10 年先のまちづくりと、この実証運行は話が合わないのではないか。そ

れであれば、10 年先に、今後何人住んで、企業がどれぐらい張り付くなどの人数は出

ているのか。  

（事務局）：  現在、牛滝線の乗車人数は 17 人／台で黒字化は見込めると思っている。まちづくりの

ポテンシャルや、現在、和泉中央駅に公共交通機関を使って移動している人数のデータ

もある。十分達成できると考える。  

（委員）：   1 台で平均 17 人利用すれば収支が見合うのか 。 

（事務局）：  今はその試算をしている。 

（委員）：   17 人利用すれば市の負担はないのか。  

（事務局）：  その時の利用者の状況、学生割合もあるが、そういう試算をしている。  

（委員）：   福田線は赤字で、市から負担いただいて住民利用しているが、朝の 3 便しか利用してい

ない。他はガラガラである。そんな状態で同じ様に丘陵線が出来たら、利用者全体数が

一緒であれば、調整区域だが、将来人口が増えるという判断か。  

（事務局）：  福田線は乗り込み調査をして状況は把握している。今後まちづくりがされる予定なの

で、利用者が見込めると思う。  

（委員）：   ゆめみが丘に家が建つということだが、何軒建つのか。  

（事務局）：  ゆめみヶ丘は、1000 人規模の居住者に近々なる予定である。  

（委員）：   評価はきっちりしてもらいたい。鉄工団地は 1500 人規模だが、コンビナートで 122

社、会社が金額負担して送迎バスを出している。1000 人どころではない。負担の公平

性を考えた上で評価をしてもらいたい。  

（委員）：   評価指標のデータを取るのに、どういった調査を予定しているのか。どのエリアでどの

規模の調査を何回するのか、次回以降示してほしい。それと、B の（1）ゆめみヶ丘の

バスの認知について、短期があるのに長期はないのは何故か。  

（事務局）：  ゆめみヶ丘のまちづくり協議会で利用促進の取組について議論いただいている。今回は

案だが、この項目の長期的検討の必要性も今後検討したい。  

（委員）：   短期と長期の期間は何年か。 

（事務局）：  短期は 5 年、長期は 10 年 で考えている。 

（会長）：   他に質問あるか。なければこの議題は以上である。次に協議事項（2）について事務局

及び讃井委員に説明お願いする。 

③新規路線バス実証運行の道路運送法による計画について 

  

（委員） 当日配布を用いて説明 

（会長）：   いまの内容について意見、質問はあるか。よろしいか。無いようなので、新規路線バス

は承認されたものとする。次にその他報告事項について事務局よりお願いする。  

（事務局）：  次回の協議会を 9 月から 10 月に開催予定である。  

（会長）：   以上で協議会を閉会したい。 

 

（会長） 以上をもって、令和４年度第１回岸和田市地域公共交通協議会を閉会とする。 
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